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各帳票はサンプルのため、全てA4サイズになっております。帳票によっては、

実際の出力サイズが異なったりサイズ選択できる帳票や、エクセルで出力でき

る帳票などがあります。

本サンプル集はソフトウェアから出力できる全ての帳票を網羅したものでは

ありません。また、法改正等により書式が変更になった場合は、順次製品の

バージョンアップを行っております。サンプル集に掲載している帳票と製品

から出力できる帳票が異なる場合があります。

詳しくは営業担当までお尋ねください。

最初にお読みください。
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   令和XX年　7月　12日

㊞

㊞

頭 書
（１）管理業務の対象となる賃貸住宅

（２）契約期間

賃貸住宅管理受託契約書

甲
（委託者）

氏　名 佐久間　栄子
住　所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-3-2
連絡先 045-209-8004

国土交通大臣（１）第000000号
登録年月日    令和XX年　　05月　10日

担当者
 氏名 宅建　太郎
 賃貸不動産経営管理士登録番号 (2) 000001

乙
（賃貸住宅管理業

者）

商号（名称） 株式会社トナカイ不動産
代表者 柏木　研介
住　所 東京都新宿区大久保1-1-4
連絡先 03-4119-9526
登録番号

建
物
概
要
・
所
在
地
等

名　称 エスポワールあゆみが丘

所在地
 所在地番 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目4番地
 住居表示 神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

構造等 軽量鉄骨造2階建    1棟12戸

面　積
 敷 地 面 積 ×××.×× ㎡
 建 築 面 積 ×××.×× ㎡
 延 べ 面 積 ×××.×× ㎡

住戸部分  ＜住戸明細表＞に記載の通り
その他の部分  廊下、階段、エントランス

建物設備

 ガ　　　ス 有(都市ガス)
 上　水　道 水道本管より直結
 下　水　道

管理人室 有

公共下水
 電　　　気 電力会社（東京電力㈱　多摩カスタマセンター）
 共聴アンテナ 有(CATV)
エレベーター 無

始　期
期　間 5年     か月     日間

終　期

付属施設等

 駐車場 無
 自転車置き場 有（本契約の対象に含む）
 物　置 無

まで
から20XX年8月1

20XX年7月31
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（３）管理業務の内容及び実施方法・管理業務の一部の再委託

・乙が行う管理業務の中で再委託する業務がある場合、再委託先として明記している。

（４）甲の事前承諾を要しない乙の立替費用の金額

（５）甲が乙に支払う報酬並びにその支払の時期及び方法
5 %

項 目 実施箇所、内容、頻度等 委託 委託先
 入居者募集等 入居申込書の内容確認と報告 □

□
□

入居者の募集 □
賃貸借契約の締結 □

敷金、一時金の代理受領 □
退去者への敷金返還 □

 家賃等の受領等 賃料、共益費（管理費）の代理受領 □
甲から乙への敷金の預託 □

 入居者管理、 入退去立ち合い、確認 □
 未収金の督促等 鍵の引渡し □

□
□

有害行為に対する措置 □
苦情処理への対応 □

入居時の注意点の指導、管理規則遵守の指導 □
家賃不払い者への連絡（未収金の督促） □

 点検・清掃等 建物内共用部（玄関・廊下等）の清掃 1回/月 ■ 株式会社○○○○

近隣、町内への対応 □
緊急時応急対応 □

屋外の清掃 1回/月 ■ 株式会社△△△△
除草 1回/月 ■ □□□□株式会社

鍵の保管 □

□
 修繕等 畳・襖・障子の張替え ■ 株式会社○○○○

定期建物巡回 1回/月 □
空室時の部屋清掃 □

その他修繕工事の見積りや業者選定・手配 □
 賃貸借契約更新、 更新意思の確認 □

床・壁等のクリーニング ■ 株式会社△△△△
給湯器等の修理・交換 ■ □□□□株式会社

解約・明渡しに伴う甲・賃借人との調整 □
原状回復の甲及び賃借人との負担額の算定 □

 賃貸借契約終了業務等 賃貸条件の改定協議 □
更新料の代理受領 □

敷金の精算、精算書面の作成 □
 その他 長期修繕計画の提案 □

明渡しの確認と鍵の受領 □
明渡しに伴う修繕、工事の対応 ■ 株式会社△△△△

１件当たりの修繕の額  金 ××××× 円（税込）以下

報酬金額

テナントリテンションの提案 □
資産管理の提案 □
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■
□

（６）管理業務に要する費用（(５)の報酬に含まれていない費用）

（７）乙が甲に引き渡す敷金及び家賃等の時期及び方法
日まで

□ 甲指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）
■ 管理報酬を差し引いて甲指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

□ 乙に預託する（保管金員には利息付さない）、その他条件は別途特約事項で定める
■ 甲指定の上記口座（家賃振込口座）に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

（８）財産の分別管理等の状況

■

■
□

（９）管理業務の実施状況の報告等

（１０）入居者への対応

乙は、以下の方法（□にチェックのある方）により、乙の財産と、受領した家賃等につき分別管理を行う。
乙の保有財産に係る口座とは別途の家賃等収納・保管専用口座を設け、受領するとともに、帳簿や会計ソフトウェア
等を用いて貸主ごとに分別して管理
日管協預り金保証制度（(公財)日本賃貸住宅管理協会）へ加入し、敷金・家賃等預り金の保全
その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①報告の対象期間
②管理業務の実施状況
③管理業務の対象となる賃貸住宅の維持保全状況及び入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
①～③を記載した書面を四半期毎に甲へ報告する。但し、物件の修繕が発生した場合等、特段の事情がある場合は適宜遅
滞なく報告する。

口座番号　： 8413961
口座名義人： 佐久間　栄子

敷金
 支払期限
 支払方法

家賃

 支払期限
 支払方法

金融機関　： 三菱ＵＦＪ銀行青葉台支店
預　金　　： 普通

入居者へ周知する内容
①乙が行う管理業務の実施内容　　② 乙又は乙の委託先の緊急連絡先
③乙による本物件の管理業務の終了通知

入居者への周知方法  対面 ・ メール ・ アプリ ・ 郵送 ・ 掲示 ・ その他（ ）

当月 分を毎月 15 日まで

当月 分を毎月 15

　普通　・　当座
口座番号　：
口座名義人：

支払期限

支払方法

賃借人から受領した家賃等から差し引く
乙指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）
金融機関　：
預　金　　：
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（１１）契約の解約予告期間と違約金

（１２）管轄裁判所

（１３）添付書類

（１４）特約事項

契約始期以降の解約 × か月前の申入れ

東京 地方（簡易）裁判所

添付書類 ①住戸明細表

契約始期前の解約 違約金 ××××××× 円

・第７条について、甲は鍵を各住戸につき2個を乙に預託し、1個は賃借人に貸与し、1個は緊急時及び
賃借人の鍵の紛失に対処するため、乙が保管（委託対象の空室の鍵を含む。）することを甲と乙は
合意する。
・第１３条の敷金の預託について、甲及び乙は次のとおり合意する。
①敷金の一部を、乙が解約、明渡し業務に付随して行う敷金精算業務のために甲から乙に預託す
る。
②この場合、乙は、乙が取引する金融機関に預け入れて保管する。但し、保管金員には利息を付さ
ない。
③乙は毎月の収支報告に合わせて、保管残高、保管状況等を報告しなければならない。
④甲は乙に預託した金員の確認及び取引内容についての提示を随時に求めることができる。
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（契約の締結）
第

（契約期間）
第

（目的物の表示等）
第

（管理業務の内容等）
第

２

（代理権の授与）
第

（第三者への再委託）
第
２ 乙は頭書（３）に記載する業務を、一括して第三者へ再委託してはならない。
３

（鍵の管理、保管）
第
２

（善管注意義務）
第
２

３

（管理報酬の支払い）
第

２ 甲及び乙は協議の上、前項の管理報酬を変更することができる。
３

４

甲は乙に対し、入居者募集業務等を委託する場合、甲及び乙は、本物件に係る住戸明細表記載の
家賃が昨今の社会経済情勢、諸物価、近隣相場と比較して不相当となったとき及び入居促進等を含
めて募集家賃等の変更の必要が生じたときは協議の上、住戸明細表記載の家賃変更ができるものと
する。

５条　甲は乙に対し、頭書（３）の管理業務遂行に必要な代理権を授与するものとする。ただし、
弁護士法第７２条に抵触する業務についてはこの限りでない。

６条　乙は、頭書（３）に記載する業務の一部を第三者に再委託することができる。

乙は再委託した業務の処理について、甲に対して、自らなしたのと同様の責任を負うものとす
る。

７条　鍵の管理（保管、設置、交換及び費用負担を含む。）に関する事項は甲に帰属する。
乙は賃借人への鍵の引渡し時の他、本契約に基づく賃借人との解約、明渡しの業務に付随して鍵
を一時的に預かることができる。

１条　委託者（以下「甲」という。）及び賃貸住宅管理業者（以下「乙」という。）は、頭書
（１）に記載する甲の委託の目的物（以下「本物件」という。）について、以下の条項により、甲
が管理を委託することを目的とする管理受託契約（以下「本契約」という。）を締結した。

２条　契約期間は、頭書（２）に記載するとおりとする。

３条　本契約に基づく管理業務の対象となる本物件は、頭書（１）の建物のうち、別添《住戸明細
表》記載の住戸部分とし、賃貸条件は別添《住戸明細表》記載のとおりとする。

４条　本契約に基づく管理業務の内容は頭書（３）記載のとおりとし、その他の事項については、
甲の責任に帰属することとする。

８条　乙は、善良な管理者の注意をもって、管理業務を行わなければならない。
乙は、乙又はその従業員が、本契約の履行に関し、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、甲又
は第三者に対し、賠償の責任を負う。
　前項にかかわらず、乙は、乙の責めに帰することができない事由によって生じた損害について
は、一切の責任を負わないものとする。

９条　甲は、頭書（５）の定めに従い、管理業務に係る管理報酬及びこれに対する消費税相当額を
乙に支払わなければならない。

　第１項の消費税相当額は、税制の改正により税率の変動があった場合、新たな税率によって計算
された額に当然に改定されるものとする。
甲は、甲の責めに帰することができない事由によって乙が管理業務を行うことができなくなった
とき、又は本契約が中途で終了したときには、既にした履行の割合に応じて、第１項の報酬を支払
わなければならない。
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（管理業務に要する費用）
第

２

（乙の立替費用と甲の償還義務）
第

２

（敷金、家賃等の引渡し）
第

２　乙は、前項の引渡し金から、管理報酬、立替費用等を差し引くことができる。

（敷金の預託）
第

（財産の分別管理）
第

（管理業務に関する報告）
第

２

３

（通知義務）
第

① 乙から、乙が管理業務を行うために必要な情報の提供依頼があった場合
② 甲が本物件を自己のために使用する場合
③ 頭書（１）で表示した本物件の権利関係等の変動が生じた場合
④

２

① 冒頭に記載した住所・連絡先に変更があった場合
② 解散又は破産・特別清算・強制執行・民事再生等の申立てがあった場合
③ その他、本契約の履行に影響を及ぼす事由が生じた場合

３　甲及び乙は、前２項の通知を怠ったことによって生じた相手方の損害を負うものとする。

（緊急時の業務）
第

１０条　甲は、前条の報酬のほか、頭書（６）の記載に従い、乙が管理業務を実施するのに伴い必
要となる費用を負担するものとする。
　前項の費用は、乙からその明細を示した請求書を甲に提示し、その請求書を受領した日の翌月末
日限り乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。但し、振込手数料は甲の負担とする。

１１条　甲は乙が管理業務を執行する上で立て替えた費用を速やかに乙に償還しなければならな
い。
　前項において、１件当たりの金額が甲及び乙の協議の上で別途定めた頭書（４）に記載の金額を
超えないものについては、甲の承諾を要しないものとし、これを超えるものについては、予め甲の
承諾を得なければならない。

１２条　乙は、賃借人から代理受領した敷金等については速やかに、また毎月代理受領した家賃等
については頭書（７）に記載する期日までに、頭書（７）に記載する引渡し方法をもって、甲へ引

１３条　甲及び乙は、前条の敷金については目的・範囲・その他必要事項を別に定め、甲から乙へ
預託をすることができる。

甲及び乙は、次の各号に該当する場合は、その旨を速やかに書面にて、相手方に通知しなければ
ならない。

１７条　乙は、第４条のほか、災害又は事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、甲の
承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。
この場合において、乙は、速やかに書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を甲
に通知しなければならない

１４条　乙は、賃借人から受領した敷金及び家賃等において、頭書（８）の記載に従い、甲に引き
渡すまで、自己の財産及び他の甲の財産と分別して管理しなければならない。

１５条　乙は、頭書（３）に記載する管理業務について、頭書（９）の記載に従い、甲と合意に基
づき定めた期日・頻度で、定期に甲に対して実施報告しなければならない。
　前項の規定による報告のほか、甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、管理業務の実施状
況に関して報告及び関係書類の提示を求めることができる。
甲又は乙は、必要があると認めるときは、管理業務の実施状況に関して相互に意見を述べ、又は
協議を求めることができる。

１６条　甲は、以下の各号の何れかに該当する場合、その旨を速やかに書面にて、乙に通知しなけ
ればならない。

　その他、甲の関与で本契約の履行に影響を及ぼす事由が生じることを予見又は
　発見した場合
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２

（住戸への立入調査）
第
２

（修繕義務等）
第

① 本物件を使用するために必要な修繕工事等
② 本物件に相応な火災保険、施設の賠償責任保険、その他必要とされる保険への加入
③ 各種法令で義務付けられている設備の設置や法定点検等の維持管理

２

３

４

（反社会的勢力の排除等）
第

① 自らが反社会的勢力ではないこと。
② 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

２

（更　　新）
第
２

（契約の解除）
第

２

①

② 解散又は破産・特別清算・強制執行・民事再生等の申立てがあった場合
③

④ 甲又は甲の指定する者といずれも１か月連絡が取れない場合
⑤ 第２０条１項に掲げる確約に反する事実が判明した場合

　前項により通知を受けた費用については、甲は、第１０条に準じて支払うものとする。ただし、
乙の責めによる事故等の場合はこの限りではない。

１８条　乙は、管理業務を行うため必要があるときは、住戸に立ち入ることができる。
　前項の場合において、乙は、予めその旨を当該住戸の賃借人に通知し、その承諾を得なければな
らない。但し、防災等の緊急を要する場合は、この限りではない。

１９条　甲は、頭書（１）に表示の物件に対し、以下に定めることを行わなければならない。

甲又は乙が、期間満了の3か月前までに、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更し
なければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間満了日の翌日より起算して、さらに同一
期間（但し、更新後の期間は年を単位とし、更新前の期間に年を超えた月数又は日数があるとき
は、これを切り捨てる。）、同一条件で、契約を更新したものとみなし、以後もこの例による。

２２条　甲又は乙は、本契約に定める義務の履行に関して、その履行義務を果たさない場合には、
その相手方は相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に当該義務が履行されないときは、本
契約を解除することができる。
甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当する場合、その相手方は、何らの通知催告をせずに本契
約を解除することができる。

　本契約に係る重要な事項について事実を告げず、もしくは不実のことを告げる行為並び
に関係法令に照らして著しく不当な行為をした場合

　頭書（１）記載の物件について、競売・差押・仮差押等の申立て、所有権が第三者に移
転した場合

　前項②の規定に基づいて甲が加入する保険の種類及び補償額等は、甲と乙との協議により決定す
るものとする。
甲が第１項の義務を履行しないまま、本物件に損害が生じた場合、乙は、義務を履行していれば
回避できたであろう損害について、一切の責任を負わないものとする。
甲及び乙は、天災、その他不可抗力によってその相手方が被った損害について、一切の責任を負
わないものとする。

２０条　甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

　前項の規定において万一それらに反する事実・行為が判明した場合、その相手方は、何らの通知
催告も要せずして、本契約を解除できるものとし、それにより原因者に損害が生じても一切の責任
を負わないものとする。

２１条　本契約の期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができる。
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（解約の申入れ）
第

２

３

（契約終了時の処理）
第

（相続）
第

（入居者への対応）
第

２

（修繕、原状回復等における準拠規定）
第

（守秘義務・個人情報保護法等の遵守）
第

２

（定めなき事項及び疑義）
第

（管轄裁判所）
第

（特約条項）
第

２３条　甲又は乙は、契約始期以降、相手方に対して頭書（１１）に記載する予告期間をもって解
約の申入れを行うことによって本契約を終了することができる。

２７条　本物件における入居中及び明渡し時の修繕と原状回復に伴う費用負担については、国土交
通省版『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』等に準拠する。

２８条　乙は、管理業務を執行する上で知り得た秘密事項を正当な理由なく漏らし、又は盗用して
はならない。
甲及び乙は、本物件の管理業務を行うに際しては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法
律第５７号）及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平
成２５年法律第２７号）を遵守し、個人情報及び個人番号について適切な対処をすることができる
ように、互いに協力するものとする。

２９条　甲及び乙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた
場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意にもって協議し、解決するものとする。

３０条　本契約から生ずる権利義務について紛争が生じたときは、頭書（１２）に記載する地方
（簡易）裁判所を管轄裁判所とする。

３１条　本契約の特約については、頭書（１４）に記載する通りとする。

甲は、前項の規定にかかわらず、解約予告期間に満たない場合でも3か月分の管理報酬相当額の金
員を乙に支払うことにより随時本契約を終了させることができる。
甲は、契約始期前であっても頭書（１１）に記載のする違約金を支払うことにより本契約を終了
させることができる。

２４条　本契約が終了したときは、乙は甲に対し、本物件に関する書類及び本契約に関して乙が保
管する金員等を引き渡すとともに、賃料等の滞納状況を報告しなければならない。但し、保管金員
に利息は付さないものとする。

２５条　甲に相続が発生した場合であっても、本契約は終了せず、甲の相続人が本契約を承継する
ものとする。

２６条　乙は、本物件について本契約を締結したときは、入居者に対し、遅滞なく、頭書（１０）
の記載に従い、頭書（３）に記載する管理業務の内容・実施方法及び乙の連絡先を記載した書面又
は電磁的方法により通知するものとする。
　本契約が終了したときは、入居者に対し、乙は乙による本物件の管理業務が終了したことを通知
し、甲は新たに本物件の管理を行うことになる者を通知しなければならない。

9



10



   令和XX年　7月　12日
様

（１）管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、説明者等
㊞

㊞

（２）管理業務の対象となる賃貸住宅
名　称

構造等

㎡

㎡

㎡

（３）契約期間に関する事項
から

まで

始　期
5年 か月 日間

終　期

20XX年8月1

20XX年7月31

管理人室 有

付属施設等

 駐車場 無

 自転車置き場 有（本契約の対象に含む）

 物　置 無

公共下水

 電　　　気 電力会社（東京電力㈱　多摩カスタマセンター）

 共聴アンテナ 有(CATV)

エレベーター 無

該当住戸部分  ＜住戸明細表＞に記載の通り

その他の部分  廊下、階段、エントランス

建物設備

 ガ　　　ス 有(都市ガス)

 上　水　道 水道本管より直結

 下　水　道

 延 べ 面 積 ×××.××

 建 築 面 積 ×××.××

 賃貸不動産経営管理士登録番号（2）000001

建
物
概
要
・
所
在
地
等

エスポワールあゆみが丘

所在地
 所在地番 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目4番地

 住居表示 神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

軽量鉄骨造2階建    1棟12戸

面　積

説明者

氏　名 宅建　太郎

住　所 東京都新宿区大久保1-1-4

連絡先 03-4119-9526

資　格

 敷 地 面 積 ×××.××

住　所 東京都新宿区大久保1-1-4

連絡先 03-4119-9526

登録番号 国土交通大臣（１）第000000号

賃貸住宅管理受託契約 重要事項説明書

甲（委託者） 佐久間　栄子

　本書面に記載した賃貸住宅の管理受託契約の内容等について、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
する法律第13条の規定に基づき、次のとおり説明します。

乙
(賃貸住宅管理業者)

商号（名称） 株式会社トナカイ不動産

代表者 柏木　研介

登録年月日    令和XX年　　05月　10日

11



（４）乙が行う管理業務の内容と及び実施方法・管理業務の一部の再委託に関する事項
委託

入居申込書の内容確認と報告 □
入居者の募集 □
賃貸借契約の締結 □

□

□
賃料、共益費（管理費）の代理受領 □
甲から乙への敷金の預託 □
敷金、一時金の代理受領 □
退去者への敷金返還 □

□

□
入退去立ち合い、確認 □
鍵の引渡し □
入居時の注意点の指導、管理規則遵守の指導 □
家賃不払い者への連絡（未収金の督促） □
有害行為に対する措置 □
苦情処理への対応 □
近隣、町内への対応 □
緊急時応急対応 □
鍵の保管 □
建物内共用部（玄関・廊下等）の清掃 1回/月 ■ 株式会社○○○○

屋外の清掃 1回/月 ■ 株式会社△△△△

除草 1回/月 ■ □□□□株式会社

定期建物巡回 1回/月 □
空室時の部屋清掃 □

□
畳・襖・障子の張替え ■ 株式会社○○○○

床・壁等のクリーニング ■ 株式会社△△△△

給湯器等の修理・交換 ■ □□□□株式会社

その他修繕工事の見積りや業者選定・手配 □
更新意思の確認 □
賃貸条件の改定協議 □
更新料の代理受領 □
解約・明渡しに伴う甲・賃借人との調整 □
原状回復の甲及び賃借人との負担額の算定 □
明渡しの確認と鍵の受領 □
明渡しに伴う修繕、工事の対応 ■
敷金の精算、精算書面の作成 □
長期修繕計画の提案 □
テナントリテンションの提案 □
資産管理の提案 □

・ 乙が行う管理業務の中で再委託する業務がある場合、再委託先として明記しています。

（５）甲の事前承諾を要しない乙の立替費用の金額に関する事項
円（税込）以下

・

　１件当たりの金額  金 ×××××

甲は、乙が（４）に記載する管理業務を行う上で立て替えた費用を速やかに乙に償還しなければなりません。この場
合、１件当たりの金額が上記で定めた金額を超えないものについては、あらかじめ甲の承諾を得ているものとしま
す。

 その他

株式会社△△△△

 賃貸借契約更新、

 賃貸借契約終了業務等

 修繕等

 点検・清掃等

 未収金の督促等

 入居者管理、

 家賃等の受領等

 入居者募集等

項 目 実施箇所、内容、頻度等 委託先
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（６）甲が乙に支払う報酬並びにその支払時期及び方法に関する事項
5 %

分を毎月 15 日まで

■

□

（７）管理業務に要する費用（(６)報酬に含まれていない費用）

（８）乙が甲に引き渡す敷金及び家賃等の時期及び方法に関する事項
支払期限 分を毎月 15 日まで

支払方法 □

■

支払期限

支払方法 □

■

（９）財産の分別管理等の状況に関する事項

■

■

□

（１０）管理業務の実施状況の報告に関する事項

・

（１１）責任及び免責に関する事項
・

① 本物件を使用するために必要な修繕工事等

② 本物件に相応な火災保険、施設の賠償責任保険、その他必要とされる保険への加入

③ 各種法令で義務付けられている設備の設置や法定点検等の維持管理
・

・
・

① 乙から、乙が管理業務を行うために必要な情報の提供依頼があった場合

② 甲が本物件を自己のために使用する場合

③ 頭書（２）で表示した本物件の権利関係等の変動が生じた場合

④ その他、甲の関与で本契約の履行に影響を及ぼす事由が生じることを予見又は発見した場合

乙は、乙が善良な管理者の注意をもって管理業務を行ったにもかかわらず生じた諸設備の故障による損害について一
切の責任を負いません。

乙は、乙の責めに帰すことができない事由によって生じた損害について一切の責任を負いません。

甲が重要な事項において、以下①～④いずれかの連絡又は通知を怠ったことによって生じた損害について一切の責任
を負いません。

日管協預り金保証制度（(公財)日本賃貸住宅管理協会）へ加入し、敷金・家賃等預り金の保全

その他（ ）

（４）に記載する乙が行う管理業務の実施状況を定期的に報告することとします。また、甲は必要があると認められ
るときは、乙に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができることとします。

乙は、甲が本物件について以下①～③いずれかの義務を怠った場合、それによって生じた損害について一切の責任を
負いません。

敷金 乙に預託する（保管金員には利息付さない）、その他条件は別途特約事項で定める

甲指定の上記口座（家賃振込口座）に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

乙は、以下の方法（□にチェックのある方）により、乙の財産と、受領した家賃等につき分別管理を行う。

乙の保有財産に係る口座とは別途の家賃等収納・保管専用口座を設け、受領するとともに、帳簿や会計ソフトウェア
等を用いて貸主ごとに分別して管理

①報告の対象期間
②管理業務の実施状況
③管理業務の対象となる賃貸住宅の維持保全状況及び入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
①～③を記載した書面を四半期毎に甲へ報告する。但し、物件の修繕が発生した場合等、特段の事情がある場合は適宜遅滞なく報告する。

三菱ＵＦＪ銀行青葉台支店

 預　金　　： 普通

 口座番号　： 8413961

 口座名義人： 佐久間　栄子

口座番号　：

口座名義人：

家賃

甲指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

管理報酬を差し引いて甲指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

金融機関　：

当月

支払方法 賃借人から受領した家賃等から差し引く

乙指定の口座に振り込む（振込手数料は甲負担とする）

金融機関　：

預　金　　： 　普通　・　当座

報酬金額

支払期限 当月

13



・

① 頭書（１）に記載した住所・連絡先に変更があった場合

② 解散又は破産・特別清算・強制執行・民事再生等の申立てがあった場合

③ その他、本契約の履行に影響を及ぼす事由が生じた場合

・

（１２）入居者への対応に関する事項

（１３）契約の更新又は解除に関する事項
＜契約の更新について＞
・

＜契約の自動更新について＞
・

＜契約の解除について＞
・

・

（１４）契約の解約予告期間と違約金に関する事項
円

・

（１５）添付書類

（１６）特記事項

年　　　月　　　日

㊞

・第７条について、甲は鍵を各住戸につき2個を乙に預託し、1個は賃借人に貸与し、1個は緊急時及び
賃借人の鍵の紛失に対処するため、乙が保管（委託対象の空室の鍵を含む。）することを甲と乙は合意する。

・第１３条の敷金の預託について、甲及び乙は次のとおり合意する。
①敷金の一部を、乙が解約、明渡し業務に付随して行う敷金精算業務のために甲から乙に預託する。
②この場合、乙は、乙が取引する金融機関に預け入れて保管する。但し、保管金員には利息を付さない。
③乙は毎月の収支報告に合わせて、保管残高、保管状況等を報告しなければならない。
④甲は乙に預託した金員の確認及び取引内容についての提示を随時に求めることができる。

　本書面に記載された賃貸住宅に関する管理受託契約の内容等について、賃貸住宅の管理業務等の適
正化に関する法律第13条の規定に基づき説明を受けました。

甲（委託者）

契約始期以降の解約 × か月前の申入れ

上記にかかわらず、甲は、3か月分の管理報酬相当額の金員を乙に支払うことにより随時本契約を終了させることが
できます。

 添付書類 ①住戸明細表

① 本契約に係る重要な事項について事実を告げず、もしくは不実のことを告げる行為並びに関係法令に照らして著
しく不当な行為をした場合

② 解散又は破産・特別清算・強制執行・民事再生等の申立があった場合
③ （２）記載の物件について、競売・差押・仮差押等の申立て、所有権が第三者に移転した場合
④ 甲又は甲の指定する者といずれも1か月連絡が取れない場合
⑤ 甲又は乙が、自ら又は自らの役員が反社会的勢力であると判明した場合

契約始期前の解約 違約金 ×××××××

入居者への周知方法  対面 ・ メール ・ アプリ ・ 郵送 ・ 掲示 ・ その他（ ）

甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができ、更新の際には甲又は乙は、契約期間が満了する日までに、相
手方に対し、文書でその旨を申し出るものとします。

甲又は乙が、期間満了の３か月前までに、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しな
い旨の通知をしなかったときは、期間満了日の翌日より起算して、さらに同一期間（但し、更新後の期間は年を単位
とし、更新前の期間に念を超えた月数又は日数があるときは、これを切り捨てる。）、同一条件で、契約を更新した
ものとみなし、以後もこの例によります。

甲又は乙は、（１１）に記載する事項及びその他契約に定める義務の履行に関して、その履行義務を果たさない場合
には、その相手方は相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除
することができます。

甲又は乙が、以下①～⑤いずれかに該当する場合、その相手方は、通知催告せずに本契約を解除することができま
す。

甲及び乙は、以下①～③いずれかの通知を怠ったことにより生じた損害についてその相手方は一切の責任を負いませ
ん。

甲及び乙は、天災、その他不可抗力によってその相手方が被った損害について一切の責任を負いません。

入居者へ周知する内容
① 乙が行う管理業務の実施内容 ② 乙又は乙の委託先の緊急連絡先

③ 乙による本物件の管理業務の終了通知
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2．管理受託契約を締結した年月日等
契約締結日
契約始期

20XX年7月12日
20XX年8月12 契約終期 20XX年7月31日

賃貸住宅管理受託契約 取引台帳

1．管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名
氏　名
住　所

佐久間　栄子 連絡先 045-209-8004
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-3-2

×××.××㎡ 延べ面積 ×××.××㎡
軽量鉄骨造

その他付属施設等 駐車場・自転車置き場・物　置

3．管理業務の対象となる賃貸住宅
建
物
・
所
在
地
等

名　称

構造等
面　積

所在地

エスポワールあゆみが丘
所在地番
住居表示

敷地面積

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-2-3
神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

×××.××㎡ 建築面積

家賃等の受領等

住戸部分
(部屋番号等)

4．受託した管理業務の内容
項　目 内　容 項　目 内　容

修繕等 畳・襖・障子の張替え

床・壁等のクリーニング

入居申込書の内容確認と報告

入居者の募集

賃貸借契約の締結

賃料、共益費（管理費）の代理受領

甲から乙への敷金の預託

敷金、一時金の代理受領

退去者への敷金返還

入退去立ち合い、確認

鍵の引渡し

入居時の注意点の指導、管理規則遵守の指導

家賃不払い者への連絡（未収金の督促）

苦情処理への対応

鍵の保管

入居者管理、
未収金の督促等

入居者募集等

給湯器等の修理・交換

点検・清掃等 建物内共用部（玄関・廊下等）の清掃 1回/月

屋外の清掃 1回/月

定期建物巡回 1回/月

更新料の代理受領

解約・明渡しに伴う甲・賃借人との調整

原状回復の甲及び賃借人との負担額の算定

その他修繕工事の見積りや業者選定・手配

賃貸借契約更新 更新意思の確認

賃貸借契約終了 賃貸条件の改定協議

6．管理受託契約における特約その他参考となる事項
〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△
〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△
〇〇〇〇××××△△△△　〇〇〇〇××××△△△△

明渡しの確認と鍵の受領

5．報酬の額
報酬金額

報酬に含まれていない
管理業務に要する費用

家賃の5%
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入　居　時　精　算　書

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐藤　大 様

 物件名： エスポワール美しが丘 103

 所在地： 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-4

2 \24,10728 9

3 \75,000

月分2 \0日割り28 日分9

月分3 \0

月分2 \964日割り28 日分9

月分3 \3,000

月分2 \0日割り28 日分9

月分3 \0

賃料の 1 ヶ月分 \75,000

賃料の 2 ヶ月分 \150,000

\0

\0

保　険　料 \19,800

仲　介　料 \41,250

393,084

\393,084

令和00年02月20日

2023年02月20日

お振込の場合は、下記口座名義人宛てにご入金下さい。

家賃起算日：

ご精算金：

月分 日割り 日分

月分

合 計

お支払期限：

円

＜契約時に必要な書類＞

契約者：住民票（３ヶ月以内）、認印

連帯保証人：印鑑証明書（３ヶ月以内）

入居者：住民票（３ヶ月以内）、認印

口座No.

付属施設料 月分2 日割り28 日分9

月分3

\642

\2,000

雑 費 月分2 日割り28 日分9

月分3

\321

\1,000

消 費 税金　　額

三菱東京ＵＦＪ銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

千駄木

9105540

令和00年02月15日

0\料　証　保

ﾞｷﾞﾀﾝｾJFUｳﾖｷｳﾄｼﾞﾋﾂﾐ

賃 料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

礼 金

敷 金

保　証　金

権　利　金

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

非課税

非課税

非課税

10％

非課税

10％

非課税

非課税

税率10％対象合計 (うち消費税) \61,050 (\5,550)
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入　居　時　精　算　書　（家主様用）

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐久間　栄子 様

 物件名： エスポワール美しが丘 103

 所在地： 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-4

2 \24,10728 9

3 \75,000

月分2 \0日割り28 日分9

月分3 \0

月分2 \964日割り28 日分9

月分3 \3,000

月分2 \0日割り28 日分9

月分3 \0

賃料の 1 ヶ月分 \75,000

賃料の 2 ヶ月分 \150,000

\0

\0

\332,034

290,784

\290,784

令和00年02月20日家賃起算日：

ご精算金：

月分 日割り 日分

月分

合 計　①　－　②

円

付属施設料 月分2 日割り28 日分9

月分3

\642

\2,000

雑 費 月分2 日割り28 日分9

月分3

\321

\1,000

仲介手数料 \41,250

消 費 税金　　額

\41,250小　　計　　②

小　　計　　①　

 契約者名： 佐藤　大　様

令和00年02月15日

賃 料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

礼 金

敷 金

保　証　金

権　利　金

10％

税率10％対象合計 (うち消費税) \41,250 (\3,750)

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税
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契　約　金　明　細　書

株式会社ダンゴ不動産　三鷹支店

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀1-25-11

TEL:0422-45-7517 FAX:0422-47-7925

 阿部　貴和 様

 物件名： ドワーフ　ハイツ駐車場 No.07

 所在地： 東京都清瀬市中清戸1-610

¥11,00012 \12,100 ¥1,10031 31

1 ¥11,000 ¥1,100\12,100

賃料の 1 ヶ月分 ¥11,000 ¥1,100\12,100

賃料の 0\分月ヶ

\11,000

¥0 ¥0\0

仲　介　料

47,740

\47,740

令和00年12月01日

お振込の場合は、下記口座名義人宛てにご入金下さい。

家賃起算日：

ご精算金：

月分 日割り 日分

月分

¥0

¥11,000

合 計

お支払期限：

円

＜契約時に必要な書類＞

契約者：住民票（３ヶ月以内）、認印

連帯保証人：印鑑証明書（３ヶ月以内）

入居者：住民票（３ヶ月以内）、認印

口座No.

雑 費 月分12 日割り31 日分31

月分1

¥200\220 ¥20

¥200 ¥20\220

本　　体 消 費 税総　　額

三菱東京ＵＦＪ銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

千駄木

9105540

令和00年11月24日

ﾞｷﾞﾀﾝｾJFUｳﾖｷｳﾄｼﾞﾋﾂﾐ

賃 料

礼 金

敷 金

保　証　金

権　利　金

保　証　料
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 領　収　証

株式会社ダンゴ不動産　三鷹支店

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀1-25-11

TEL:0422-45-7517 FAX:0422-47-7925

 佐藤　大 様

エスポワールあゆみが丘 103

 令和　　年　　月　　日

223,284

上記金額正に領収いたしました。

金　額 円

但し

収

入

印

紙

内　訳

\0

\3,964

\0

付属施設料 \2,642

雑 費 \1,321

\75,000

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

摘　要 総　額 うち消費税

仲　介　料 \41,250 \3,750

\99,107 \0 等の精算金として

2

 領　収　証　（控）

株式会社ダンゴ不動産　三鷹支店

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀1-25-11

TEL:0422-45-7517 FAX:0422-47-7925

 佐藤　大 様

エスポワールあゆみが丘 103

001-04-103

 令和　　年　　月　　日

223,284

上記金額正に領収いたしました。

金　額 円

但し

内　訳

等の精算金として

部屋管理No

月分 28日割り 9 3月分

2月分 28日割り 9 3月分

\0

\3,964

\0

付属施設料 \2,642

雑 費 \1,321

礼 金 \75,000

権　利　金 \0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

摘　要 総　額 うち消費税

仲　介　料 \41,250 \3,750

\99,107 \0

日分,

日分,

賃 料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

賃 料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

扱 者 印

礼 金

権　利　金

37



令和00年06月15日

令和00年07月01日 令和00年07月31日
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敷 金 預 り 証

 佐藤　大 様

150,000 円
収

入

印

紙

令和00年03月24日

【敷金預り証兼敷金返還受領書】

借　主

敷 金 返 還 受 領 書

 佐久間　栄子 様

150,000 円

令和　　年　　月　　日

貸　主

借　主

住　所

氏　名

但し、敷金として契約期間中お預りいたします。

契約後、賃貸借物件の汚損・破損については実費を申し受けます。

上記金額正に受領いたしました。

貸　主
住　所

氏　名

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-3-2

佐久間　栄子 印

代理人
住　所

氏　名

東京都三鷹市上連雀1-25-11

株式会社ダンゴ不動産　三鷹支店 印

エスポワールあゆみが丘 103

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

物件名

所在地

印

金　額

金　額
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【鍵預り証】

貸主 佐久間　栄子 様

物件名 エスポワールあゆみが丘 103

所在地 神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

【確認事項】

入居時鍵交換有無

入居時鍵交換借主負担にて

退去時鍵紛失の場合、借主負担にて鍵交換

有り

借主負担

借主負担

１

２

３

４

５

６

７

８

本物件の鍵を上記の通り確かにお預りいたしました。

借主

令和　　年　　月　　日

印

鍵の種類 個数 鍵Ｎｏ．
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1.

2.

3.

4.

5.

　インボイスの必要事項の一つである取引年月日は、継続取引である賃貸借契約の各種書面に記
載することが困難なため、取引年月日を証明できる「通帳や銀行が発行した振込金受取書」を契
約書等とともに保管することで仕入税額控除の要件を満たすことができます。そのため、前述の
各種書類と本書面を保管いただけますようお願い申し上げます。

株式会社ダンゴ不動産　（担当：）

管理会社 株式会社ダンゴ不動産

記

対象物件

適格請求書発行事業者登録番号

賃料

その他

お問合せ先（管理会社）

（消費税別・消費税率 10%）

合計額（税込）：

賃貸人：

（消費税別・消費税率 10%）
（消費税別・消費税率 10%）

月額
月額
月額

¥0
¥0
¥0

¥10,000
¥5,000

所在地： 東京都文京区千石1-1-8　千石ダンゴビル 15F・16F
連絡先： 03-4004-2521

以　上

名　称：

名　称： 小平セント・バーナードビル
所在地： 東京都小平市たかの台3-5-14

賃　　　料 月額 ¥150,000
管　理　費
共　益　費
駐　車　料
看　板　代
ゴミ収集代

¥181,500

月額
月額

T7-4942-5496-4699

年　　月　　日
賃借人

賃貸人 名塚　秀二

適格請求書発行事業者登録番号等に関するお知らせ

名塚　秀二

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(通称：インボイス制度)」が開始しました。制度開
始により、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
　この度、適格請求書発行事業者の登録が完了しましたので、下記のとおり、適格請求書（通称：インボ
イス）として必要な項目を通知申し上げます。賃貸借契約書とともに、本書面を保存いただけますようお
願い申し上げます。

敬具

登録番号：

白石司法書士事務所 様
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令
和
0
0
年
0
2
月
0
1
日

令
和
0
0
年
0
1
月
3
1
日
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２
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す
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約
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と
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。
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又
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又
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。
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、
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。
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は

、
階

段
、

廊
下

等
の

共
用

部
分

の
維

持
管

理
に

必
要

な
光

熱
費

、
上

下
水

道
使

用
料

、
清

掃
費

等
（
以

下
「
維

持
管

理
費

」

　
と

い
う

。
）
に

充
て

る
た

め
、

管
理

費
、

共
益

費
等

を
頭

書
（
２

）
の

記
載

に
従

い
甲

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

２
　

甲
及

び
乙

は
、

維
持

管
理

費
の

増
減

に
よ

り
管

理
費

、
共

益
費

等
が

不
相

当
と

な
っ

た
と

き
は

、
協

議
の

上
、

管
理

費
、

共
益

費
を

改

　
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
　

１
ヵ

月
に

満
た

な
い

期
間

の
管

理
費

、
共

益
費

等
は

、
１

ヵ
月

を
実

日
数

に
応

じ
て

日
割

り
計

算
し

た
額

と
す

る
。

４
　

乙
は

、
本

契
約

と
同

時
に

火
災

等
保

険
に

加
入

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（
消

費
税

）

第
５

条
　

乙
は

、
法

令
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
従

い
、

賃
料

、
管

理
・
共

益
費

等
に

つ
い

て
消

費
税

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
尚

、
契

　
約

期
間

中
に

消
費

税
率

の
変

動
が

あ
っ

た
場

合
、

乙
は

、
変

動
の

あ
っ

た
日

よ
り

当
然

に
新

消
費

税
率

が
適

用
さ

れ
、

以
後

の
賃

料
、

管

　
理

・
共

益
費

等
の

支
払

い
に

つ
い

て
新

消
費

税
率

で
計

算
さ

れ
た

消
費

税
を

支
払

う
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
承

認
す

る
。

　
（
負

担
の

帰
属

）

第
６

条
　

甲
は

、
本

物
件

に
係

る
公

租
公

課
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

乙
は

、
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
そ

の
他

専
用

設
備

に
係

る
使

用
料

金
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（
敷

金
・
保

証
金

）

第
７

条
　

乙
は

、
本

契
約

か
ら

生
じ

る
債

務
の

担
保

と
し

て
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

敷
金

・
保

証
金

を
甲

に
預

け
入

れ
る

も
の

と
す

る
。

　
但

し
、

敷
金

・
保

証
金

に
は

利
息

は
つ

け
な

い
。

２
　

甲
は

、
乙

が
本

契
約

か
ら

生
じ

る
債

務
を

履
行

し
な

い
と

き
は

、
敷

金
を

そ
の

債
務

の
弁

済
に

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

乙
は

、
本

物
件

を
明

け
渡

す
ま

で
の

間
、

敷
金

・
保

証
金

を
も

っ
て

賃
料

、
管

理
費

、
共

益
費

等
そ

の
他

の
債

務
と

相
殺

を
す

る
こ

と

　
が

で
き

な
い

。

４
　

賃
料

が
増

額
さ

れ
た

場
合

、
乙

は
、

敷
金

を
補

填
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
補

填
す

る
敷

金
は

、
新

賃
料

額
を

基
準

に
し

た
、

頭
書

（

　
２

）
の

敷
金

欄
に

記
載

す
る

月
数

分
相

当
額

と
旧

賃
料

額
に

よ
る

同
月

数
相

当
額

の
差

額
と

す
る

。

５
　

保
証

金
の

償
却

方
法

並
び

に
償

却
率

に
つ

い
て

は
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

の
と

お
り

と
す

る
。

保
証

金
が

償
却

さ
れ

た
場

合
に

は
、

償

　
却

時
か

ら
1
0
日

以
内

に
償

却
分

を
補

填
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
　

甲
は

、
本

物
件

の
明

渡
し

が
あ

っ
た

と
き

は
、

賃
料

の
滞

納
そ

の
他

の
本

契
約

か
ら

生
じ

る
乙

の
債

務
の

不
履

行
が

存
在

す
る

場
合

に

　
は

当
該

債
務

の
差

引
い

た
そ

の
残

額
を

、
頭

書
（
２

）
に

記
載

す
る

時
期

に
、

無
利

息
で

、
乙

に
返

還
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

７
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

乙
の

債
務

額
を

差
引

く
と

き
は

、
甲

は
、

敷
金

・
保

証
金

の
返

還
と

あ
わ

せ
て

債
務

の
額

の
内

訳
を

明
示

し
な

け

　
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（
礼

金
・
権

利
金

）

第
８

条
　

乙
は

、
本

契
約

締
結

と
同

時
に

、
頭

書
（
２

）
に

記
載

す
る

礼
金

・
権

利
金

を
甲

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

但
し

、
乙

は
、

本
契

　
約

締
結

後
は

、
甲

に
対

し
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

礼
金

・
権

利
金

の
返

還
を

求
め

る
こ

と
は

出
来

な
い

。

　
（
反

社
会

的
勢

力
で

は
な

い
こ

と
の

確
約

）

第
９

条
　

甲
及

び
乙

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
相

手
方

に
対

し
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
確

約
す

る
。

　
一

　
自

ら
が

、
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（
平

成
３

年
法

律
第

7
7
号

）
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

　
　

団
、

暴
力

団
関

係
企

業
、

総
会

屋
若

し
く

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
又

は
そ

の
構

成
員

（
以

下
総

称
し

て
「
反

社
会

的
勢

力
」
と

い
う

）

　
　

で
は

な
い

こ
と

。

　
二

　
甲

又
は

乙
が

法
人

の
場

合
、

自
ら

の
役

員
（
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

う
）
が

反

　
　

社
会

的
勢

力
で

は
な

い
こ

と
。

　
三

　
反

社
会

的
勢

力
に

自
己

の
名

義
を

利
用

さ
せ

、
こ

の
契

約
を

締
結

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

。

　
四

　
自

ら
又

は
第

三
者

を
利

用
し

て
、

次
の

行
為

を
し

な
い

こ
と

。

ア
相

手
方

に
対

す
る

脅
迫

的
な

言
動

又
は

暴
力

を
用

い
る

行
為

。

イ
偽

計
又

は
威

力
を

用
い

て
相

手
方

の
業

務
を

妨
害

し
、

又
は

信
用

を
毀

損
す

る
行

為
。

　
（
禁

止
又

は
制

限
さ

れ
る

行
為

）

第
1
0
条

　
乙

は
、

甲
の

書
面

に
よ

る
承

諾
を

得
る

こ
と

な
く

、
本

物
件

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
き

、
賃

借
権

を
譲

渡
し

、
又

は
転

貸
し

て
は

　
な

ら
な

い
。

２
　

乙
は

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾

を
得

る
こ

と
な

く
、

本
物

件
の

増
築

、
改

築
、

移
転

、
改

造
若

し
く

は
模

様
替

又
は

本
物

件
の

敷
地

内

　
に

お
け

る
工

作
物

の
設

置
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

３
　

乙
は

敷
金

又
は

保
証

金
返

還
請

求
権

を
第

三
者

に
譲

渡
し

、
又

は
こ

れ
を

担
保

の
用

に
供

し
て

は
な

ら
な

い
。

４
　

乙
は

、
本

物
件

の
使

用
に

あ
た

り
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
一

　
鉄

砲
、

刀
剣

類
又

は
爆

発
性

、
発

火
性

を
有

す
る

危
険

な
物

品
等

を
製

造
又

は
保

管
す

る
こ

と
。

　
二

　
大

型
の

金
庫

そ
の

他
の

重
量

の
大

き
な

物
品

等
を

搬
入

し
又

は
備

え
付

け
る

こ
と

。

　
三

　
騒

音
等

の
迷

惑
行

為
を

行
う

こ
と

。

　
四

　
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

本
物

件
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

き
、

反
社

会
的

勢
力

に
賃

借
権

を
譲

渡
し

、
又

は
転

貸
す

る
こ

と
。

　
五

　
本

物
件

を
反

社
会

的
勢

力
の

事
務

所
そ

の
他

の
活

動
の

拠
点

に
供

す
る

こ
と

。

　
六

　
本

物
件

又
は

本
物

件
の

周
辺

に
お

い
て

、
著

し
く

粗
野

若
し

く
は

乱
暴

な
言

動
を

行
い

、
又

は
威

勢
を

示
す

こ
と

に
よ

り
、

付
近

の

　
　

住
民

又
は

通
行

人
に

不
安

を
覚

え
さ

せ
る

こ
と

。

　
七

　
本

物
件

に
反

社
会

的
勢

力
を

居
住

さ
せ

、
又

は
反

復
継

続
し

て
反

社
会

的
勢

力
を

出
入

さ
せ

る
こ

と
。

５
　

乙
は

、
本

物
件

又
は

建
物

の
共

用
部

分
の

使
用

に
あ

た
り

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾

を
得

る
こ

と
な

く
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

行
為

を

　
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
一

　
階

段
・
廊

下
等

共
用

部
分

へ
の

物
品

の
設

置
。

　
二

　
階

段
・
廊

下
等

共
用

部
分

へ
の

看
板

・
ポ

ス
タ

ー
等

の
広

告
物

の
掲

示
。

（
乙

の
管

理
義

務
）

第
1
1
条

　
乙

は
、

本
物

件
を

善
良

な
る

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

使
用

す
る

義
務

を
負

う
。

２
　

乙
は

、
特

に
本

物
件

の
火

災
発

生
防

止
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

乙
は

、
管

理
規

約
・
使

用
細

則
等

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

甲
が

本
物

件
管

理
上

必
要

な
事

項
を

乙
に

通
知

し
た

場
合

そ
の

事
項

を
遵

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
　

契
約

締
結

と
同

時
に

甲
は

、
乙

宛
入

居
に

必
要

な
頭

書
（
３

）
に

記
載

す
る

鍵
を

貸
与

す
る

。
乙

は
、

こ
れ

ら
の

鍵
を

善
良

な
る

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

保
管

か
つ

使
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

万
一

紛
失

又
は

破
損

し
た

と
き

は
、

乙
は

、
直

ち
に

甲
に

連
絡

の
う

え
、

甲
が

新
た

に
設

置
し

た
鍵

の
交

付
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
新

た
な

鍵
の

設
置

費
用

は
乙

の
負

担
と

す
る

。

５
　

乙
は

、
鍵

の
追

加
設

置
、

交
換

、
複

製
を

甲
の

承
諾

な
く

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

（
修

繕
費

の
負

担
部

分
）

第
1
2
条

　
甲

は
、

乙
が

本
物

件
を

使
用

す
る

た
め

に
必

要
な

修
繕

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

の
修

繕
に

要
す

る
費

用
は

、
乙

の
責

め
に

帰
す

べ
き

事
由

に
よ

り
必

要
と

な
っ

た
修

繕
に

つ
い

て
は

、
乙

が
負

担
し

、
そ

の
他

の
修

繕
に

つ
い

て
は

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
甲

が
修

繕
を

行
う

場
合

は
、

甲
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
そ

の
旨

を
乙

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合

に
、

乙
は

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
当

該
修

繕
の

実
施

を
拒

否
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

３
　

乙
は

、
本

物
件

内
に

破
損

箇
所

が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
に

そ
の

旨
を

速
や

か
に

通
知

し
修

繕
の

必
要

に
つ

い
て

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

そ
の

通
知

が
遅

れ
て

甲
に

損
害

が
生

じ
た

と
き

は
、

乙
は

、
こ

れ
を

賠
償

す
る

。

４
　

前
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
行

わ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、

修
繕

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
甲

が
正

当
な

理
由

な
く

修

繕
を

実
施

し
な

い
と

き
は

、
乙

は
自

ら
修

繕
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
の

修
繕

に
要

す
る

費
用

は
、

第
１

項
に

準
ず

る
も

の
と

す
る

。

（
内

装
造

作
諸

設
備

工
事

）

第
1
3
条

　
本

契
約

後
乙

に
お

い
て

本
物

件
に

看
板

を
設

置
し

、
そ

の
他

の
掲

示
を

な
す

場
合

、
あ

る
い

は
本

物
件

内
の

内
装

造
作

又
は

、
付

属
物

件
の

新
設

・
撤

去
等

、
全

て
原

状
を

変
更

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
乙

は
計

画
書

面
に

よ
る

提
出

を
も

っ
て

甲
の

承
諾

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
工

事
に

つ
い

て
は

、
甲

・
乙

協
議

の
上

、
施

工
業

者
を

選
定

し
、

こ
れ

を
行

う
も

の
と

し
、

そ
の

費
用

は
乙

が
一

切
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
乙

は
、

こ
れ

ら
に

関
し

必
要

費
・
有

益
費

そ
の

他
費

用
の

償
還

を
甲

に
請

求
し

な
い

。

２
　

乙
が

甲
の

承
諾

を
得

て
施

し
た

建
具

・
そ

の
他

造
作

・
模

様
替

え
等

は
本

契
約

の
終

了
の

場
合

に
お

い
て

は
、

買
取

請
求

権
は

こ
れ

を

放
棄

す
る

こ
と

を
承

認
し

直
ち

に
当

該
物

件
の

撤
収

を
な

し
、

原
状

回
復

の
義

務
を

負
う

も
の

と
す

る
。

３
　

乙
が

甲
の

承
認

を
得

ず
し

て
、

第
１

項
の

掲
示

や
原

状
変

更
の

行
為

を
な

し
た

場
合

に
は

こ
の

為
に

生
じ

た
障

害
の

損
害

賠
償

は
勿

論
、

直
ち

に
原

状
回

復
の

義
務

を
負

う
。

（
契

約
の

解
除

）

第
1
4
条

　
甲

は
、

乙
が

次
の

各
号

の
一

に
該

当
し

た
場

合
に

お
い

て
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
甲

が
相

当
の

期
間

を
定

め
て

当
該

義
務

の
履

行
を

催
告

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

期
間

内
に

当
該

義
務

が
履

行
さ

れ
な

い
こ

と
を

要
す

る
。

一
　

乙
が

賃
料

又
は

共
益

費
の

支
払

い
を

２
ヵ

月
以

上
怠

っ
た

と
き

。

二
　

乙
の

故
意

又
は

過
失

に
よ

り
必

要
と

な
っ

た
修

繕
に

要
す

る
費

用
の

負
担

を
怠

っ
た

と
き

。
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第
2
1
条

　
乙

又
は

丙
は

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
っ

て
甲

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
一

　
長

期
に

休
業

す
る

と
き

。

　
二

　
丙

の
住

所
・
氏

名
・
緊

急
の

連
絡

先
・
そ

の
他

の
変

更
。

　
三

　
丙

の
死

亡
又

は
解

散
。

　
（
損

害
賠

償
等

）

第
2
2
条

　
乙

が
明

渡
し

を
遅

延
し

た
と

き
は

、
乙

は
、

甲
に

対
し

て
、

賃
貸

借
契

約
が

解
除

さ
れ

た
日

又
は

、
消

滅
し

た
日

の
翌

日
か

ら
明

　
渡

し
完

了
の

日
ま

で
の

間
の

賃
料

の
倍

額
に

相
当

す
る

損
害

金
を

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

乙
又

は
そ

の
同

居
人

・
関

係
者

の
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

、
本

物
件

又
は

本
物

件
の

属
す

る
建

物
に

破
損

・
汚

損
・
故

障
そ

の
他

の
損

　
害

を
生

じ
さ

せ
た

と
き

は
、

乙
は

、
遅

滞
な

く
そ

の
旨

を
甲

及
び

関
係

者
に

連
絡

し
、

一
切

の
損

害
を

賠
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

乙
と

他
の

居
住

者
そ

の
他

の
第

三
者

と
の

間
で

生
じ

た
損

害
賠

償
問

題
等

に
つ

い
て

は
、

理
由

の
如

何
を

問
わ

ず
そ

の
当

事
者

間
で

問

　
題

を
解

決
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
こ

れ
に

関
与

し
な

い
も

の
と

す
る

。

４
　

甲
は

、
そ

の
責

に
よ

ら
な

い
火

災
、

盗
難

等
乙

の
損

害
若

し
く

は
本

物
件

の
居

住
を

不
可

能
に

す
る

よ
う

な
非

常
事

態
の

発
生

に
よ

る

乙
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

責
任

を
負

わ
な

い
。

（
延

滞
損

害
金

）

第
2
3
条

　
乙

は
、

本
契

約
よ

り
生

じ
る

金
銭

債
務

の
支

払
い

を
遅

滞
し

た
と

き
は

、
年

（
3
6
5
日

あ
た

り
）
1
4
.6

％
の

割
合

に
よ

る
延

滞
損

害

金
を

支
払

う
も

の
と

す
る

。

（
立

退
料

等
の

請
求

禁
止

）

第
2
4
条

　
本

契
約

が
解

除
又

は
合

意
に

よ
っ

て
終

了
し

た
場

合
に

は
、

乙
は

甲
に

対
し

て
移

転
料

・
立

退
料

・
損

害
賠

償
そ

の
他

何
等

の
名

目
の

如
何

を
問

わ
ず

、
一

切
の

請
求

を
し

な
い

も
の

と
す

る
。

（
連

帯
保

証
人

）

第
2
5
条

　
丙

は
、

乙
と

連
帯

し
て

、
合

意
更

新
・
法

定
更

新
に

か
か

わ
ら

ず
本

契
約

が
存

続
す

る
限

り
、

本
契

約
か

ら
生

じ
る

乙
の

一
切

の

債
務

を
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

２
　

前
項

の
丙

の
負

担
は

、
記

名
押

印
欄

に
記

載
す

る
極

度
額

を
限

度
と

す
る

。

３
　

丙
は

、
本

契
約

書
に

実
印

を
押

捺
す

る
と

と
も

に
、

丙
の

引
受

を
証

す
る

実
印

を
確

認
す

る
た

め
、

印
鑑

証
明

書
を

添
付

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

４
　

丙
が

負
担

す
る

債
務

の
元

本
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

に
、

確
定

す
る

も
の

と
す

る
。

一
　

甲
が

丙
の

財
産

に
つ

い
て

、
賃

料
そ

の
他

の
本

契
約

に
よ

り
生

じ
る

乙
の

金
銭

の
支

払
を

目
的

と
す

る
債

権
に

つ
い

て
の

強
制

執
行

　
　

又
は

担
保

権
の

実
行

を
申

し
立

て
た

と
き

。
た

だ
し

強
制

執
行

又
は

担
保

権
の

実
行

の
手

続
の

開
始

が
あ

っ
た

と
き

に
限

る
。

　
二

　
丙

が
、

破
産

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

た
と

き
。

　
三

　
乙

又
は

丙
が

、
死

亡
し

た
と

き
。

５
　

前
項

に
規

定
す

る
場

合
、

又
は

丙
が

、
連

帯
保

証
人

と
し

て
要

求
さ

れ
る

能
力

又
は

資
力

を
失

っ
た

場
合

は
、

第
2
1
条

の
規

定
に

基
づ

　
き

乙
は

直
ち

に
そ

の
旨

を
甲

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

甲
の

承
諾

す
る

新
た

な
連

帯
保

証
人

に
保

証
委

託
す

る
も

の
と

す
る

。

６
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

新
た

に
甲

と
の

間
で

連
帯

保
証

契
約

を
締

結
し

た
連

帯
保

証
人

は
、

第
１

項
に

定
め

る
義

務
を

負
う

も
の

と

　
す

る
。

７
　

丙
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

甲
は

、
丙

に
対

し
、

遅
滞

な
く

、
賃

料
及

び
共

益
費

等
の

支
払

状
況

や
滞

納
金

の
額

、
損

害
賠

償
の

額

　
等

、
乙

の
全

て
の

債
務

の
額

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（
免

責
）

第
2
6
条

　
地

震
、

火
災

、
風

水
害

等
の

災
害

、
盗

難
等

そ
の

他
不

可
抗

力
と

認
め

ら
れ

る
事

故
、

又
は

、
甲

若
し

く
は

乙
の

責
に

よ
ら

な
い

　
電

気
、

ガ
ス

、
給

排
水

等
の

設
備

の
故

障
に

よ
っ

て
生

じ
た

甲
又

は
乙

の
損

害
に

つ
い

て
、

甲
又

は
乙

は
互

い
に

そ
の

責
を

負
わ

な
い

も

　
の

と
す

る
。

　
（
協

議
）

第
2
7
条

　
甲

及
び

乙
は

、
本

契
約

書
に

定
め

が
な

い
事

項
及

び
本

契
約

書
の

条
項

の
解

釈
に

つ
い

て
疑

義
が

生
じ

た
場

合
は

民
法

そ
の

他
の

　
法

令
及

び
慣

行
に

従
い

、
誠

意
を

も
っ

て
協

議
し

、
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

　
（
合

意
管

轄
裁

判
所

）

第
2
8
条

　
本

契
約

に
起

因
す

る
紛

争
に

関
し

、
訴

訟
を

提
起

す
る

必
要

が
生

じ
た

と
き

は
、

本
物

件
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

地
方

（
簡

易
）

　
裁

判
所

を
第

一
審

管
轄

裁
判

所
と

す
る

。

　
（
公

正
証

書
の

作
成

）
　

第
2
9
条

　
乙

及
び

丙
は

、
甲

の
請

求
が

あ
る

場
合

に
は

、
本

契
約

及
び

こ
の

約
款

と
同

趣
旨

の
内

容
の

強
制

執
行

許
諾

文
言

付
公

正
証

書
を

　
作

成
す

る
こ

と
に

同
意

す
る

。

　
（
更

新
に

関
す

る
事

項
及

び
特

約
事

項
）

第
3
0
条

　
更

新
に

関
す

る
事

項
及

び
特

約
事

項
に

つ
い

て
は

、
頭

書
（
４

）
に

記
載

す
る

と
お

り
と

す
る

。

２
　

甲
は

、
乙

が
次

の
各

号
の

一
に

該
当

し
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
義

務
違

反
に

よ
り

本
契

約
を

継
続

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め

　
ら

れ
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
一

　
本

物
件

を
頭

書
（
２

）
記

載
の

使
用

目
的

以
外

の
用

に
供

し
た

と
き

。

　
二

　
第

1
0
条

（
第

４
項

の
第

四
号

か
ら

第
七

号
を

除
く

。
）
の

い
ず

れ
か

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。

　
三

　
入

居
時

に
、

乙
又

は
連

帯
保

証
人

に
つ

い
て

告
げ

た
事

実
に

重
大

な
虚

偽
が

あ
っ

た
こ

と
が

判
明

し
た

と
き

。

　
四

　
銀

行
取

引
停

止
処

分
を

受
け

、
又

は
破

産
手

続
き

、
民

事
再

生
手

続
き

、
特

別
清

算
手

続
き

、
会

社
更

生
手

続
き

の
申

立
が

あ
っ

た

　
　

と
き

、
あ

る
い

は
著

し
い

信
用

不
安

を
生

じ
た

と
き

。

　
五

　
そ

の
他

乙
が

本
契

約
の

各
条

項
に

違
反

し
た

と
き

。

３
　

甲
又

は
乙

の
一

方
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

の
一

に
該

当
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

相
手

方
は

、
何

ら
催

告
も

要
せ

ず
し

て
、

本
契

約
を

解

　
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
一

　
第

９
条

の
確

約
に

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

と
き

。

　
二

　
契

約
締

結
後

に
自

ら
又

は
役

員
が

反
社

会
的

勢
力

に
該

当
し

た
と

き
。

４
　

甲
は

、
乙

が
第

1
0
条

第
４

項
第

四
号

か
ら

第
七

号
に

掲
げ

る
行

為
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

何
ら

催
告

も
要

せ
ず

し
て

、
本

契
約

を
解

除

　
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
乙

か
ら

の
解

約
）

第
1
5
条

　
乙

は
、

甲
に

対
し

て
解

約
の

申
入

れ
を

し
た

場
合

に
は

、
頭

書
（
２

）
記

載
の

と
お

り
本

契
約

を
解

約
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

乙
は

、
頭

書
（
２

）
に

掲
げ

る
解

約
の

申
入

れ
の

日
か

ら
解

約
の

効
力

の
発

生
す

る
日

ま
で

の
賃

料
相

当
額

を
甲

に
支

払
う

こ
と

に
よ

り
、

即
時

に
本

契
約

を
解

約
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
一

部
滅

失
等

に
よ

る
賃

料
の

減
額

等
）

第
1
6
条

　
本

物
件

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

れ
が

乙
の

責
め

に
帰

す
べ

き
事

由
に

よ
ら

な
い

と
き

は
賃

料
は

、
そ

の
使

用
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
甲

及
び

乙
は

賃
料

減
額

の
程

度
、

期
間

、
賃

料
の

減
額

に
代

替
す

る
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

２
　

本
物

件
の

一
部

が
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

残
存

す
る

部
分

の
み

で
は

乙
が

賃
借

し
た

目

的
を

達
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

乙
は

、
本

契
約

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
契

約
の

終
了

）

第
1
7
条

　
本

契
約

は
、

本
物

件
の

全
部

が
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

に
よ

っ
て

終
了

す
る

。

（
明

渡
し

及
び

明
渡

し
時

の
修

繕
）

第
1
8
条

　
乙

は
、

本
物

件
の

明
渡

し
を

す
る

と
き

に
は

、
明

渡
し

日
を

そ
の

3
0
日

前
ま

で
に

甲
に

通
知

し
、

立
会

日
を

協
議

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

乙
は

、
第

1
4
条

の
規

定
に

基
づ

き
本

契
約

が
解

除
さ

れ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

直
ち

に
本

物
件

を
明

け
渡

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

乙
は

、
明

渡
し

の
際

、
貸

与
を

受
け

た
頭

書
（
３

）
に

記
載

す
る

鍵
（
複

製
し

た
鍵

が
あ

れ
ば

複
製

全
部

を
含

む
。

）
を

甲
に

返
還

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
　

本
契

約
終

了
時

に
本

物
件

内
に

残
置

さ
れ

た
乙

の
所

有
物

が
あ

り
、

本
物

件
を

維
持

管
理

す
る

た
め

に
、

緊
急

や
む

を
得

な
い

事
情

が

あ
る

時
は

、
乙

が
そ

の
時

点
で

こ
れ

を
放

棄
し

た
も

の
と

み
な

し
、

甲
は

こ
れ

を
必

要
な

範
囲

で
任

意
に

処
分

し
、

そ
の

処
分

に
要

し
た

費
用

を
乙

に
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

５
　

本
物

件
の

明
渡

し
時

に
お

い
て

、
乙

は
、

本
物

件
内

に
乙

が
設

置
し

た
造

作
・
設

備
等

を
撤

去
し

、
本

物
件

の
変

更
箇

所
及

び
本

物
件

に
生

じ
た

汚
損

、
損

傷
箇

所
（
通

常
の

使
用

及
び

収
益

に
よ

っ
て

生
じ

た
本

物
件

の
損

耗
並

び
に

本
物

件
の

経
年

変
化

を
除

く
。

）
を

全

て
修

復
し

て
、

本
物

件
の

引
渡

し
当

初
の

原
状

に
復

せ
し

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

乙
の

責
め

に
帰

す
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

に
よ

り
生

じ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

原
状

回
復

を
要

し
な

い
。

６
　

甲
及

び
乙

は
、

前
項

に
基

づ
い

て
乙

が
行

う
原

状
回

復
の

内
容

及
び

方
法

に
つ

い
て

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

（
立

入
り

）

第
1
9
条

　
甲

又
は

甲
の

指
定

す
る

者
は

、
本

物
件

の
防

火
、

本
物

件
の

構
造

の
保

全
そ

の
他

の
本

物
件

の
管

理
上

特
に

必
要

が
あ

る
と

き
は

、

あ
ら

か
じ

め
乙

の
承

諾
を

得
て

、
本

物
件

に
立

ち
入

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　

乙
は

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
前

項
の

規
定

に
基

づ
く

甲
又

は
甲

の
指

定
す

る
者

の
立

入
り

を
拒

否
す

る
こ

と
は

で
き

な

い
。

３
　

本
契

約
終

了
後

に
お

い
て

本
物

件
を

賃
借

し
よ

う
と

す
る

者
又

は
本

物
件

を
譲

り
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

本
物

件
の

確
認

を
す

る
と

き

は
、

甲
及

び
本

物
件

の
確

認
を

す
る

者
は

、
あ

ら
か

じ
め

乙
の

承
諾

を
得

て
、

本
物

件
内

に
立

ち
入

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
　

甲
は

、
火

災
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

そ
の

他
の

緊
急

の
必

要
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
乙

の
承

諾

を
得

る
こ

と
な

く
、

本
物

件
内

に
立

ち
入

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
甲

は
、

乙
の

承
諾

を
得

ず
に

立
ち

入
っ

た
と

き
は

、

そ
の

旨
を

乙
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
甲

の
通

知
義

務
）

第
2
0
条

　
甲

は
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

と
き

は
直

ち
に

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

っ
て

乙
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

賃
料

等
支

払
い

方
法

の
変

更
。

二
　

本
物

件
の

管
理

業
者

の
変

更
。

（
乙

の
通

知
義

務
）
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表
記
の
賃
貸
人
を
甲
と
し
、
表
記
の
賃
借
人
を
乙
、
表
記
の
連
帯
保
証
人
を
丙
と
し
て
、
前
記
駐
車
場
を
下
記
条
項
を
承
諾
の
上
、
月
極
駐
車
場

　
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
証
と
し
て
本
書
３
通
を
作
成
し
各
１
通
を
保
有
す
る
。

第
１
条
　
本
契
約
期
間
は
、
表
記
の
１
年
間
と
す
る
。
但
し
、
契
約
期
間
満
了
に
際
し
、
甲
乙
何
等
申
し
出
が
な
い
時
は
同
一
条
件
を
も
っ
て
さ
ら

　
に
１
年
間
更
新
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
後
の
期
間
満
了
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
２
条
　
駐
車
料
金
は
表
記
の
と
お
り
と
し
、
毎
月
末
日
迄
に
翌
月
分
を
必
ず
入
金
に
な
る
よ
う
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

２
　
駐
車
料
金
の
支
払
い
義
務
は
、
第
１
条
の
契
約
期
間
の
開
始
日
か
ら
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
駐
車
料
金
の
入
金
方
法
は
、
甲
の
指
定
す
る
銀
行
口
座
に
振
込
む
も
の
と
す
る
。

４
　
駐
車
料
金
の
入
金
時
に
関
わ
る
振
込
手
数
料
は
、
乙
の
負
担
と
す
る
。

５
　
乙
は
、
期
日
ま
で
に
賃
料
の
全
部
、
又
は
一
部
の
支
払
を
延
滞
し
た
と
き
は
、
延
滞
し
た
月
一
律
３
，
０
０
０
円
の
請
求
手
数
料
と
遅
延
し
た

　
金
額
に
対
し
、
年
１
４
．
６
％
の
遅
延
損
害
金
を
甲
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
３
条
　
乙
は
、
敷
金
と
し
て
表
記
の
と
お
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。

２
　
敷
金
は
、
本
契
約
が
終
了
し
、
本
物
件
の
明
け
渡
し
完
了
後
、
乙
に
振
込
手
数
料
を
差
し
引
き
返
却
す
る
。
但
し
、
敷
金
に
利
息
は
つ
け
な
い
。

　
尚
、
敷
金
は
本
契
約
の
存
続
中
は
、
こ
れ
を
駐
車
料
金
等
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
　
乙
は
、
敷
金
の
返
却
請
求
権
を
第
三
者
に
譲
渡
、
又
は
委
任
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

第
４
条
　
乙
は
、
本
駐
車
場
に
本
契
約
車
輌
以
外
、
駐
車
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
５
条
　
乙
は
、
本
駐
車
場
に
お
い
て
の
駐
車
場
所
、
車
輌
、
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
（
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
代
は
乙
の
負
担
と
す
る
。
）
、
積
載
物
等
の

　
管
理
を
行
い
、
甲
は
、
そ
れ
ら
の
損
害
の
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
又
、
無
断
駐
車
に
つ
い
て
は
、
乙
に
て
対
処
す
る
も
の
と
す

　
る
。

第
６
条
　
本
契
約
の
期
間
中
に
て
も
、
公
租
公
課
の
増
徴
、
物
価
の
変
動
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
駐
車
料
金
等
が
不
相
応
と
な
っ
た
と
き
は
、
増

　
加
改
訂
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
７
条
　
乙
又
は
そ
の
関
係
者
（
同
乗
者
を
含
む
以
下
単
に
乙
と
い
う
。
）
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
本
駐
車
場
の
諸
施
設
若
し
く
は
他
の
駐
車
中

　
の
自
動
車
等
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
と
そ
の
所
有
者
に
連
絡
し
、
速
や
か
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
条
　
本
契
約
に
伴
う
乙
の
全
て
の
権
利
は
、
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

第
９
条
　
乙
は
、
交
通
安
全
に
充
分
留
意
し
、
駐
車
場
内
の
秩
序
を
乱
す
行
為
（
危
険
物
の
取
扱
い
、
物
品
の
販
売
、
自
動
車
の
修
理
等
）
を
し
て

　
は
な
ら
な
い
。

第
1
0
条
　
乙
は
、
本
契
約
車
輌
に
つ
い
て
、
対
人
・
対
物
賠
償
責
任
保
険
の
両
方
に
附
帯
し
た
自
動
車
保
険
に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。
本
契
約
日

　
現
在
に
お
い
て
既
に
自
動
車
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、
当
該
保
険
契
約
の
満
期
日
後
よ
り
対
人
・
対
物
賠
償
責
任
保
険
の
両
方
を
附
帯
し
た

　
自
動
車
保
険
に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
＊
車
検
証
の
写
し
及
び
保
険
証
券
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

第
1
1
条
　
乙
が
駐
車
料
金
の
支
払
い
を
１
ヵ
月
以
上
怠
っ
た
と
き
又
は
本
契
約
の
定
め
の
一
に
違
反
し
た
と
き
は
、
甲
は
、
何
等
催
告
無
し
に
本
契

　
約
を
解
除
し
、
即
時
明
渡
し
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
乙
は
、
そ
の
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
既
に
納
入
さ
れ
た
駐
車
料

　
金
は
、
返
却
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
1
2
条
　
本
契
約
は
、
契
約
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
甲
乙
互
い
に
１
ヵ
月
前
迄
に
、
書
面
を
も
っ
て
予
告
す
る
こ
と
に
よ
り
解
約
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
但
し
、
１
ヵ
月
前
迄
に
解
約
の
予
告
な
き
場
合
は
、
解
約
予
告
日
よ
り
１
ヵ
月
後
迄
の
損
害
金
（
賃
料
等
相
当
額
）
を
日
割
に
て
支
払
わ
ね

　
ば
な
ら
な
い
。

第
1
3
条
　
甲
及
び
乙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
方
に
対
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
確
約
す
る
。

　
一
　
自
ら
が
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
7
7
号
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
、
暴

　
　
力
団
関
係
企
業
、
総
会
屋
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
そ
の
構
成
員
（
以
下
総
称
し
て
「
反
社
会
的
勢
力
」
と
い
う
）
で
は
な
い
こ
と
。

　
二
　
甲
又
は
乙
が
法
人
の
場
合
、
自
ら
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
）
が
反
社
会
的

　
　
勢
力
で
は
な
い
こ
と
。

　
三
　
反
社
会
的
勢
力
に
自
己
の
名
義
を
利
用
さ
せ
、
こ
の
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
四
　
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
次
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

ア
相
手
方
に
対
す
る
脅
迫
的
な
言
動
又
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
。

イ
偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
相
手
方
の
業
務
を
妨
害
し
、
又
は
信
用
を
毀
損
す
る
行
為
。

２
　
甲
又
は
乙
の
一
方
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
何
ら
催
告
も
要
せ
ず
し
て
、
本
契
約
を
解
除
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
前
項
の
確
約
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

　
二
　
契
約
締
結
後
に
自
ら
又
は
役
員
が
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
し
た
と
き
。

第
1
4
条
　
丙
は
、
乙
と
連
帯
し
て
、
合
意
更
新
・
法
定
更
新
に
か
か
わ
ら
ず
本
契
約
が
存
続
す
る
限
り
、
本
契
約
か
ら
生
じ
る
乙
の
一
切
の
債
務
を

　
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
丙
の
負
担
は
、
記
名
押
印
欄
に
記
載
す
る
極
度
額
を
限
度
と
す
る
。

３
　
丙
が
負
担
す
る
債
務
の
元
本
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
、
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
甲
が
丙
の
財
産
に
つ
い
て
、
賃
料
そ
の
他
の
本
契
約
に
よ
り
生
じ
る
乙
の
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
又
は
担

　
　
保
権
の
実
行
を
申
し
立
て
た
と
き
。
た
だ
し
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
開
始
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。

　
二
　
丙
が
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

　
三
　
乙
又
は
丙
が
、
死
亡
し
た
と
き
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
、
又
は
丙
が
、
連
帯
保
証
人
と
し
て
要
求
さ
れ
る
能
力
又
は
資
力
を
失
っ
た
場
合
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
甲
に
通

　
知
す
る
と
と
も
に
、
甲
の
承
諾
す
る
新
た
な
連
帯
保
証
人
に
保
証
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
甲
と
の
間
で
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
連
帯
保
証
人
は
、
第
１
項
に
定
め
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

６
　
丙
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
甲
は
、
丙
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
賃
料
等
の
支
払
状
況
や
滞
納
金
の
額
、
損
害
賠
償
の
額
等
、
乙
の
全
て
の
債

　
務
の
額
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

賃
料
の

1
ヵ
月
分

東
京
都
知
事
免
許
(
1
)第

3
8
0
4
6
1
8
号

東
京
都
清
瀬
市
中
清
戸
1
-
61
0

令
和
0
0
年
1
2
月
0
1
日
 
 
 
 
 
令
和
0
0
年
1
1
月
30
日

東
京
都
小
平
市
花
小
金
井
南
町
5
-
1
2
-
2
1
 
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
シ
テ
ィ
・
こ
だ
い
ら
 
5
1

0
4
2
-
3
5
9
-
7
4
0
1

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

猪
瀬
　
龍
治

（
東
京
）
第
6
1
4
7
8
4
5
号

猪
瀬
　
龍
治

0
4
2
2
-
4
5
-
7
5
1
7

東
京
都
文
京
区
千
石
1
-
1
-
8

駐
 
車

 
場

 
使

 
用

 
契

 
約

 
書

[
物
件
の
表
示
]

名
　
　
称

所
 
在
 地

[
賃
料
お
よ
び
支
払
方
法
等
]

極
度
額
：

契
約
期

間

賃
貸
人
（
甲
）

賃
借
人
（
乙
）

連
帯
保
証
人
（
丙
）

仲
介
人

更
　
　
　
新

可
不
可

柏
木
　
明
輝

雑
　
　
　
費

か
ら

ま
で

住
所
：

氏
名
：

電
話
：

住
所
：

：
話

電
：

名
氏 住
所
：

：
話

電
：

名
氏 免

許
番
号
：

主
た
る
事
務
所

：

商
号
又
は
名
称
：

電
話
：

登
録
番
号
：

0
0
7
-
0
2
-
0
0
7

管
理
番
号

代
表
者
：

1
2
,1
0
0 0 00

月
額

2
2
0

月
額

月
額

月
額

月
額

円
(う

ち
消
費
税

円
)

1
,
1
0
0

円
(う

ち
消
費
税

円
)

0

円
(う

ち
消
費
税

円
)

0

円
(う

ち
消
費
税

円
)

0

円
(う

ち
消
費
税

円
)

2
0

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産
　
三
鷹
支

店
事
務
所
名
：

東
京
都
三
鷹
市
上
連
雀
1
-
25
-
11

所
在
地
：

印

印 印

支
払
方

法

振
込
先

[
そ
の
他
]

持
参

振
込

口
座
振
替

三
井
住
友
銀
行

武
蔵
境
支
店

6
96

8
8
3
0

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

普
通

口
座
N
o
.

名
義
人

特 約 事 項

ﾐ
ﾂｲ
ｽ
ﾐ
ﾄ
ﾓ

ﾑ
ｻｼ
ｻ
ｶ
ｲ

ド
ワ
ー
フ
　
ハ
イ
ツ
駐
車
場
 N
o.
0
7

賃
　
　
　
料

：
所

住
：

先
務

勤

0
円

0
.
5

新
賃
料
の

ヵ
月
分

宅
地
建
物
取
引
士
：

阿
部
　
貴
和

賃
 
借
 人

敷
　
　
　
金

更
　
新
　
料

礼
　
　
　
金

[
契
約
車
輌
お
よ
び
任
意
保
険
]

ト
ヨ
タ
 ア

ク
ア

多
摩
3
00
　
さ
　
1
2
-
3
4

車
　
　
名

0
9

8
7

6
5

4
3

2
1

色
/

号
番

録
登

保
険
会

社
名

ダ
ン
ゴ

損
保

証
券
番
号
/
満
期

白
令
和
0
0
年
0
3
月
1
0
日

/
/

69



[
物
件
の
表
示
]

[
物
件
の
表
示
]

[
賃
料
等
]

円

円

円

[
契
約
車
輌
お
よ
び
任
意
保
険
]

[
そ
の
他
]

円

印

■
可

□
不
可

月
額

円

(
う

ち
消

費
税

円
)

更
新

料

賃
料
の

ヵ
月
分

11
,
0
00

賃
料
の

1
ヵ
月
分

礼
金

賃
料

12
,
1
00

(
う

ち
消

費
税

1,
1
0
0

円
)

事
務
所
名
：

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

電
話
：

03
-
40
0
4-
2
52
1

所
在
地
：

東
京
都
文
京
区
千
石
1
-
1
-
8
千
石
ダ
ン
ゴ
ビ
ル
 
1
5
F
・
1
6
F

代
表
者
：

猪
瀬
　
龍
治

印

宅
地
建
物
取
引
士
：

猪
瀬
　
龍
治

登
録
番
号
：

（
東
京
）
第
6
1
4
7
8
4
5
号

仲
介
人

免
許
番
号
：

東
京
都
知
事
免
許
(
3
)
第
3
8
0
4
6
1
8
号

主
た
る
事
務
所
：

東
京
都
文
京
区
千
石
1
-
1
-
8
 
千
石
ダ
ン
ゴ
ビ
ル
 
1
5
F
・
1
6
F

商
号
又
は
名
称
：

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

：
話

電
印

：
名

氏 極
度
額
：

勤
務
先
：

(
有
)
近
藤
自
動
車

住
所
：

連
帯
保
証
人

住
所
：

電
話
：

04
2
-
35
9-
7
40
1

賃
借
人
（
乙
）

住
所
：

東
京
都
新
宿
区
新
宿
2
-
1
9
-
1
7
 
小
川
荘
2
0
3
号
室

氏
名
：

阿
部
　
貴
和

印
電
話
：

0
3
-
4
9
1
7
-
3
9
6
6

東
京
都
新
宿
区
新
宿
2
-
1
5
-
1
1

令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

賃
貸
人
（
甲
）

住
所
：

東
京
都
小
平
市
花
小
金
井
南
町
5
-
1
2
-
2
1
 
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
シ
テ
ィ
・
こ
だ
い
ら
 
5
1
1

氏
名
：

柏
木
　
明
輝

印

日
0

1
 

月
3

0
 

年
0

0
和

令
日

期
満

白
色

特
約

事
項

保
損

ゴ
ン

ダ
名

社
会

険
保

ア
ク

ア
 

タ
ヨ

ト
名

車 登
録

番
号

品
川
3
0
0
　
さ
　
1
2
-
3
4

証
券

番
号

12
3
45
6
78
9
0

振
込

先

ｲ
ｶ

ｻ
ｼ

ｻ
ﾑ

ﾓ
ﾄ

ﾐ
ｽ

ｲ
ﾂ

ﾐ 三
井
住
友
銀
行

武
蔵
境
支
店

普
通

口
座
N
o
.

69
6
88
3
0

名
義
人

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

駐
 
車

 
場

 
使

 
用

 
契

 
約

 
書

名
　
　
称

ド
ワ
ー
フ
　
ハ
イ
ツ
駐
車
場
　
N
o
.
0
7

管
理
番
号

0
0
7
-
0
2
-
0
0
7

所
 
在
 
地

東
京
都
清
瀬
市
中
清
戸
1
-
6
1
0

支
払

方
法

□
持
参

■
振
込

■
口
座
振
替

賃
 
借
 
人

阿
部
　
貴
和

契
約
期
間

令
和

0
0
年

 
1
2
月

 
0
1
日

か
ら

令
和

0
0
年

 
1
1
月

 
3
0
日

ま
で

更
新

金
　

証
　

保
金

　
　

敷

６
　

丙
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

甲
は

、
丙

に
対

し
、

遅
滞

な
く

、
賃

料
等

の
支

払
状

況
や

滞
納

金
の

額
、

損
害

賠
償

の
額

等
、

乙
の

全
て

の
債

務
の
額
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
権
の
実
行
を
申
し
立
て
た
と
き
。
た
だ
し
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
開
始
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。

二
　
丙
が
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

三
　
乙
又
は
丙
が
、
死
亡
し
た
と
き
。

４
　

前
項

に
規

定
す

る
場

合
、

又
は

丙
が

、
連

帯
保

証
人

と
し

て
要

求
さ

れ
る

能
力

又
は

資
力

を
失

っ
た

場
合

は
、

乙
は

直
ち

に
そ

の
旨

を
甲

に
通

知
す
る
と
と
も
に
、
甲
の
承
諾
す
る
新
た
な
連
帯
保
証
人
に
保
証
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

新
た

に
甲

と
の

間
で

連
帯

保
証

契
約

を
締

結
し

た
連

帯
保

証
人

は
、

第
１

項
に

定
め

る
義

務
を

負
う

も
の

と
す

る
。

二
　
契
約
締
結
後
に
自
ら
又
は
役
員
が
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
し
た
と
き
。

第
1
4
条

　
丙

は
、

乙
と

連
帯

し
て

、
合

意
更

新
・

法
定

更
新

に
か

か
わ

ら
ず

本
契

約
が

存
続

す
る

限
り

、
本

契
約

か
ら

生
じ

る
乙

の
一

切
の

債
務

を

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
丙
の
負
担
は
、
記
名
押
印
欄
に
記
載
す
る
極
度
額
を
限
度
と
す
る
。

３
　
丙
が
負
担
す
る
債
務
の
元
本
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
、
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　

甲
が

丙
の

財
産

に
つ

い
て

、
賃

料
そ

の
他

の
本

契
約

に
よ

り
生

じ
る

乙
の

金
銭

の
支

払
を

目
的

と
す

る
債

権
に

つ
い

て
の

強
制

執
行

又
は

担

四
　
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
次
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

ア
相
手
方
に
対
す
る
脅
迫
的
な
言
動
又
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
。

イ
偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
相
手
方
の
業
務
を
妨
害
し
、
又
は
信
用
を
毀
損
す
る
行
為
。

２
　

甲
又

は
乙

の
一

方
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

の
一

に
該

当
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

相
手

方
は

、
何

ら
催

告
も

要
せ

ず
し

て
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
前
項
の
確
約
に
違
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

第
1
3
条
　
甲
及
び
乙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
方
に
対
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
確
約
す
る
。

一
　

自
ら

が
、

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

7
7
号

）
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
、

暴

力
団
関
係
企
業
、
総
会
屋
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
そ
の
構
成
員
（
以
下
総
称
し
て
「
反
社
会
的
勢
力
」
と
い
う
）
で
は
な
い
こ
と
。

二
　

甲
又

は
乙

が
法

人
の

場
合

、
自

ら
の

役
員

（
業

務
を

執
行

す
る

社
員

、
取

締
役

、
執

行
役

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
者

を
い

う
）

が
反

社
会

的

勢
力
で
は
な
い
こ
と
。

三
　
反
社
会
的
勢
力
に
自
己
の
名
義
を
利
用
さ
せ
、
こ
の
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

第
1
1
条

　
乙

が
駐

車
料

金
の

支
払

い
を

１
ヵ

月
以

上
怠

っ
た

と
き

又
は

本
契

約
の

定
め

の
一

に
違

反
し

た
と

き
は

、
甲

は
、

何
等

催
告

無
し

に
本

契

約
を

解
除

し
、

即
時

明
渡

し
要

求
す

る
こ

と
が

で
き

、
乙

は
、

そ
の

請
求

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

、
既

に
納

入
さ

れ
た

駐
車

料

金
は
、
返
却
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
1
2
条

　
本

契
約

は
、

契
約

期
間

中
で

あ
っ

て
も

、
甲

乙
互

い
に

１
ヵ

月
前

迄
に

、
書

面
を

も
っ

て
予

告
す

る
こ

と
に

よ
り

解
約

す
る

こ
と

が
で

き

る
。

但
し

、
１

ヵ
月

前
迄

に
解

約
の

予
告

な
き

場
合

は
、

解
約

予
告

日
よ

り
１

ヵ
月

後
迄

の
損

害
金

（
賃

料
等

相
当

額
）

を
日

割
に

て
支

払
わ

ね

ば
な
ら
な
い
。

第
９

条
　

乙
は

、
交

通
安

全
に

充
分

留
意

し
、

駐
車

場
内

の
秩

序
を

乱
す

行
為

（
危

険
物

の
取

扱
い

、
物

品
の

販
売

、
自

動
車

の
修

理
等

）
を

し
て

は
な
ら
な
い
。

第
1
0
条

　
乙

は
、

本
契

約
車

輌
に

つ
い

て
、

対
人

・
対

物
賠

償
責

任
保

険
の

両
方

に
附

帯
し

た
自

動
車

保
険

に
加

入
す

る
も

の
と

す
る

。
本

契
約

日

現
在

に
お

い
て

既
に

自
動

車
保

険
に

加
入

し
て

い
る

場
合

、
当

該
保

険
契

約
の

満
期

日
後

よ
り

対
人

・
対

物
賠

償
責

任
保

険
の

両
方

を
附

帯
し

た

自
動
車
保
険
に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。

＊
車
検
証
の
写
し
及
び
保
険
証
券
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

る
。

第
６

条
　

本
契

約
の

期
間

中
に

て
も

、
公

租
公

課
の

増
徴

、
物

価
の

変
動

、
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

駐
車

料
金

等
が

不
相

応
と

な
っ

た
と

き
は

、
増

加
改
訂
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
７

条
　

乙
又

は
そ

の
関

係
者

（
同

乗
者

を
含

む
以

下
単

に
乙

と
い

う
。

）
が

故
意

又
は

過
失

に
よ

り
本

駐
車

場
の

諸
施

設
若

し
く

は
他

の
駐

車
中

の
自
動
車
等
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
と
そ
の
所
有
者
に
連
絡
し
、
速
や
か
に
与
え
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
条
　
本
契
約
に
伴
う
乙
の
全
て
の
権
利
は
、
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　

敷
金

は
、

本
契

約
が

終
了

し
、

本
物

件
の

明
け

渡
し

完
了

後
、

乙
に

振
込

手
数

料
を

差
し

引
き

返
却

す
る

。
但

し
、

敷
金

に
利

息
は

つ
け

な
い

。

尚
、
敷
金
は
本
契
約
の
存
続
中
は
、
こ
れ
を
駐
車
料
金
等
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
　
乙
は
、
敷
金
の
返
却
請
求
権
を
第
三
者
に
譲
渡
、
又
は
委
任
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

第
４
条
　
乙
は
、
本
駐
車
場
に
本
契
約
車
輌
以
外
、
駐
車
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
５

条
　

乙
は

、
本

駐
車

場
に

お
い

て
の

駐
車

場
所

、
車

輌
、

ネ
ー

ム
プ

レ
ー

ト
（

ネ
ー

ム
プ

レ
ー

ト
代

は
乙

の
負

担
と

す
る

。
）

、
積

載
物

等
の

管
理

を
行

い
、

甲
は

、
そ

れ
ら

の
損

害
の

一
切

の
責

任
を

負
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

又
、

無
断

駐
車

に
つ

い
て

は
、

乙
に

て
対

処
す

る
も

の
と

す

２
　
駐
車
料
金
の
支
払
い
義
務
は
、
第
１
条
の
契
約
期
間
の
開
始
日
か
ら
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
駐
車
料
金
の
入
金
方
法
は
、
甲
の
指
定
す
る
銀
行
口
座
に
振
込
む
も
の
と
す
る
。

４
　
駐
車
料
金
の
入
金
時
に
関
わ
る
振
込
手
数
料
は
、
乙
の
負
担
と
す
る
。

５
　

乙
は

、
期

日
ま

で
に

賃
料

の
全

部
、

又
は

一
部

の
支

払
を

延
滞

し
た

と
き

は
、

延
滞

し
た

月
一

律
３

，
０

０
０

円
の

請
求

手
数

料
と

遅
延

し
た

金
額
に
対
し
、
年
１
４
．
６
％
の
遅
延
損
害
金
を
甲
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
３
条
　
乙
は
、
敷
金
と
し
て
表
記
の
と
お
り
支
払
う
も
の
と
す
る
。

表
記

の
賃

貸
人

を
甲

と
し

、
表

記
の

賃
借

人
を

乙
、

表
記

の
連

帯
保

証
人

を
丙

と
し

て
、

前
記

駐
車

場
を

下
記

条
項

を
承

諾
の

上
、

月
極

駐
車

場

契
約
を
締
結
し
、
そ
の
証
と
し
て
本
書
３
通
を
作
成
し
各
１
通
を
保
有
す
る
。

第
１

条
　

本
契

約
期

間
は

、
表

記
の

１
年

間
と

す
る

。
但

し
、

契
約

期
間

満
了

に
際

し
、

甲
乙

何
等

申
し

出
が

な
い

時
は

同
一

条
件

を
も

っ
て

さ
ら

に
１
年
間
更
新
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
後
の
期
間
満
了
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
２
条
　
駐
車
料
金
は
表
記
の
と
お
り
と
し
、
毎
月
末
日
迄
に
翌
月
分
を
必
ず
入
金
に
な
る
よ
う
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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多摩300　さ　12-34

満期日 令和00年09月22日

日産　ノート
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賃
貸

借
契

約
書

重
要
事

項
説

明
書

添
付

書
類

佐
久

間
　
栄

子
　
様

エ
ス
ポ
ワ
ー

ル
あ
ゆ
み

が
丘

　
1
0
1

株
式

会
社

ダ
ン

ゴ
不

動
産

　
三

鷹
支

店

〒
18
1-
0
0
12
 
東

京
都

三
鷹

市
上

連
雀

1
-2

5-
1
1

T
EL
:
0
42
2
-4
5
-
75
1
7 
F
A
X:
0
42
2
-
47
-
79
2
5

（
物

件
名
称

）

（
貸

主
）

（
借

主
）

植
村

　
直

己
　
様
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102-2田和大市河古県城茨己直　村植

2-3-1丘がし美区葉青市浜横県川奈神子栄　間久佐

月額

月額

月額

月額

月額

月額

取引成立台帳（賃貸借）

TEL 045-209-8004

成立年月日 令和00年01月24日 引渡年月日 令和00年02月01日

本　人 住所

契約者 TEL 0280-65-2194

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

名  称

構  造

り取間途  用

階数/面積

101丘がみゆあルーワポスエ

軽量鉄骨造

2K住居

階建 ㎡2 36

設

備

管理の
委託先 株式会社トナカイ不動産

賃
　
貸
　
条
　
件

\74,000 契  約  期  間

自 令和00年02月01日

自 令和00年01月31日

1名

取

引

報

酬

額

100貸主より 収　入　合　計

支　 　 払

（ハウスクリーニング）

退居時のハウスクリーニングは、甲の指定する方法で乙の負担にて行うこととする。

更　　新 可 不可

貸
主

借
主 住所

所在地

建

物

電  気

電 話 設 置

排　  　　水

エレベーター

エ ア コ ン

ガ  ス

台  所

浴  室

水  道

ト イ   レ

[動力] [メーター] 専用[容量] 40 Ａ(アンペア)

[メーター]

[メーター]

有 無

都市 LPG(集中) LPG(個別)

公営 私営 井戸

無 専用

専用

専用 共用

専用 共用 ユニットバス セパレート 無

専用 共用 水洗 汲取 一緒[ユニットバスの場合]浴室と 別

公共下水 浄化槽

有 ( 無基)

冷暖房 ( 1基) 冷房 ( 基) 暖房 ( 基) 無

可 不可

\0

\3,000

\13,200

\2,000付属施設料

\1,000雑　　　費

\87,000

\0

\174,000

\0

入居人員

収　　　入

手　数　料 0借主より

金　額

金　額

支払先 株式会社ダンゴ不動産

支払先

支払先

金　額

金　額

金　額
手　数　料

支　払　合　計

差　引

株式会社ダンゴ不動産商　　　号 住　所 東京都文京区千石1-1-8

所　住号　　商

所　住号　　商

仲

介

者

特

約

事

項

媒介（仲介）

償　　　却

％

％

001-04-101

契約形態 再契約型

No.

備
　
考

令和00年03月24日

\0保　証　料

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

礼　　　金

権　利　金

敷　　　金

保　証　金
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\0

\75,000

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\18,000

\0 \0

\96,000 \2,100

\0 \0

\0 \0

更新案内書

します。就きましては、引き続きお借り上げ頂くご意向でしたら、お手数ですが添付の更新契約書

にご記名、ご捺印の上、下記合計金額と合わせ弊社宛にご返送頂くかご来社頂きたくお願い申し上

げます。

尚、当初の賃貸借契約書は従来通り、解約なさるまで大切にご保存下さい。

契約更新料

賃料精算金額

敷金の積増額

管理費精算金額

共益費精算金額

駐車料精算金額

付属施設料精算金額

雑費精算金額

保険料

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 物件名： エスポワールあゆみが丘 103

上記物件の賃貸借契約は、来る

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

精算金額：

＜契約時に必要な書類＞

契約者：住民票（3ヶ月以内）、認印

連帯保証人：印鑑証明書（3ヶ月以内）

入居者：全員の住民票（3ヶ月以内）、認印

\0

\0

\0

\0

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

\0

\0

\0

\0

現行本体 消費税 更新後本体

記

本体

\0付属施設料 \2,000 \2,000 \0

\0雑　　　費 \1,000 \1,000 \0

\0保証金補填額

契約更新手数料

2

摘要

28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

\3,000 \300

合計金額

（ ）

（

（

）

）

（

（

（

）

）

）

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

月分

月分

月分

月分

月分

月分

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日分

日分

日分

日分

日分

日分

税費消）（ （ ）

\0

001-04-103No.

佐藤　大 様

〒132-0024

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

エスポワールあゆみが丘 103

を以って期間満了となりますのでご通知いた令和00年02月19日

98,100円

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

現行総額

\2,000

\1,000

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

更新後総額

\2,000

\1,000

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

\75,000

総額

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\3,300

\98,100

\19,800 \1,800（ ）

令和00年12月10日

消費税（ ）

保証料

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

敷　　　金
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更新後の契約条件等

ご請求額

更新案内書
物件名： 001-04-103No.

敷   金 \150,000 \150,000 \150,000 \150,000

駐 車 料
付属施設料
雑   費

更新後賃料等

\1,000 \1,000 \0

\0
\0 \0 \0

\3,000 \3,000

総額

\2,000 \0

本体 消費税
\75,000 \75,000 \0

\0 \0 \0
\75,000 \75,000

\0

保 証 金

総額 本体

\3,000 \3,000

更新後契約期間

賃   料
管 理 費
共 益 費

現行賃料等

\1,000 \1,000 \0

\0 \0

\0

消費税

保 証 料

総額 本体 消費税

保 険 料 \19,800 \18,000 \1,800
\3,300 \3,000 \300

契 約 更 新 料 \75,000 \75,000 \0

\0 \0 \0 \0 \0 \0
\2,000 \2,000 \0

\0

更新事務手数料

積金の積増額

令和00年 12月 10日

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525
千石ダンゴビル 15F・16F

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8
株式会社ダンゴ不動産

〒132-0024
神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4
エスポワールあゆみが丘 103
佐藤 大 様

就きましては、引き続きお借り上げ頂くご意向でしたら、お手数ですが添付の更新契約書にご記名、ご捺印
の上、下記合計金額と合わせ弊社宛にご返送頂くかご来社頂きたくお願い申し上げます。
尚、当初の賃貸借契約書は従来通り、解約なさるまで大切にご保存下さい。

お支払期限：

\2,000

エスポワールあゆみが丘  103

当月

令和00年 02月 20日

上記物件の賃貸借契約は、来る 令和00年 02月 19日 を以って期間満了となります。

××信金 ××支店 普通 1637864
△△銀行 △△支店 普通 7941967

更新手続き時に必要な書類
契約者：住民票（3ヶ月以内）、認印
連帯保証人：印鑑証明書（3ヶ月以内）
入居者：全員の住民票（3ヶ月以内）、認印

令和00年 02月 19日 でまらか

お振込先（お振込み手数料はご負担ください）

○○銀行 ○○支店 普通 5004978

備考

合 計 金 額 \98,100 \96,000 \2,100
保証金補填額 \0 \0

75



\41,250

 佐久間　栄子 様

令和00年02月19日

賃貸借契約の更新精算書

を以って期間完了

となりました｡

つきましては､下記の通り更新いたしましたのでご通知いたします｡

契約期間

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 物件名： エスポワールあゆみが丘 103

貴殿を貸主とし、上記を借主として締結した賃貸借契約は

 契約者名： 佐藤　大 様

令和00年02月19日令和00年02月20日～

33,750ご精算金額 円

\0

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

\0

\0

\0

\150,000

\75,000

\0

\3,000

\0

\0

\0

\0

\0

現行 うち消費税 更新後

\0付属施設料 \2,000 \2,000 \0

\0 0\000,1\000,1\費　　　雑

（ ）

（

（

）

）

（

（

（

）

）

）

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

（ ） うち消費税（ ）

\75,000

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\33,750 -\3,750

\0 \0

\0 \0

契約更新料

賃料精算金額

敷金の積増額

管理費精算金額

共益費精算金額

駐車料精算金額

付属施設料精算金額

雑費精算金額

精算金額：

\0

総額 本体

\0保証金補填額

更新事務手数料

2

摘要

28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

\3,750

合計金額

月分

月分

月分

月分

月分

月分

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日分

日分

日分

日分

日分

日分

\0

記

△

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

\75,000

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\37,500

\37,500

消費税（ ）

令和00年01月30日

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

敷　　　金
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貸
 

 
主

 ・
 
甲

士
 

引
 

取
 

物
 

建
 

地
 

宅
士

 
引

 
取

 
物

 
建

 
地

 
宅

円

円
)

円

㎡ ㎡

階
建

階

神
奈

川
県

横
浜

市
青

葉
区

あ
ゆ
み

が
丘

2
-4

神
奈

川
県

横
浜

市
青

葉
区

あ
ゆ
み

が
丘

2
丁

目
4
番
地

(
住

所
)

神
奈

川
県

横
浜

市
青

葉
区

美
し

が
丘

1
-3
-
2

物
件

の
所

有
者

(
住

居
表

示
)

(
登

記
簿

)

家
屋

番
号

坪
）

頭 書 (
1) 賃 貸 借 の 目 的 物 の 表 示 等 頭 書 (
2) 賃 貸 借 条 件

名
 

 称

所
 
 
在

 
 
地

種
 

 
 
 
類

構
 

 造

面
 

 積

(
氏

名
)

専
有

バ
ル

コ
ニ

ー

(
約

（
賃

料
の

間
 
取

 
り

ヵ
月

分
）

エ
ス

ポ
ワ

ー
ル

あ
ゆ

み
が

丘

軽
量

鉄
骨

造

2
K

ア
パ

ー
ト

佐
久

間
　

栄
子

2

3
6
.
0
0

1
0
.
8
9

住
　
宅

　
賃
　

貸
　

借
　
契
　

約
　

書
　

（
更

新
用
）

坪
）

(
約

4
.
0
0

1
.
2
1

月
額

0
円

(
う

ち
消

費
税

円
)

0

月
額

3,
0
0
0

円
(
う

ち
消

費
税

円
)

0

月
額

0
円

(
う

ち
消

費
税

円
)

0

付
属

施
設

料
月

額
2,

0
0
0

円
(
う

ち
消

費
税

円
)

0

雑
費

月
額

1,
0
0
0

円
(
う

ち
消

費
税

円
)

0

月
額

7
5
,
0
0
0

円
(
う

ち
消

費
税

円
)

0

円
(

%

(
総

額
)

・
そ
の

他

･
建

物
明

渡
し

時
に

0

0

%
･
契

約
更

新
時
毎

に
0

円
(

(
総

額
)

0
円

)

(う
ち
消

費
税

) 0
円

)

(う
ち
消

費
税

) 0

（
償
却
分
は
、
償
却
時
か
ら
10
日
以
内
に
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

保
証

金
の

償
却

1
新

賃
料

の
ヵ

月
分

保
　

険
　

料

令
和

0
0
年
0
2
月

20
日

か
ら

令
和
0
0
年
0
2
月

19
日

迄
の

2年
 
0
ヵ

月
 
0日

間

解
約

の
効

力
は

、
借

主
が

解
約

の
申

入
れ

を
し

た
日

か
ら

3
0
日

の
経

過
を

も
っ

て
発

生
す

る
。

契
約

期
間

借
主

の
解

約
権

賃
料

・
管

理
費

・

共
益

費
・

駐
車

料

及
び

・
雑

費
・

付

属
施

設
料

の
支

払

方
法

並
び

に
支

払

期
限

持
参

払
　

持
参

先

(氏
名

)

(住
所

)

三
井

住
友

銀
行

武
蔵

境
支

店

7
9
1
1
0
3
6

株
式

会
社

ダ
ン

ゴ
不

動
産

末

普
通

口
座

N
o
.

但
し

、
振

込
の

場
合

は
、

毎
月

2
8
日

ま
で

に
入

金
が

確
認

で
き

る
も

の
と

す
る

。

翌
月

分
を

毎
月

日
迄

に
前

払
（

翌
月

分
前

払
）

。

8
1
,
0
0
0

円

振
込
金

額
合
計

（
振

込
料

は
乙

の
負

担
と

す
る

）1
0
3

1

2
/

振
込

先

口
座

名
義

人

（
金

額
）

1
5
0
,
00
0

佐
藤

　
大

1

（
更

新
時

積
み

 
増

し
金

）
円

（
金

額
）

預
か

り
済

み
円

0

1
9
,
8
0
0

円
(
う

ち
消

費
税

1,
8
0
0

(
壁

芯
)

口
座

引
落

　
委

託
会

社
名

頭 書 (
4) 特 約 事 項

N
o
.

N
o
.

N
o.

N
o. N
o
.

N
o
.

N
o
.

N
o
.

頭 書 (
3) そ の 他

鍵
の

引
渡

し
並

び
に

物
件

の
引

渡
し

日

貸
 
 
与

す
　

る

鍵
一

覧付
 
属

 
施

 
設

免
許

番
号

主
た

る
　

　
事

務
所

商
 

 
 
号

代
 表

 
者

電
 

 
話

登
録

番
号

氏
 

 
名

簡
易

収
納

ス
ペ

ー
ス

　
N
o
.
0
8

（
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）

退
居
時
の
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
甲
の
指
定
す
る
方
法
で
乙
の
負
担
に
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

猪
瀬

　
龍

治

0
3
-
4
0
0
4
-
2
5
2
1

株
式

会
社

ダ
ン
ゴ

不
動
産

東
京

都
知

事
免

許
(
3)

第
3
8
0
46
18

号

本
契

約
の

締
結

を
証

す
る

為
本

書
３

通
を

作
成

し
、

甲
乙

丙
、

媒
介

業
者

は
こ

れ
に

署
名

捺
印

し
た

あ
と

、
甲

乙
丙

各
自

が
１

通
を

保
有

す
る

。

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

〒

氏
名

電
　

話
　

番
　

号

住
所

借
 

 
主

 
・

 
乙

〒
〒 〒

東
京

都
文

京
区

千
石

1
-
1
-
8
 
千

石
ダ

ン
ゴ

ビ
ル

 
1
5
F
・

1
6
F

免
許

番
号

主
た

る
　

　
事

務
所

商
 

 
号

代
 
表

 
者

電
 

 
 
話

登
録

番
号

氏
 

 
 
名

神
奈

川
県

横
浜

市
青

葉
区

美
し

が
丘

1
-3
-
2

0
4
5
-
2
0
9
-
8
0
0
4

佐
久

間
　

栄
子

2
2
5
-
0
0
0
2

株
式

会
社

ダ
ン

ゴ
不

動
産

事
務

所
名

所
 
在

 
地

事
務

所
名

所
 
在

 
地

東
京

都
文

京
区

千
石

1
-
1
-
8

千
石

ダ
ン

ゴ
ビ

ル
 
1
5
F
・

1
6
F

乙
の

連
帯

保
証

人
・

丙

ポ
ス

ト
ボ

ッ
ク

ス

（
緊

急
時

の
連

絡
先

）
〒

(
住

所
)

(
氏

名
)

(
電

話
番

号
)

(
乙

と
の

関
係

)

保
証

機
関

佐
久
間
　
栄
子

佐
藤
　
文
雄

佐
藤
　
大

(
以

下
「

甲
」

と
い

う
)
と

借
主

(
以

下
「

乙
」

と
い

う
)
は

、
住

宅
賃

貸
借

契
約

(
以

下
「

本
契

約
」

と
い

う
)
を

、
付

帯
す

る
「

住
宅

賃
貸

借
契

約
約

款
」

に
基

づ
い

て
、

以
下

の
条

件

で
締

結
し

、
ま

た
甲

と
連

帯
保

証
人

つ
い

て
連

帯
保

証
契

約
を

締
結

し
た

。

　
貸

主

住 居 専 用

円

(
う

ち
消

費
税

)
円

3
0
0

（
総

額
）

3
,
3
0
0

更
新

手
数

料

媒
 

 
介

 
 
業

 
 

 
 
者

媒
 

 
介

 
 
業

 
 
 
 
 
者

印 印

印 印

保
　

証
　

料
敷

金
・

保
証

金
の

返
還

時
期

3
0
日

以
内

本
物

件
の

明
渡

し
後

(
電

話
番

号
)

(
電

話
番

号
)

(住
所

)

(氏
名

)

(
住

所
)

(
氏

名
)

(
勤

務
先

)
(
勤

務
先

)

1
8
6
-
0
0
0
3

東
京

都
国

立
市

富
士

見
台

1
-
2
-
5

佐
藤

　
文

雄

0
4
2
-
31
4
-
2
5
6
4

株
式

会
社

国
立

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス

ﾐ
ﾂｲ
ｽﾐ
ﾄﾓ

ﾑ
ｻｼ

ｻｶ
ｲ

(乙
と

の
関

係
)

(
乙

と
の

関
係

)

（
東

京
）

第
6
1
4
7
8
4
5号

猪
瀬

　
龍

治

賃
料

管
　

理
　

費

共
　

益
　

費

駐
　

車
　

料

使
用

目
的

入
居

者
(
氏

名
)

年
齢

続
柄

入
居

者
(
氏

名
)

年
齢

続
柄

入
居

者
(
氏

名
)

年
齢

続
柄

入
居

人
員

人

敷
金

礼
金

・
権

利
金

更
　

新
　

料

保
　

証
　

金

(
極

度
額

)
賃

料
合

計
の

1
2
ヶ

月
分

(
極

度
額

)

(
以

下
「

丙
」

と
い

う
)
は

、
同

契
約

約
款

の
と

お
り

乙
の

債
務

に

2
本

T
-
0
8
-
2
2
0
1
0
3

8
0

-
0

2
2

関
玄

倉
庫

令
和

0
0
年

0
2
月

2
0
日

2
本
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住
宅

賃
貸
借

契
約

約
款

　
（

契
約

の
締

結
）

第
１

条
　

貸
主

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。

）
及

び
借

主
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

は
、

頭
書

（
２

）
の

使
用

目
的

欄
記

載
の

用
に

供
す

る

　
こ

と
を

目
的

と
す

る
賃

貸
借

契
約

（
以

下
「

本
契

約
」

と
い

う
。

）
を

、
頭

書
（

１
）

に
記

載
す

る
目

的
物

件
（

以
下

「
本

物
件

」
と

い

　
う

。
）

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
締

結
し

た
。

　
（

契
約

期
間

及
び

更
新

料
）

第
２

条
　

契
約

期
間

は
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

の
と

お
り

と
す

る
。

２
　

甲
及

び
乙

は
、

協
議

の
上

、
本

契
約

を
更

新
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

本
契

約
が

更
新

さ
れ

る
場

合
に

は
、

乙
は

、
甲

に
対

し
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

更
新

料
を

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

賃
料

）

第
３

条
　

乙
は

、
頭

書
（

２
）

の
記

載
に

従
い

、
賃

料
を

甲
に

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

甲
及

び
乙

は
、

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
場

合
に

は
協

議
の

上
、

賃
料

を
改

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
一

　
土

地
又

は
建

物
に

対
す

る
租

税
そ

の
他

の
負

担
の

増
減

に
よ

り
、

賃
料

が
不

相
当

と
な

っ
た

場
合

。

　
二

　
土

地
又

は
建

物
の

価
格

の
上

昇
又

は
低

下
そ

の
他

の
経

済
事

情
の

変
動

に
よ

り
、

賃
料

が
不

相
当

と
な

っ
た

場
合

。

　
三

　
近

傍
類

似
の

建
物

の
賃

料
の

変
動

が
生

じ
、

賃
料

が
不

相
当

と
な

っ
た

場
合

。

３
　

１
ヵ

月
に

満
た

な
い

期
間

の
賃

料
は

、
１

ヵ
月

を
実

日
数

に
応

じ
て

日
割

り
計

算
し

た
額

と
す

る
。

　
（

管
理

費
・

共
益

費
等

）

第
４

条
　

乙
は

、
階

段
、

廊
下

等
の

共
用

部
分

の
維

持
管

理
に

必
要

な
光

熱
費

、
上

下
水

道
使

用
料

、
清

掃
費

等
（

以
下

「
維

持
管

理
費

」

　
と

い
う

。
）

に
充

て
る

た
め

、
管

理
費

、
共

益
費

等
を

頭
書

（
２

）
の

記
載

に
従

い
甲

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

２
　

甲
及

び
乙

は
、

維
持

管
理

費
の

増
減

に
よ

り
管

理
費

、
共

益
費

等
が

不
相

当
と

な
っ

た
と

き
は

、
協

議
の

上
、

管
理

費
、

共
益

費
を

改

　
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
　

１
ヵ

月
に

満
た

な
い

期
間

の
管

理
費

、
共

益
費

等
は

、
１

ヵ
月

を
実

日
数

に
応

じ
て

日
割

り
計

算
し

た
額

と
す

る
。

４
　

乙
は

、
本

契
約

と
同

時
に

火
災

等
保

険
に

加
入

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

負
担

の
帰

属
）

第
５

条
　

甲
は

、
本

物
件

に
係

る
公

租
公

課
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

乙
は

、
電

気
・

ガ
ス

・
水

道
・

そ
の

他
専

用
設

備
に

係
る

使
用

料
金

を
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

　
（

敷
金

）

第
６

条
　

乙
は

、
本

契
約

か
ら

生
じ

る
債

務
の

担
保

と
し

て
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

敷
金

を
甲

に
預

け
入

れ
る

も
の

と
す

る
。

２
　

甲
は

、
乙

が
本

契
約

か
ら

生
じ

る
債

務
を

履
行

し
な

い
と

き
は

、
敷

金
を

そ
の

債
務

の
弁

済
に

充
て

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
　

乙
は

、
本

物
件

を
明

け
渡

す
ま

で
の

間
、

敷
金

を
も

っ
て

賃
料

、
管

理
費

、
共

益
費

等
そ

の
他

の
債

務
と

相
殺

を
す

る
こ

と
が

で
き

な

　
い

。

４
　

賃
料

が
増

額
さ

れ
た

場
合

、
乙

は
、

頭
書

（
２

）
の

敷
金

欄
に

記
載

す
る

月
数

相
当

分
の

新
賃

料
額

と
旧

賃
料

額
の

差
額

を
、

敷
金

に

　
補

填
す

る
も

の
と

す
る

。

５
　

甲
は

、
明

渡
し

ま
で

に
生

じ
た

本
契

約
か

ら
生

じ
る

乙
の

一
切

の
債

務
を

敷
金

か
ら

控
除

し
な

お
残

額
が

あ
る

場
合

に
は

、
本

物
件

の

　
明

渡
し

後
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

時
期

に
、

そ
の

残
額

を
無

利
息

で
乙

に
返

還
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

６
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

乙
の

債
務

額
を

差
引

く
と

き
は

、
甲

は
、

敷
金

の
返

還
と

あ
わ

せ
て

債
務

の
額

の
内

訳
を

明
示

し
な

け
れ

ば
な

ら

　
な

い
。

　
（

礼
金

）

第
７

条
　

乙
は

、
本

契
約

締
結

と
同

時
に

、
頭

書
（

２
）

に
記

載
す

る
礼

金
を

甲
に

支
払

う
も

の
と

す
る

。
但

し
、

乙
は

、
本

契
約

締
結

後

　
は

、
甲

に
対

し
、

頭
書

（
２

）
に

記
載

す
る

礼
金

の
返

還
を

求
め

る
こ

と
は

出
来

な
い

。

　
（

反
社

会
的

勢
力

で
は

な
い

こ
と

の
確

約
）

第
８

条
　

甲
及

び
乙

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
相

手
方

に
対

し
、

次
の

各
号

に
定

め
る

事
項

を
確

約
す

る
。

　
一

　
自

ら
が

、
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
7
7
号

）
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

　
　

団
、

暴
力

団
関

係
企

業
、

総
会

屋
若

し
く

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
又

は
そ

の
構

成
員

（
以

下
総

称
し

て
「

反
社

会
的

勢
力

」
と

い
う

）

　
　

で
は

な
い

こ
と

。

　
二

　
甲

又
は

乙
が

法
人

の
場

合
、

自
ら

の
役

員
（

業
務

を
執

行
す

る
社

員
、

取
締

役
、

執
行

役
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
を

い
う

）
が

反

　
　

社
会

的
勢

力
で

は
な

い
こ

と
。

　
三

　
反

社
会

的
勢

力
に

自
己

の
名

義
を

利
用

さ
せ

、
こ

の
契

約
を

締
結

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

。

　
四

　
自

ら
又

は
第

三
者

を
利

用
し

て
、

次
の

行
為

を
し

な
い

こ
と

。

　
　

　
ア

　
相

手
方

に
対

す
る

脅
迫

的
な

言
動

又
は

暴
力

を
用

い
る

行
為

。

　
　

　
イ

　
偽

計
又

は
威

力
を

用
い

て
相

手
方

の
業

務
を

妨
害

し
、

又
は

信
用

を
毀

損
す

る
行

為
。

　
（

禁
止

又
は

制
限

さ
れ

る
行

為
）

第
９

条
　

乙
は

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾

を
得

る
こ

と
な

く
、

本
物

件
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

き
、

賃
借

権
を

譲
渡

し
、

又
は

転
貸

し
て

は

　
な

ら
な

い
。

２
　

乙
は

、
甲

の
書

面
に

よ
る

承
諾

を
得

る
こ

と
な

く
、

本
物

件
の

増
築

、
改

築
、

移
転

、
改

造
若

し
く

は
模

様
替

又
は

本
物

件
の

敷
地

内

　
に

お
け

る
工

作
物

の
設

置
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

３
　

乙
は

、
本

物
件

の
使

用
に

あ
た

り
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

行
為

を
行

な
っ

て
は

な
ら

な
い

。

　
一

　
鉄

砲
、

刀
剣

類
又

は
爆

発
性

、
発

火
性

を
有

す
る

危
険

な
物

品
等

を
製

造
又

は
保

管
す

る
こ

と
。

　
二

　
大

型
の

金
庫

そ
の

他
の

重
量

の
大

き
な

物
品

等
を

搬
入

し
又

は
備

え
付

け
る

こ
と

。

　
三

　
排

水
管

を
腐

食
さ

せ
る

お
そ

れ
の

あ
る

液
体

を
流

す
こ

と
。

　
四

　
大

音
量

で
テ

レ
ビ

、
ス

テ
レ

オ
、

カ
ラ

オ
ケ

等
の

操
作

、
ピ

ア
ノ

等
の

演
奏

を
行

う
こ

と
。

　
五

　
猛

獣
、

毒
蛇

等
の

明
ら

か
に

近
隣

に
迷

惑
を

か
け

る
動

物
を

飼
育

す
る

こ
と

。

　
六

　
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

本
物

件
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

き
、

反
社

会
的

勢
力

に
賃

借
権

を
譲

渡
し

、
又

は
転

貸
す

る
こ

と
。

　
七

　
本

物
件

を
反

社
会

的
勢

力
の

事
務

所
そ

の
他

の
活

動
の

拠
点

に
供

す
る

こ
と

。

　
八

　
本

物
件

又
は

本
物

件
の

周
辺

に
お

い
て

、
著

し
く

粗
野

若
し

く
は

乱
暴

な
言

動
を

行
い

、
又

は
威

勢
を

示
す

こ
と

に
よ

り
、

付
近

の

　
　

住
民

又
は

通
行

人
に

不
安

を
覚

え
さ

せ
る

こ
と

。

　
九

　
第

1
9
条

第
二

号
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
本

物
件

に
反

社
会

的
勢

力
を

居
住

さ
せ

、
又

は
反

復
継

続
し

て
反

社
会

的
勢

力
を

出
入

り

　
　

さ
せ

る
こ

と
。

４
　

乙
は

、
本

物
件

の
使

用
に

あ
た

り
、

甲
の

書
面

に
よ

る
承

諾
を

得
る

こ
と

な
く

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
行

為
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

　
一

　
犬

、
猫

そ
の

他
小

動
物

等
ペ

ッ
ト

の
飼

育
。

　
二

　
階

段
・

廊
下

等
共

用
部

分
へ

の
物

品
の

設
置

。

　
三

　
階

段
・

廊
下

等
共

用
部

分
へ

の
看

板
・

ポ
ス

タ
ー

等
の

広
告

物
の

掲
示

。

　
（

乙
の

管
理

義
務

）

第
1
0
条

　
乙

は
、

本
物

件
を

善
良

な
る

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

使
用

す
る

義
務

を
負

う
。

２
　

乙
は

、
特

に
本

物
件

の
火

災
発

生
防

止
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

乙
は

、
管

理
規

約
・

使
用

細
則

等
を

遵
守

す
る

と
と

も
に

、
甲

が
本

物
件

管
理

上
必

要
な

事
項

を
乙

に
通

知
し

た
場

合
そ

の
事

項
を

遵

　
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
　

契
約

締
結

と
同

時
に

甲
は

、
乙

宛
入

居
に

必
要

な
頭

書
（

３
）

に
記

載
す

る
鍵

を
貸

与
す

る
。

乙
は

、
こ

れ
ら

の
鍵

を
善

良
な

る
管

理

　
者

の
注

意
を

も
っ

て
保

管
か

つ
使

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
万

一
紛

失
又

は
破

損
し

た
と

き
は

、
乙

は
、

直
ち

に
甲

に
連

絡
の

う
え

、

　
甲

が
新

た
に

設
置

し
た

鍵
の

交
付

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

新
た

な
鍵

の
設

置
費

用
は

乙
の

負
担

と
す

る
。

５
　

乙
は

、
鍵

の
追

加
設

置
、

交
換

、
複

製
を

甲
の

承
諾

な
く

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。

　
（

契
約

期
間

中
の

修
繕

）

第
1
1
条

　
甲

は
、

本
項

第
一

号
か

ら
第

四
号

に
掲

げ
る

修
繕

を
除

き
、

乙
が

本
物

件
を

使
用

す
る

た
め

に
必

要
な

修
繕

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

　
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

乙
又

は
そ

の
同

居
人

・
関

係
者

の
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

必
要

と
な

っ
た

修
繕

に
要

す
る

費
用

は
乙

が

　
負

担
し

、
そ

の
他

の
も

の
は

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

　
一

　
畳

の
取

替
え

、
裏

返
し

。

　
二

　
障

子
紙

の
張

り
替

え
、

ふ
す

ま
紙

の
張

り
替

え
。

　
三

　
電

球
、

蛍
光

灯
、

ヒ
ュ

ー
ズ

の
取

替
え

。

　
四

　
そ

の
他

費
用

が
軽

微
な

修
繕

。

２
　

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
甲

が
修

繕
を

行
う

場
合

は
、

甲
は

、
予

め
、

そ
の

旨
を

乙
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い

　
て

、
乙

は
、

正
当

な
理

由
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

当
該

修
繕

の
実

施
を

拒
否

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

３
　

乙
は

、
甲

の
承

諾
を

得
る

こ
と

な
く

、
第

１
項

第
一

号
か

ら
第

四
号

に
掲

げ
る

修
繕

を
自

ら
の

負
担

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

４
　

本
物

件
内

に
破

損
箇

所
が

生
じ

た
と

き
、

乙
は

、
甲

に
速

や
か

に
届

け
出

て
確

認
を

得
る

も
の

と
し

、
そ

の
届

出
が

遅
れ

て
甲

に
損

害

　
が

生
じ

た
と

き
は

乙
は

、
こ

れ
を

賠
償

す
る

。

５
　

前
項

の
規

定
に

よ
る

届
け

出
が

行
わ

れ
た

場
合

に
お

い
て

、
修

繕
の

必
要

が
認

め
ら

れ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

甲
が

正
当

な
理

由
な

く

　
修

繕
を

実
施

し
な

い
と

き
は

、
乙

は
自

ら
修

繕
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
の

修
繕

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

第
１

項
に

準

　
ず

る
も

の
と

す
る

。

　
（

契
約

の
解

除
）

第
1
2
条

　
甲

は
、

乙
が

次
の

各
号

の
一

に
該

当
し

た
場

合
に

お
い

て
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
甲

が
相

当
の

期
間

　
を

定
め

て
当

該
義

務
の

履
行

を
催

告
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
期

間
内

に
当

該
義

務
が

履
行

さ
れ

な
い

こ
と

を
要

す
る

。

　
一

　
乙

が
賃

料
又

は
共

益
費

の
支

払
い

を
２

ヵ
月

以
上

怠
っ

た
と

き
。

　
二

　
乙

の
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

必
要

と
な

っ
た

修
繕

に
要

す
る

費
用

の
負

担
を

怠
っ

た
と

き
。

２
　

甲
は

、
乙

が
次

の
各

号
の

一
に

該
当

し
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
義

務
違

反
に

よ
り

本
契

約
を

継
続

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め

　
ら

れ
る

に
至

っ
た

と
き

は
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
一

　
本

物
件

を
頭

書
（

２
）

に
記

載
の

使
用

目
的

以
外

に
使

用
し

た
と

き
。

　
二

　
第

９
条

（
第

３
項

第
六

号
か

ら
第

九
号

を
除

く
。

）
の

い
ず

れ
か

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。

　
三

　
入

居
時

に
、

乙
又

は
連

帯
保

証
人

に
つ

い
て

告
げ

た
事

実
に

重
大

な
虚

偽
が

あ
っ

た
こ

と
が

判
明

し
た

と
き

。

　
四

　
銀

行
取

引
停

止
処

分
を

受
け

、
又

は
破

産
手

続
き

の
申

立
が

あ
っ

た
と

き
、

あ
る

い
は

著
し

い
信

用
不

安
を

生
じ

た
と

き
。

　
五

　
そ

の
他

乙
が

本
契

約
の

各
条

項
に

違
反

し
た

と
き

。

３
　

甲
又

は
乙

の
一

方
に

つ
い

て
、

次
の

各
号

の
一

に
該

当
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

相
手

方
は

、
何

ら
催

告
も

要
せ

ず
し

て
、

本
契

約
を

解
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題

を
解

決
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
こ

れ
に

関
与

し
な

い
も

の
と

す
る

。

４
　

甲
は

、
そ

の
責

に
よ

ら
な

い
火

災
、

盗
難

等
乙

の
損

害
若

し
く

は
本

物
件

の
居

住
を

不
可

能
に

す
る

よ
う

な
非

常
事

態
の

発
生

に
よ

る

乙
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

責
任

を
負

わ
な

い
。

（
延

滞
損

害
金

）

第
2
1
条

　
乙

は
、

本
契

約
よ

り
生

じ
る

金
銭

債
務

の
支

払
い

を
遅

滞
し

た
と

き
は

、
年

（
3
6
5
日

あ
た

り
）

1
4
.
6
％

の
割

合
に

よ
る

延
滞

損
害

　
金

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

　
（

立
退

料
等

の
請

求
禁

止
）

第
2
2
条

　
本

契
約

が
解

除
又

は
合

意
に

よ
っ

て
終

了
し

た
場

合
に

は
、

乙
は

甲
に

対
し

て
移

転
料

・
立

退
料

・
損

害
賠

償
そ

の
他

何
等

の
名

　
目

の
如

何
を

問
わ

ず
、

一
切

の
請

求
を

し
な

い
も

の
と

す
る

。

　
（

連
帯

保
証

人
）

第
2
3
条

　
丙

は
、

乙
と

連
帯

し
て

、
合

意
更

新
・

法
定

更
新

に
か

か
わ

ら
ず

本
契

約
が

存
続

す
る

限
り

、
本

契
約

か
ら

生
じ

る
乙

の
一

切
の

　
債

務
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
丙

の
負

担
は

、
記

名
押

印
欄

に
記

載
す

る
極

度
額

を
限

度
と

す
る

。

３
　

丙
は

、
本

契
約

書
に

実
印

を
押

捺
す

る
と

と
も

に
、

丙
の

引
受

を
証

す
る

実
印

を
確

認
す

る
た

め
、

印
鑑

証
明

書
を

添
付

し
な

け
れ

ば

　
な

ら
な

い
。

４
　

丙
が

負
担

す
る

債
務

の
元

本
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

に
、

確
定

す
る

も
の

と
す

る
。

　
一

　
甲

が
丙

の
財

産
に

つ
い

て
、

賃
料

そ
の

他
の

本
契

約
に

よ
り

生
じ

る
乙

の
金

銭
の

支
払

を
目

的
と

す
る

債
権

に
つ

い
て

の
強

制
執

行

　
　

又
は

担
保

権
の

実
行

を
申

し
立

て
た

と
き

。
た

だ
し

強
制

執
行

又
は

担
保

権
の

実
行

の
手

続
の

開
始

が
あ

っ
た

と
き

に
限

る
。

　
二

　
丙

が
、

破
産

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

た
と

き
。

　
三

　
乙

又
は

丙
が

、
死

亡
し

た
と

き
。

５
　

前
項

に
規

定
す

る
場

合
、

又
は

丙
が

、
連

帯
保

証
人

と
し

て
要

求
さ

れ
る

能
力

又
は

資
力

を
失

っ
た

場
合

は
、

第
1
9
条

の
規

定
に

基
づ

　
き

乙
は

直
ち

に
そ

の
旨

を
甲

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

甲
の

承
諾

す
る

新
た

な
連

帯
保

証
人

に
保

証
委

託
す

る
も

の
と

す
る

。

６
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

新
た

に
甲

と
の

間
で

連
帯

保
証

契
約

を
締

結
し

た
連

帯
保

証
人

は
、

第
１

項
に

定
め

る
義

務
を

負
う

も
の

と

　
す

る
。

７
　

丙
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

甲
は

、
丙

に
対

し
、

遅
滞

な
く

、
賃

料
及

び
共

益
費

等
の

支
払

状
況

や
滞

納
金

の
額

、
損

害
賠

償
の

額

　
等

、
乙

の
全

て
の

債
務

の
額

等
に

関
す

る
情

報
を

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

免
責

）

第
2
4
条

　
地

震
、

火
災

、
風

水
害

等
の

災
害

、
盗

難
等

そ
の

他
不

可
抗

力
と

認
め

ら
れ

る
事

故
、

又
は

、
甲

若
し

く
は

乙
の

責
に

よ
ら

な
い

　
電

気
、

ガ
ス

、
給

排
水

等
の

設
備

の
故

障
に

よ
っ

て
生

じ
た

甲
又

は
乙

の
損

害
に

つ
い

て
、

甲
又

は
乙

は
互

い
に

そ
の

責
を

負
わ

な
い

も

　
の

と
す

る
。

　
（

協
議

）

第
2
5
条

　
甲

及
び

乙
は

、
本

契
約

書
に

定
め

が
な

い
事

項
及

び
本

契
約

書
の

条
項

の
解

釈
に

つ
い

て
疑

義
が

生
じ

た
場

合
は

民
法

そ
の

他
の

　
法

令
及

び
慣

行
に

従
い

、
誠

意
を

も
っ

て
協

議
し

、
解

決
す

る
も

の
と

す
る

。

　
（

合
意

管
轄

裁
判

所
）

第
2
6
条

　
本

契
約

に
起

因
す

る
紛

争
に

関
し

、
訴

訟
を

提
起

す
る

必
要

が
生

じ
た

と
き

は
、

本
物

件
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

地
方

（
簡

易
）

　
裁

判
所

を
第

一
審

管
轄

裁
判

所
と

す
る

。

　
（

更
新

に
関

す
る

事
項

及
び

特
約

事
項

）

第
2
7
条

　
更

新
に

関
す

る
事

項
及

び
特

約
事

項
に

つ
い

て
は

、
頭

書
（

４
）

に
記

載
す

る
と

お
り

と
す

る
。

　
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
一

　
第

８
条

の
確

約
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
と

き
。

　
二

　
契

約
締

結
後

に
自

ら
又

は
役

員
が

反
社

会
的

勢
力

に
該

当
し

た
と

き
。

４
　

甲
は

、
乙

が
第

９
条

第
３

項
第

六
号

か
ら

第
九

号
に

掲
げ

る
行

為
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

何
ら

催
告

を
要

せ
ず

し
て

、
本

契
約

を
解

除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
乙

か
ら

の
解

約
）

第
1
3
条

　
乙

は
、

甲
に

対
し

て
解

約
の

申
し

入
れ

を
し

た
場

合
に

は
、

頭
書

（
２

）
の

と
お

り
本

契
約

を
解

約
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
　

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

乙
は

、
頭

書
（

２
）

に
掲

げ
る

解
約

の
申

入
れ

の
日

か
ら

解
約

の
効

力
の

発
生

す
る

日
ま

で
の

賃
料

相

　
当

額
を

甲
に

支
払

う
こ

と
に

よ
り

、
即

時
に

本
契

約
を

解
約

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
一

部
滅

失
等

に
よ

る
賃

料
の

減
額

等
）

第
1
4
条

　
本

物
件

の
一

部
が

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
で

き
な

く
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

れ
が

乙
の

責
め

に
帰

す
べ

き
事

由
に

　
よ

ら
な

い
と

き
は

、
賃

料
は

、
そ

の
使

用
で

き
な

く
な

っ
た

部
分

の
割

合
に

応
じ

て
減

額
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

甲
お

よ
び

乙
は

賃
料

減
額

の
程

度
、

期
間

、
賃

料
の

減
額

に
代

替
す

る
方

法
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

２
　

本
物

件
の

一
部

が
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

残
存

す
る

部
分

の
み

で
は

乙
が

賃
借

し
た

目

　
的

を
達

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
乙

は
、

本
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
（

契
約

の
終

了
）

第
1
5
条

　
本

契
約

は
、

本
物

件
の

全
部

が
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

に
よ

っ
て

終
了

す
る

。

　
（

明
渡

し
及

び
明

渡
し

時
の

修
繕

）

第
1
6
条

　
乙

は
、

明
渡

し
日

を
1
0
日

前
ま

で
に

甲
に

通
知

の
上

、
本

契
約

が
終

了
す

る
日

ま
で

に
本

物
件

を
明

け
渡

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

乙
は

、
第

1
2
条

の
規

定
に

基
づ

き
本

契
約

が
解

除
さ

れ
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

直
ち

に
本

物
件

を
明

け
渡

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

乙
は

、
明

渡
し

の
際

、
貸

与
を

受
け

た
頭

書
（

３
）

に
記

載
す

る
鍵

を
甲

に
返

還
し

、
複

製
し

た
鍵

は
甲

に
引

き
渡

さ
な

け
れ

ば
な

ら

　
な

い
。

４
　

本
契

約
終

了
時

に
本

物
件

等
内

に
残

置
さ

れ
た

乙
の

所
有

物
が

あ
り

、
本

物
件

を
維

持
管

理
す

る
た

め
に

、
緊

急
や

む
を

得
な

い
事

情

　
が

あ
る

時
は

、
乙

が
そ

の
時

点
で

こ
れ

を
放

棄
し

た
も

の
と

み
な

し
、

甲
は

こ
れ

を
必

要
な

範
囲

で
任

意
に

処
分

し
、

そ
の

処
分

に
要

し

　
た

費
用

を
乙

に
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

５
　

本
物

件
の

明
渡

し
時

に
お

い
て

、
乙

は
、

通
常

の
使

用
に

伴
い

生
じ

た
本

物
件

の
損

耗
及

び
本

物
件

の
経

年
変

化
を

除
き

、
本

物
件

を

　
原

状
回

復
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
乙

の
責

め
に

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

に
よ

り
生

じ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

原
状

回

　
復

を
要

し
な

い
。

６
　

甲
及

び
乙

は
、

前
項

に
基

づ
い

て
乙

が
行

う
原

状
回

復
の

内
容

及
び

方
法

に
つ

い
て

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

立
入

り
）

第
1
7
条

　
甲

又
は

甲
の

指
定

す
る

者
は

、
本

物
件

の
防

火
、

本
物

件
の

構
造

の
保

全
そ

の
他

の
本

物
件

の
管

理
上

特
に

必
要

が
あ

る
と

き
は

、

　
あ

ら
か

じ
め

乙
の

承
諾

を
得

て
、

本
物

件
に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
　

乙
は

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
前

項
の

規
定

に
基

づ
く

甲
又

は
甲

の
指

定
す

る
者

の
立

入
り

を
拒

否
す

る
こ

と
は

で
き

な

　
い

。

３
　

本
契

約
終

了
後

に
お

い
て

本
物

件
を

賃
借

し
よ

う
と

す
る

者
又

は
本

物
件

を
譲

り
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

本
物

件
の

確
認

を
す

る
と

き

　
は

、
甲

及
び

本
物

件
の

確
認

を
す

る
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
乙

の
承

諾
を

得
て

、
本

物
件

内
に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
る

。

４
　

甲
は

、
火

災
に

よ
る

延
焼

を
防

止
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

そ
の

他
の

緊
急

の
必

要
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
乙

の
承

諾

　
を

得
る

こ
と

な
く

、
本

物
件

内
に

立
ち

入
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

甲
は

、
乙

の
承

諾
を

得
ず

に
立

ち
入

っ
た

と
き

は
、

　
そ

の
旨

を
乙

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
甲

の
通

知
義

務
）

第
1
8
条

　
甲

は
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

と
き

は
直

ち
に

そ
の

旨
を

書
面

に
よ

っ
て

乙
に

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
一

　
賃

料
等

支
払

い
方

法
の

変
更

。

　
二

　
本

物
件

の
管

理
業

者
の

変
更

。

（
乙

の
通

知
義

務
）

第
1
9
条

　
乙

又
は

丙
は

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
旨

を
書

面
に

よ
っ

て
甲

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
一

　
１

ヵ
月

以
上

本
物

件
を

不
在

に
す

る
こ

と
。

　
二

　
頭

書
（

２
）

に
記

載
す

る
入

居
者

（
出

生
を

除
く

。
）

を
追

加
す

る
こ

と
。

　
三

　
丙

の
住

所
・

氏
名

・
緊

急
の

連
絡

先
・

そ
の

他
の

変
更

。

　
四

　
丙

の
死

亡
又

は
解

散
。

　
（

損
害

賠
償

等
）

第
2
0
条

　
乙

が
明

渡
し

を
遅

延
し

た
と

き
は

、
乙

は
、

甲
に

対
し

て
、

賃
貸

借
契

約
が

解
除

さ
れ

た
日

又
は

、
消

滅
し

た
日

の
翌

日
か

ら
明

　
渡

し
完

了
の

日
ま

で
の

間
の

賃
料

の
倍

額
に

相
当

す
る

損
害

金
を

支
払

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

乙
又

は
そ

の
同

居
人

・
関

係
者

の
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

、
本

物
件

又
は

本
物

件
の

属
す

る
建

物
に

破
損

・
汚

損
・

故
障

そ
の

他
の

損

　
害

を
生

じ
さ

せ
た

と
き

は
、

乙
は

、
遅

滞
な

く
そ

の
旨

を
甲

及
び

関
係

者
に

連
絡

し
、

一
切

の
損

害
を

賠
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

乙
と

他
の

居
住

者
そ

の
他

の
第

三
者

と
の

間
で

生
じ

た
損

害
賠

償
問

題
等

に
つ

い
て

は
、

理
由

の
如

何
を

問
わ

ず
そ

の
当

事
者

間
で

問

79



登録番号：

円　消費税

円　消費税

円　消費税

円　消費税

円　消費税

円　消費税

免許番号：

月額

月額

月額

月額

月額

月額

より

 物件名：エスポワールあゆみが丘 103

令和00年02月19日

平成31年02月10日

 所在地：神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

令和00年02月20日

75,000

更新契約書

貸主及び借主は 付賃貸借契約書記載の条件を次の通り更新することを

期　　　間

特 記 事 項

東京都知事免許(3)第3804618号

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-3-2

佐久間　栄子

東京都文京区千石1-1-8 千石ダンゴビル 15F・16F

株式会社ダンゴ不動産

猪瀬　龍治

貸　　主

借　　主

連帯保証人

仲介業者

双方合意した。

令和　　年　　月　　日

円）

150,000

0

）円0 0

）円000,3 0

）円0 0

2,000付属施設料 円）0

1,000雑　　　費 円）0

までとする。

その他事項は原賃貸借契約書の内容をそのまま継承する。

円

住所：

氏名：

住所：

氏名：

住所：

会社名：

代表者：

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

001-04-103No.

75,000

0

3,000

0

2,000

1,000

（本体

（本体

（本体

（本体

（本体

（本体

総額

総額

総額

総額

総額

総額

円

円

円

円

円

円

連帯保証人

印

印

印

印

TEL:

東京都国立市富士見台1-2-5

4652-413-240雄文　藤佐

（東京）第6147845号猪瀬　龍治

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

勤務先住所：

勤務先名： 勤務先TEL:

 契約者名： 佐藤　大　様

宅地建物取引士：

敷　　　金

住所：

氏名： TEL:

住所：

氏名： TEL:

80



士
 

引
 

取
 

物
 

建
 

地
 

宅
士

 
引
 

取
 

物
 

建
 

地
 

宅

貸
 

 
主
 ・

 
甲

円

（
う
ち
消

費
税
)

円
0

（
総
額
）

0

円

階
建

階

敷
金
・
保

証
金
の

返
還
時
期

頭 書 (
1) 賃 貸 借 の 目 的 物 の 表 示 等 頭 書 (2
)

賃 貸 借 条 件

使
用
目
的

（
賃
料
の

ヵ
月
分
）

事
　
業

　
用
　

建
　

物
　

賃
　

貸
　

借
　
契

　
約

　
書
　
（

更
新
用
）

月
額

0
円
(
う

ち
消
費
税

円
)

0

月
額

0
円
(
う

ち
消
費
税

円
)

0

月
額

0
円
(
う

ち
消
費
税

円
)

0

看
　
板
　
代

月
額

1
1
,
0
0
0

円
(
う

ち
消
費
税

円
)

1
,
0
0
0

ゴ
ミ
収
集
代

月
額

5
,
5
0
0

円
(
う

ち
消
費
税

円
)

5
0
0

月
額

2
5
1
,
9
0
0

円
(
う

ち
消
費
税

円
)

2
2
,
9
0
0

1
,
2
6
0,
0
0
0

円

円

%

(
総
額
)

・
そ
の
他

･
建
物
明

渡
し

時
に

1
5

1
9
8
,
45
0

%
･
契
約
更

新
時
毎

に
1
0

円
(
総
額
)

1
3
8
,
6
0
0

円
(
う
ち
消

費
税

)
9,

4
5
0

円
(
う
ち
消

費
税
)

12
,6

0
0

（
償
却
分

は
、
償
却
時

か
ら
10
日
以
内
に
補
填
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
）

保
証
金
の
償
却

円

保
　
険
　
料

2
0
2
4年

0
9
月

1
5日

か
ら

2
0
2
7年

0
9
月
1
4日

迄
の

3年
 
0
ヵ

月
 
0日

間

解
約
の
効
力
は
、
借
主
が
解
約
の
申
入
れ
を
し
た
日
か
ら

契
約
期
間

借
主
の
解
約
権

賃
料
・
管
理
費
・

共
益
費
・
駐
車
料

及
び
・
雑
費
・
付

属
施
設
料
の
支
払

方
法
並
び
に
支
払

期
限

持
参
払
　
持
参
先

(
氏
名
)

(
住
所
)

三
井
住
友
銀
行

武
蔵
境
支
店

7
9
1
1
0
3
6

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

末

普
通

口
座
N
o.

但
し
、
振
込
の
場
合
は
、
　
　
日
ま
で
に
入
金
が
確
認
で
き
る
も
の
と
す
る
。

翌
月
分
を
毎
月

日
迄
に
前
払
（
翌
月
分
前
払
）
。

2
6
8
,
40
0

　
振
込
金

額
合
計

（
振
込
料

は
乙

の
負

担
と
す
る

）
振
込
先

口
座
名
義
人

（
金
額
）

0

飲
食

店

(
3.
3㎡

当
た
り
)

円

東
京
都

小
平
市

た
か
の

台
3-
5
-
14

東
京
都

小
平
市

た
か
の

台
3丁

目
5
番
1
4

(
住
所
)

東
京
都

小
平
市

鈴
木
町

3
-
6
-1

0
物
件
の
所
有
者

(
住
居
表

示
)

(
登
記
簿

)

家
屋
番
号

5
-
1
4

坪
）

名
 

 称

所
 
 
在
 
 
地

種
 

 類

構
 

 造

面
 

 積

(
氏
名
)

専
有

バ
ル
コ
ニ
ー

(
約

そ
の
他
使
用

可
能
な
面
積

㎡

小
平

セ
ン
ト

・
バ
ー

ナ
ー
ド

ビ
ル

鉄
骨

造

ビ
ル

名
塚
　

秀
二

7
1
.
5
1

2
1
.
6
3

坪
）

(
約

㎡

1
F

1

1
2

/

㎡ 坪
）

(
約

1
ヵ

月
以
内

1
ヶ
月
の
経
過
を
も
っ
て
発
生
す
る
。

預
か
り
済
み

（
更
新
時
積
み
 

増
し
金
）

円
（

金
額
）

0

(
)

(
)

(
内
法
)

口
座
引
落
　
委
託
会
社
名

頭 書 (
4) 特 約 事 項

N
o.

N
o.

N
o
.

N
o
.

N
o
.

N
o
.

頭 書 (
3) そ の 他

鍵
の
引
渡
し
並
び
に
物
件
の
引
渡
し
日

貸
 
 
与

す
　
る

鍵
一
覧付
 
属
 
施
 
設

免
許
番
号

主
た
る
　

　
事
務
所

商
 

 
 
号

代
 
表
 
者

電
 

 
 
話

登
録
番
号

氏
 

 
 
名

猪
瀬
　

龍
治

0
3
-
4
00
4
-
2
52
1

株
式

会
社

ダ
ン
ゴ

不
動
産

東
京
都
知
事
免
許
(
3
)
第
3
80
46
1
8
号

（
東
京
）
第
6
1
4
7
8
4
5号

本
契
約
の
締
結
を
証
す
る
為
本
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
乙
丙
、
媒
介
業
者
は
こ
れ
に
署
名
捺
印
し
た
あ
と
、
甲
乙
丙
各
自
が
１
通
を
保
有
す
る
。

令
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

〒

氏
名

電
　
話
　
番
　
号

住
所

借
 

 
主
 
・
 
乙

〒
〒 〒

東
京
都
文
京
区
千
石
1
-
1
-
8
 
千
石
ダ
ン
ゴ
ビ
ル
 
1
5
F
・

1
6
F

免
許
番
号

主
た
る
　

　
事
務
所

商
 

 
号

代
 
表
 者

電
 

 
 
話

登
録
番
号

氏
 

 
名

東
京

都
小

平
市

鈴
木

町
3
-
6
-1
0

0
4
2
-
3
9
0
-
8
0
9
0

名
塚

　
秀

二

1
8
7
-
00
1
1

株
式
会
社
ダ
ン
ゴ
不
動
産

事
務
所
名

所
 
在
 地

事
務
所
名

所
 
在
 
地

東
京
都
文
京
区
千
石
1
-
1
-
8

千
石
ダ
ン
ゴ
ビ
ル
 
1
5
F
・
16
F

乙
の
連
帯
保
証
人
・

丙

ポ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス

（
緊
急
時
の
連
絡
先
）

〒
(
住
所
)

(
氏
名
)

(
電
話
番
号
)

(
乙
と
の
関
係
)

保
証
機
関

名
塚
　
秀
二

星
野
　
彬

サ
マ
ー

・
シ

ャ
イ
ン

（
以
下
「
甲
」
と
い
う
）
と
借

(
以
下
「
乙
」
と
い
う
)
は
、
事
業
用
建
物
賃
貸
借
契
約
(
以
下
「
本
契
約
」
と
い
う
)
を
、
付
帯
す
る
「
事
業
用
建
物
賃
貸
借
契
約
約
款
」
に
基
づ
い
て
、

（
以
下
「
丙
」
と
い
う
）
と
は
、
事
業
用
建
物
賃

（
以
下
「
本
契
約
」
と
い
う
）
に
付
帯
す
る
「
事
業
用
建
物
賃
貸
借
契
約
約
款
」
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
条
件
で
本
契
約
を
締
結
し
た
。

　
貸
主

店
舗

総
額

3
4
,
1
0
0

円
(
う

ち
消
費
税

円
)

3
,
1
0
0

円

（
う
ち
消

費
税
)

円
0

（
総

額
）

0
更
新
手
数
料

媒
 

 
介
 

 
業
 
 

 
 
者

媒
 

 
介
 
 
 
 
 
業
 
 

 
者

印 印

印 印

印 印

印 印

保
　
証
　
料

円
本
物
件
の
明
渡
し
後

(
電
話
番
号
)

(
電
話
番
号
)

(
住
所
)

(
氏
名
)

(
住
所
)

(
氏
名
)

(
勤
務
先
)

(
勤
務
先
)

ﾐ
ﾂｲ
ｽﾐ
ﾄﾓ

ﾑ
ｻｼ
ｻｶ
ｲ

(
乙
と
の
関
係
)

(
乙
と
の
関
係
)

猪
瀬
　
龍
治

賃
料

管
　
理
　
費

共
　
益
　
費

駐
　
車
　
料

敷
金

礼
金

権
　
利
　
金

更
　
新
　
料

保
　
証
　
金

(
極
度
額
)

(
極
度
額
)

(
以
下
「
丙
」
と
い
う
)
は
、
同
契
約
約
款
の
と
お
り
乙

登
録
番
号
:
T
7-

4
94

2
-5

4
96

-
46

9
9

81



事
業

用
建
物

賃
貸

借
契

約
約

款

　
（
契
約
の
締
結
）

第
１
条
　
貸
主
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
及
び
借
主
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
は
、
頭
書
（
２
）
の
使
用
目
的
欄
記
載
の
用
に
供
す
る

　
こ
と
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
契
約
（
以
下
「
本
契
約
」
と
い
う
。
）
を
、
頭
書
（
１
）
に
記
載
す
る
目
的
物
件
（
以
下
「
本
物
件
」
と
い

　
う
。
）
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
締
結
し
た
。

　
（
契
約
期
間
及
び
更
新
料
）

第
２
条
　
契
約
期
間
は
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
甲
及
び
乙
は
、
協
議
の
上
、
本
契
約
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
本
契
約
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
は
、
乙
は
、
甲
に
対
し
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
す
る
更
新
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
賃
料
）

第
３
条
　
乙
は
、
頭
書
（
２
）
の
記
載
に
従
い
、
賃
料
を
甲
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
甲
及
び
乙
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
協
議
の
上
、
賃
料
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
土
地
又
は
建
物
に
対
す
る
租
税
そ
の
他
の
負
担
の
増
減
に
よ
り
、
賃
料
が
不
相
当
と
な
っ
た
場
合
。

　
二
　
土
地
又
は
建
物
の
価
格
の
上
昇
又
は
低
下
そ
の
他
の
経
済
事
情
の
変
動
に
よ
り
、
賃
料
が
不
相
当
と
な
っ
た
場
合
。

　
三
　
近
傍
類
似
の
建
物
の
賃
料
の
変
動
が
生
じ
、
賃
料
が
不
相
当
と
な
っ
た
場
合
。

３
　
１
ヵ
月
に
満
た
な
い
期
間
の
賃
料
は
、
１
ヵ
月
を
実
日
数
に
応
じ
て
日
割
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

　
（
管
理
費
・
共
益
費
等
）

第
４
条
　
乙
は
、
階
段
、
廊
下
等
の
共
用
部
分
の
維
持
管
理
に
必
要
な
光
熱
費
、
上
下
水
道
使
用
料
、
清
掃
費
等
（
以
下
「
維
持
管
理
費
」

　
と
い
う
。
）
に
充
て
る
た
め
、
管
理
費
、
共
益
費
等
を
頭
書
（
２
）
の
記
載
に
従
い
甲
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

２
　
甲
及
び
乙
は
、
維
持
管
理
費
の
増
減
に
よ
り
管
理
費
、
共
益
費
等
が
不
相
当
と
な
っ
た
と
き
は
、
協
議
の
上
、
管
理
費
、
共
益
費
を
改

　
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
１
ヵ
月
に
満
た
な
い
期
間
の
管
理
費
、
共
益
費
等
は
、
１
ヵ
月
を
実
日
数
に
応
じ
て
日
割
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
乙
は
、
本
契
約
と
同
時
に
火
災
等
保
険
に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
消
費
税
）

第
５
条
　
乙
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
賃
料
、
管
理
・
共
益
費
等
に
つ
い
て
消
費
税
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尚
、
契

　
約
期
間
中
に
消
費
税
率
の
変
動
が
あ
っ
た
場
合
、
乙
は
、
変
動
の
あ
っ
た
日
よ
り
当
然
に
新
消
費
税
率
が
適
用
さ
れ
、
以
後
の
賃
料
、
管

　
理
・
共
益
費
等
の
支
払
い
に
つ
い
て
新
消
費
税
率
で
計
算
さ
れ
た
消
費
税
を
支
払
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
承
認
す
る
。

　
（
負
担
の
帰
属
）

第
６
条
　
甲
は
、
本
物
件
に
係
る
公
租
公
課
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
乙
は
、
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
・
そ
の
他
専
用
設
備
に
係
る
使
用
料
金
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
敷
金
・
保
証
金
）

第
７
条
　
乙
は
、
本
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
の
担
保
と
し
て
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
す
る
敷
金
・
保
証
金
を
甲
に
預
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
但
し
、
敷
金
・
保
証
金
に
は
利
息
は
つ
け
な
い
。

２
　
甲
は
、
乙
が
本
契
約
か
ら
生
じ
る
債
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
敷
金
を
そ
の
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
乙
は
、
本
物
件
を
明
け
渡
す
ま
で
の
間
、
敷
金
・
保
証
金
を
も
っ
て
賃
料
、
管
理
費
、
共
益
費
等
そ
の
他
の
債
務
と
相
殺
を
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

４
　
賃
料
が
増
額
さ
れ
た
場
合
、
乙
は
、
敷
金
を
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
填
す
る
敷
金
は
、
新
賃
料
額
を
基
準
に
し
た
、
頭
書
（

　
２
）
の
敷
金
欄
に
記
載
す
る
月
数
分
相
当
額
と
旧
賃
料
額
に
よ
る
同
月
数
相
当
額
の
差
額
と
す
る
。

５
　
保
証
金
の
償
却
方
法
並
び
に
償
却
率
に
つ
い
て
は
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
の
と
お
り
と
す
る
。
保
証
金
が
償
却
さ
れ
た
場
合
に
は
、
償

　
却
時
か
ら
1
0
日
以
内
に
償
却
分
を
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
甲
は
、
本
物
件
の
明
渡
し
が
あ
っ
た
と
き
は
、
賃
料
の
滞
納
そ
の
他
の
本
契
約
か
ら
生
じ
る
乙
の
債
務
の
不
履
行
が
存
在
す
る
場
合
に

　
は
当
該
債
務
の
差
引
い
た
そ
の
残
額
を
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
す
る
時
期
に
、
無
利
息
で
、
乙
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
乙
の
債
務
額
を
差
引
く
と
き
は
、
甲
は
、
敷
金
・
保
証
金
の
返
還
と
あ
わ
せ
て
債
務
の
額
の
内
訳
を
明
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
礼
金
・
権
利
金
）

第
８
条
　
乙
は
、
本
契
約
締
結
と
同
時
に
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
す
る
礼
金
・
権
利
金
を
甲
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。
但
し
、
乙
は
、
本
契

　
約
締
結
後
は
、
甲
に
対
し
、
頭
書
（
２
）
に
記
載
す
る
礼
金
・
権
利
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
（
反
社
会
的
勢
力
で
は
な
い
こ
と
の
確
約
）

第
９
条
　
甲
及
び
乙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
方
に
対
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
確
約
す
る
。

　
一
　
自
ら
が
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
7
7
号
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力

　
　
団
、
暴
力
団
関
係
企
業
、
総
会
屋
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
そ
の
構
成
員
（
以
下
総
称
し
て
「
反
社
会
的
勢
力
」
と
い
う
）

　
　
で
は
な
い
こ
と
。

　
二
　
甲
又
は
乙
が
法
人
の
場
合
、
自
ら
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
）
が
反

　
　
社
会
的
勢
力
で
は
な
い
こ
と
。

　
三
　
反
社
会
的
勢
力
に
自
己
の
名
義
を
利
用
さ
せ
、
こ
の
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

　
四
　
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
次
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

ア
相
手
方
に
対
す
る
脅
迫
的
な
言
動
又
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
。

イ
偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
相
手
方
の
業
務
を
妨
害
し
、
又
は
信
用
を
毀
損
す
る
行
為
。

　
（
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
行
為
）

第
1
0
条
　
乙
は
、
甲
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
本
物
件
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
賃
借
権
を
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

２
　
乙
は
、
甲
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
本
物
件
の
増
築
、
改
築
、
移
転
、
改
造
若
し
く
は
模
様
替
又
は
本
物
件
の
敷
地
内

　
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
乙
は
敷
金
又
は
保
証
金
返
還
請
求
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
、
又
は
こ
れ
を
担
保
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
乙
は
、
本
物
件
の
使
用
に
あ
た
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
鉄
砲
、
刀
剣
類
又
は
爆
発
性
、
発
火
性
を
有
す
る
危
険
な
物
品
等
を
製
造
又
は
保
管
す
る
こ
と
。

　
二
　
大
型
の
金
庫
そ
の
他
の
重
量
の
大
き
な
物
品
等
を
搬
入
し
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

　
三
　
騒
音
等
の
迷
惑
行
為
を
行
う
こ
と
。

　
四
　
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
物
件
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
反
社
会
的
勢
力
に
賃
借
権
を
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
す
る
こ
と
。

　
五
　
本
物
件
を
反
社
会
的
勢
力
の
事
務
所
そ
の
他
の
活
動
の
拠
点
に
供
す
る
こ
と
。

　
六
　
本
物
件
又
は
本
物
件
の
周
辺
に
お
い
て
、
著
し
く
粗
野
若
し
く
は
乱
暴
な
言
動
を
行
い
、
又
は
威
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
付
近
の

　
　
住
民
又
は
通
行
人
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
。

　
七
　
本
物
件
に
反
社
会
的
勢
力
を
居
住
さ
せ
、
又
は
反
復
継
続
し
て
反
社
会
的
勢
力
を
出
入
さ
せ
る
こ
と
。

５
　
乙
は
、
本
物
件
又
は
建
物
の
共
用
部
分
の
使
用
に
あ
た
り
、
甲
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を

　
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
階
段
・
廊
下
等
共
用
部
分
へ
の
物
品
の
設
置
。

　
二
　
階
段
・
廊
下
等
共
用
部
分
へ
の
看
板
・
ポ
ス
タ
ー
等
の
広
告
物
の
掲
示
。

（
乙
の
管
理
義
務
）

第
1
1
条
　
乙
は
、
本
物
件
を
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
使
用
す
る
義
務
を
負
う
。

２
　
乙
は
、
特
に
本
物
件
の
火
災
発
生
防
止
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
乙
は
、
管
理
規
約
・
使
用
細
則
等
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
甲
が
本
物
件
管
理
上
必
要
な
事
項
を
乙
に
通
知
し
た
場
合
そ
の
事
項
を
遵

　
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
契
約
締
結
と
同
時
に
甲
は
、
乙
宛
入
居
に
必
要
な
頭
書
（
３
）
に
記
載
す
る
鍵
を
貸
与
す
る
。
乙
は
、
こ
れ
ら
の
鍵
を
善
良
な
る
管
理

　
者
の
注
意
を
も
っ
て
保
管
か
つ
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
一
紛
失
又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
直
ち
に
甲
に
連
絡
の
う
え
、

甲
が
新
た
に
設
置
し
た
鍵
の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
鍵
の
設
置
費
用
は
乙
の
負
担
と
す
る
。

５
　
乙
は
、
鍵
の
追
加
設
置
、
交
換
、
複
製
を
甲
の
承
諾
な
く
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
修
繕
費
の
負
担
部
分
）

第
1
2
条
　
甲
は
、
乙
が
本
物
件
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
修
繕
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
は
、
乙

　
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
必
要
と
な
っ
た
修
繕
に
つ
い
て
は
、
乙
が
負
担
し
、
そ
の
他
の
修
繕
に
つ
い
て
は
甲
が
負
担
す
る
も
の

　
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
甲
が
修
繕
を
行
う
場
合
は
、
甲
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

　
に
、
乙
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
修
繕
の
実
施
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
乙
は
、
本
物
件
内
に
破
損
箇
所
が
生
じ
た
と
き
は
、
甲
に
そ
の
旨
を
速
や
か
に
通
知
し
修
繕
の
必
要
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
そ
の
通
知
が
遅
れ
て
甲
に
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
修
繕
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甲
が
正
当
な
理
由
な
く
修

　
繕
を
実
施
し
な
い
と
き
は
、
乙
は
自
ら
修
繕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
は
、
第
１
項
に
準
ず
る
も
の
と

　
す
る
。

　
（
内
装
造
作
諸
設
備
工
事
）

第
1
3
条
　
本
契
約
後
乙
に
お
い
て
本
物
件
に
看
板
を
設
置
し
、
そ
の
他
の
掲
示
を
な
す
場
合
、
あ
る
い
は
本
物
件
内
の
内
装
造
作
又
は
、
付

　
属
物
件
の
新
設
・
撤
去
等
、
全
て
原
状
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
乙
は
計
画
書
面
に
よ
る
提
出
を
も
っ
て
甲
の
承
諾
を
得
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
甲
・
乙
協
議
の
上
、
施
工
業
者
を
選
定
し
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
費
用
は
乙
が
一

　
切
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
乙
は
、
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
費
・
有
益
費
そ
の
他
費
用
の
償
還
を
甲
に
請
求
し
な
い
。

２
　
乙
が
甲
の
承
諾
を
得
て
施
し
た
建
具
・
そ
の
他
造
作
・
模
様
替
え
等
は
本
契
約
の
終
了
の
場
合
に
お
い
て
は
、
買
取
請
求
権
は
こ
れ
を

　
放
棄
す
る
こ
と
を
承
認
し
直
ち
に
当
該
物
件
の
撤
収
を
な
し
、
原
状
回
復
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

３
　
乙
が
甲
の
承
認
を
得
ず
し
て
、
第
１
項
の
掲
示
や
原
状
変
更
の
行
為
を
な
し
た
場
合
に
は
こ
の
為
に
生
じ
た
障
害
の
損
害
賠
償
は
勿
論
、

　
直
ち
に
原
状
回
復
の
義
務
を
負
う
。

　
（
契
約
の
解
除
）

第
1
4
条
　
甲
は
、
乙
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
甲
が
相
当
の
期
間

　
を
定
め
て
当
該
義
務
の
履
行
を
催
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
期
間
内
に
当
該
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
す
る
。

　
一
　
乙
が
賃
料
又
は
共
益
費
の
支
払
い
を
２
ヵ
月
以
上
怠
っ
た
と
き
。

　
二
　
乙
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
必
要
と
な
っ
た
修
繕
に
要
す
る
費
用
の
負
担
を
怠
っ
た
と
き
。
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第
2
1
条
　
乙
又
は
丙
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
っ
て
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
長
期
に
休
業
す
る
と
き
。

　
二
　
丙
の
住
所
・
氏
名
・
緊
急
の
連
絡
先
・
そ
の
他
の
変
更
。

　
三
　
丙
の
死
亡
又
は
解
散
。

　
（
損
害
賠
償
等
）

第
2
2
条
　
乙
が
明
渡
し
を
遅
延
し
た
と
き
は
、
乙
は
、
甲
に
対
し
て
、
賃
貸
借
契
約
が
解
除
さ
れ
た
日
又
は
、
消
滅
し
た
日
の
翌
日
か
ら
明

　
渡
し
完
了
の
日
ま
で
の
間
の
賃
料
の
倍
額
に
相
当
す
る
損
害
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
乙
又
は
そ
の
同
居
人
・
関
係
者
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
本
物
件
又
は
本
物
件
の
属
す
る
建
物
に
破
損
・
汚
損
・
故
障
そ
の
他
の
損

　
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
乙
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
甲
及
び
関
係
者
に
連
絡
し
、
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
乙
と
他
の
居
住
者
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
間
で
生
じ
た
損
害
賠
償
問
題
等
に
つ
い
て
は
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
そ
の
当
事
者
間
で
問

　
題
を
解
決
す
る
も
の
と
し
、
甲
は
、
こ
れ
に
関
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
甲
は
、
そ
の
責
に
よ
ら
な
い
火
災
、
盗
難
等
乙
の
損
害
若
し
く
は
本
物
件
の
居
住
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
非
常
事
態
の
発
生
に
よ
る

乙
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。

（
延
滞
損
害
金
）

第
2
3
条
　
乙
は
、
本
契
約
よ
り
生
じ
る
金
銭
債
務
の
支
払
い
を
遅
滞
し
た
と
き
は
、
年
（
3
6
5
日
あ
た
り
）
1
4
.
6
％
の
割
合
に
よ
る
延
滞
損
害

　
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

　
（
立
退
料
等
の
請
求
禁
止
）

第
2
4
条
　
本
契
約
が
解
除
又
は
合
意
に
よ
っ
て
終
了
し
た
場
合
に
は
、
乙
は
甲
に
対
し
て
移
転
料
・
立
退
料
・
損
害
賠
償
そ
の
他
何
等
の
名

　
目
の
如
何
を
問
わ
ず
、
一
切
の
請
求
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　
（
連
帯
保
証
人
）

第
2
5
条
　
丙
は
、
乙
と
連
帯
し
て
、
合
意
更
新
・
法
定
更
新
に
か
か
わ
ら
ず
本
契
約
が
存
続
す
る
限
り
、
本
契
約
か
ら
生
じ
る
乙
の
一
切
の

　
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
丙
の
負
担
は
、
記
名
押
印
欄
に
記
載
す
る
極
度
額
を
限
度
と
す
る
。

３
　
丙
は
、
本
契
約
書
に
実
印
を
押
捺
す
る
と
と
も
に
、
丙
の
引
受
を
証
す
る
実
印
を
確
認
す
る
た
め
、
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

４
　
丙
が
負
担
す
る
債
務
の
元
本
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
、
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
甲
が
丙
の
財
産
に
つ
い
て
、
賃
料
そ
の
他
の
本
契
約
に
よ
り
生
じ
る
乙
の
金
銭
の
支
払
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行

　
　
又
は
担
保
権
の
実
行
を
申
し
立
て
た
と
き
。
た
だ
し
強
制
執
行
又
は
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
開
始
が
あ
っ
た
と
き
に
限
る
。

　
二
　
丙
が
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

　
三
　
乙
又
は
丙
が
、
死
亡
し
た
と
き
。

５
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
、
又
は
丙
が
、
連
帯
保
証
人
と
し
て
要
求
さ
れ
る
能
力
又
は
資
力
を
失
っ
た
場
合
は
、
第
2
1
条
の
規
定
に
基
づ

　
き
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
甲
の
承
諾
す
る
新
た
な
連
帯
保
証
人
に
保
証
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
甲
と
の
間
で
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
連
帯
保
証
人
は
、
第
１
項
に
定
め
る
義
務
を
負
う
も
の
と

　
す
る
。

７
　
丙
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
甲
は
、
丙
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
賃
料
及
び
共
益
費
等
の
支
払
状
況
や
滞
納
金
の
額
、
損
害
賠
償
の
額

　
等
、
乙
の
全
て
の
債
務
の
額
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
免
責
）

第
2
6
条
　
地
震
、
火
災
、
風
水
害
等
の
災
害
、
盗
難
等
そ
の
他
不
可
抗
力
と
認
め
ら
れ
る
事
故
、
又
は
、
甲
若
し
く
は
乙
の
責
に
よ
ら
な
い

　
電
気
、
ガ
ス
、
給
排
水
等
の
設
備
の
故
障
に
よ
っ
て
生
じ
た
甲
又
は
乙
の
損
害
に
つ
い
て
、
甲
又
は
乙
は
互
い
に
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も

　
の
と
す
る
。

　
（
協
議
）

第
2
7
条
　
甲
及
び
乙
は
、
本
契
約
書
に
定
め
が
な
い
事
項
及
び
本
契
約
書
の
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
民
法
そ
の
他
の

　
法
令
及
び
慣
行
に
従
い
、
誠
意
を
も
っ
て
協
議
し
、
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
合
意
管
轄
裁
判
所
）

第
2
8
条
　
本
契
約
に
起
因
す
る
紛
争
に
関
し
、
訴
訟
を
提
起
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
本
物
件
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
（
簡
易
）

　
裁
判
所
を
第
一
審
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。

　
（
公
正
証
書
の
作
成
）
　

第
2
9
条
　
乙
及
び
丙
は
、
甲
の
請
求
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
契
約
及
び
こ
の
約
款
と
同
趣
旨
の
内
容
の
強
制
執
行
許
諾
文
言
付
公
正
証
書
を

　
作
成
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
（
更
新
に
関
す
る
事
項
及
び
特
約
事
項
）

第
3
0
条
　
更
新
に
関
す
る
事
項
及
び
特
約
事
項
に
つ
い
て
は
、
頭
書
（
４
）
に
記
載
す
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
甲
は
、
乙
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
義
務
違
反
に
よ
り
本
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

　
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
本
物
件
を
頭
書
（
２
）
記
載
の
使
用
目
的
以
外
の
用
に
供
し
た
と
き
。

　
二
　
第
1
0
条
（
第
４
項
の
第
四
号
か
ら
第
七
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
入
居
時
に
、
乙
又
は
連
帯
保
証
人
に
つ
い
て
告
げ
た
事
実
に
重
大
な
虚
偽
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

　
四
　
銀
行
取
引
停
止
処
分
を
受
け
、
又
は
破
産
手
続
き
、
民
事
再
生
手
続
き
、
特
別
清
算
手
続
き
、
会
社
更
生
手
続
き
の
申
立
が
あ
っ
た

　
　
と
き
、
あ
る
い
は
著
し
い
信
用
不
安
を
生
じ
た
と
き
。

　
五
　
そ
の
他
乙
が
本
契
約
の
各
条
項
に
違
反
し
た
と
き
。

３
　
甲
又
は
乙
の
一
方
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
何
ら
催
告
も
要
せ
ず
し
て
、
本
契
約
を
解

　
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
９
条
の
確
約
に
反
す
る
事
実
が
判
明
し
た
と
き
。

　
二
　
契
約
締
結
後
に
自
ら
又
は
役
員
が
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
し
た
と
き
。

４
　
甲
は
、
乙
が
第
1
0
条
第
４
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
何
ら
催
告
も
要
せ
ず
し
て
、
本
契
約
を
解
除

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
乙
か
ら
の
解
約
）

第
1
5
条
　
乙
は
、
甲
に
対
し
て
解
約
の
申
入
れ
を
し
た
場
合
に
は
、
頭
書
（
２
）
記
載
の
と
お
り
本
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乙
は
、
頭
書
（
２
）
に
掲
げ
る
解
約
の
申
入
れ
の
日
か
ら
解
約
の
効
力
の
発
生
す
る
日
ま
で
の
賃
料
相

　
当
額
を
甲
に
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
即
時
に
本
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
部
滅
失
等
に
よ
る
賃
料
の
減
額
等
）

第
1
6
条
　
本
物
件
の
一
部
が
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
乙
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に

　
よ
ら
な
い
と
き
は
賃
料
は
、
そ
の
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
部
分
の
割
合
に
応
じ
て
減
額
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
甲

　
及
び
乙
は
賃
料
減
額
の
程
度
、
期
間
、
賃
料
の
減
額
に
代
替
す
る
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
本
物
件
の
一
部
が
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
乙
が
賃
借
し
た
目

　
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
乙
は
、
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
契
約
の
終
了
）

第
1
7
条
　
本
契
約
は
、
本
物
件
の
全
部
が
滅
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

　
（
明
渡
し
及
び
明
渡
し
時
の
修
繕
）

第
1
8
条
　
乙
は
、
本
物
件
の
明
渡
し
を
す
る
と
き
に
は
、
明
渡
し
日
を
そ
の
3
0
日
前
ま
で
に
甲
に
通
知
し
、
立
会
日
を
協
議
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

２
　
乙
は
、
第
1
4
条
の
規
定
に
基
づ
き
本
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
ち
に
本
物
件
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
乙
は
、
明
渡
し
の
際
、
貸
与
を
受
け
た
頭
書
（
３
）
に
記
載
す
る
鍵
（
複
製
し
た
鍵
が
あ
れ
ば
複
製
全
部
を
含
む
。
）
を
甲
に
返
還
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
本
契
約
終
了
時
に
本
物
件
内
に
残
置
さ
れ
た
乙
の
所
有
物
が
あ
り
、
本
物
件
を
維
持
管
理
す
る
た
め
に
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
情
が

　
あ
る
時
は
、
乙
が
そ
の
時
点
で
こ
れ
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
し
、
甲
は
こ
れ
を
必
要
な
範
囲
で
任
意
に
処
分
し
、
そ
の
処
分
に
要
し
た

　
費
用
を
乙
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
本
物
件
の
明
渡
し
時
に
お
い
て
、
乙
は
、
本
物
件
内
に
乙
が
設
置
し
た
造
作
・
設
備
等
を
撤
去
し
、
本
物
件
の
変
更
箇
所
及
び
本
物
件

　
に
生
じ
た
汚
損
、
損
傷
箇
所
（
通
常
の
使
用
及
び
収
益
に
よ
っ
て
生
じ
た
本
物
件
の
損
耗
並
び
に
本
物
件
の
経
年
変
化
を
除
く
。
）
を
全

　
て
修
復
し
て
、
本
物
件
の
引
渡
し
当
初
の
原
状
に
復
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
乙
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
由

　
に
よ
り
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
状
回
復
を
要
し
な
い
。

６
　
甲
及
び
乙
は
、
前
項
に
基
づ
い
て
乙
が
行
う
原
状
回
復
の
内
容
及
び
方
法
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
立
入
り
）

第
1
9
条
　
甲
又
は
甲
の
指
定
す
る
者
は
、
本
物
件
の
防
火
、
本
物
件
の
構
造
の
保
全
そ
の
他
の
本
物
件
の
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

　
あ
ら
か
じ
め
乙
の
承
諾
を
得
て
、
本
物
件
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
乙
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
甲
又
は
甲
の
指
定
す
る
者
の
立
入
り
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
い
。

３
　
本
契
約
終
了
後
に
お
い
て
本
物
件
を
賃
借
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
本
物
件
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
本
物
件
の
確
認
を
す
る
と
き

　
は
、
甲
及
び
本
物
件
の
確
認
を
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
乙
の
承
諾
を
得
て
、
本
物
件
内
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
甲
は
、
火
災
に
よ
る
延
焼
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
乙
の
承
諾

　
を
得
る
こ
と
な
く
、
本
物
件
内
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
甲
は
、
乙
の
承
諾
を
得
ず
に
立
ち
入
っ
た
と
き
は
、

　
そ
の
旨
を
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
甲
の
通
知
義
務
）

第
2
0
条
　
甲
は
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
っ
て
乙
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
賃
料
等
支
払
い
方
法
の
変
更
。

　
二
　
本
物
件
の
管
理
業
者
の
変
更
。

（
乙
の
通
知
義
務
）
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更
新

予
定

者
一

覧
表

更
新

案
内

日
契

約
終

了
日

物
件

名
家

主
名

契
約

者
名

管
理

番
号

現
賃

料

日
8

2
月

2
0

年
0
0

和
令

邸
藤

加
令
和
0
0
年
05

月
3
1
日

高
橋
　
典
宏

山
本
　
卓
弥

0
0
1
-
0
3
-
0
0
1

¥
1
8
0
,
0
0
0

日
1

3
月

3
0

年
0
0

和
令

1
0

1
ツ

イ
ハ

　
フ

ー
ワ

ド
令
和
0
0
年
05

月
3
1
日

柏
木
　
明
輝

木
村
　
達
善

0
0
7
-
0
1
-
1
0
1

¥
48

,
7
0
0

日
0

1
月

3
0

年
0
0

和
令

3
0

2
ン

ラ
ス

カ
・

ン
レ

グ
令
和
0
0
年
06

月
1
0
日

佐
久
間
　
栄
子

山
下
　
久
弥

0
0
1
-
0
1
-
2
0
3

¥
64

,
0
0
0

日
0

1
月

4
0

年
0
0

和
令

3
0

1
荘

酔
仙

令
和
0
0
年
06

月
1
0
日

越
野
　
忠
則

三
鷹
自
動
車
株
式
会
社

0
0
2
-
0
2
-
1
0
3

¥
48

,
5
0
0

日
9

1
月

4
0

年
0
0

和
令

1
0

1
寺

円
高

・
ー

レ
バ

ン
サ

令
和
0
0
年
06

月
1
9
日

高
良
　
真
一

金
城
　
政
治

0
0
6
-
0
1
-
1
0
1

¥
72

,
0
0
0

日
9

1
月

4
0

年
0
0

和
令

B
山

白
ノ

ー
ラ

令
和
0
0
年
06

月
1
9
日

田
部
井
　
淳
子

吉
野
　
ま
ゆ
み

1
6
4
-
0
1
-
B

¥
1
2
6
,
0
0
0

令
和

0
0
年

0
3
月

3
0
日

1
 /

 1
 ペ

ー
ジ
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\75,000

\0 \0

\0 \0

\0 \0

\18,000

\0 \0

\96,000 \2,100

\0 \0

\0 \0

請　求　書

契約更新料

賃料精算金額

敷金の積増額

管理費精算金額

共益費精算金額

駐車料精算金額

付属施設料精算金額

雑費精算金額

保険料

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 物件名： エスポワールあゆみが丘 103

\0

本体

\0保証金補填額

契約更新手数料

2

摘要

28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

2 28 9

\3,000 \300

合計金額

月分

月分

月分

月分

月分

月分

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日割り

日分

日分

日分

日分

日分

日分

\0

001-04-103No.

佐藤　大 様

〒132-0024

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

エスポワールあゆみが丘 103

更新費用内訳

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

\75,000

総額

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\3,300

\98,100

\19,800 \1,800（ ）

令和00年12月10日

消費税（ ）

保証料

お振込先：

98,100

お支払期限：

ご請求額： 円

口座No

三井住友銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

武蔵境支店

7911036
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階

賃借人

定期建物賃貸借契約終了についての通知

Dai武蔵野

東京都武蔵野市境南町2-11-6

令和　　年　　月　　日

私が賃貸している下記建物については、 に期間の満了により賃貸借が終了

します。

なお、下記建物については、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)

を締結する意向がありますので、令和　　年　　月　　日までにご連絡ください。

株式会社ライフステージ 様

令和00年11月30日

令和00年12月01日

令和00年11月30日
3年 0ヵ月 0日間

賃　貸　人 住所

氏名

記

（2）契約期間

建物名称

所 在 地

始　  期

終　  期

から

まで

●現契約内容

令和00年12月01日

令和00年11月30日
3年 0ヵ月 0日間（1）契約内容

（2）賃料等

始　  期

終　  期

から

まで

●再契約内容

419,048

419,048

円

円

41,905

円

円

（4） ・再契約を行った場合は、賃借人は現契約の原状回復の債務を再契約に引き継ぐものと

します。

・賃借人は連帯保証人を付することが必要です。

●備考

円

円

円

円

円

（代理人が署名捺印する場合は賃貸人の印は不要）

上記代理人

氏名

住所

付属施設料

雑　　　費

12F 家屋番号

東京都小金井市前原町3-21-20

橋本　忠正

東京都武蔵野市中町1-9-5

株式会社ダンゴ不動産管理

38,095

38,095

円

円

3,809

円

円

円

円

円

(うち消費税)

円

(うち消費税)

(うち消費税)

(うち消費税)

(うち消費税)

(うち消費税)

(うち消費税)

(うち消費税)

印

印

（1）建   物

住戸番号

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

再契約料

敷　　　金

（3）再契約手数料
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令和00年06月10日

令和 令和

令和
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令和00年

令和00年令和00年

令和00年

88



令和00年

令和00年令和00年

令和00年
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令和00年

令和00年令和00年

令和00年
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入金管理関連
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請　 求　 書

料金内訳

012-01-01FNo.

星野　彬 様

〒186-0003

東京都国立市富士見台1-16-7

サマー・シャイン

20XX年08月31日

318,851

お支払期限：

ご請求額： 円

小平セント・バーナードビル1F 20XX年09月分

\15,702

\11,935

\18,524

\4,290

金　　額

合計

項　　目 摘　　要

検針

電　　　気

水　　　道

ガ　　　ス

回　線　料

\318,851

\251,900

\0

\0

\0

\11,000

\5,500

82231

前回指針 今回指針 使用量

82658 427

9709 9764 55

2536 2553 17

項　　目 摘　　要

電　　　気

水　　　道

ガ　　　ス

お振込先：

看　板　代

ゴミ収集代

口座No

三井住友銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

武蔵境支店

7911036

09月分

09月分

09月分

09月分

09月分

09月分

適格請求事業者登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

20XX年08月06日

\0繰　越　金

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

回　線　料

検針日:20XX年08月04日

検針日:20XX年08月02日

検針日:20XX年08月01日

検針日:20XX年08月04日

検針日:20XX年08月02日

検針日:20XX年08月01日

10％

10％

10％

10％

消 費 税

10％

10％

10％

税率10％対象合計 (うち消費税) \318,851 (\28,986)
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適格請求事業者登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

請　 求　 書

料金内訳

012-01-01FNo.

50,451

お支払期限：

ご請求額： 円

小平セント・バーナードビル1F 20XX年09月分

\15,702

\11,935

\18,524

\4,290

消 費 税金　　額

合計

要　摘目　項

検針

電　　　気

水　　　道

ガ　　　ス

回　線　料

\50,451

82231

前回指針 今回指針 使用量

82658 427

9709 9764 55

2536 2553 17

項　　目 摘　　要

電　　　気

水　　　道

ガ　　　ス

お振込先：

口座No

三井住友銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

武蔵境支店

7911036

星野　彬 様

〒186-0003

東京都国立市富士見台1-16-7

サマー・シャイン

20XX年08月31日

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

20XX年08月06日

回　線　料

検針日:20XX年08月04日

検針日:20XX年08月02日

検針日:20XX年08月01日

検針日:20XX年08月04日

検針日:20XX年08月02日

検針日:20XX年08月01日

税率10％対象合計 (うち消費税) \50,451 (\4,586)

10％

10％

10％

10％
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分分

）込税（）込税（

分分

）込税（）込税（

THL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525
株式会社ダンゴ不動産

沖縄銀行 牧志支店
普通 7697686
株式会社ダンゴ不動産

書求請針検道水書求請針検道水

書求請針検道水書求請針検道水

下記口座にお振込ください

901
今 回 検 針 922
ご 使 用 量 21

ｶ)ﾀﾞﾝｺﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ

東京都文京区千石1-1-8
千石ダンゴビル 15F・16F

グレン・カスラン 104
千葉 翔 様

20XX/04

グレン・カスラン 103
佐藤 由佳 様

20XX/04
前 回 検 針 2,961

ご 使 用 料 金 \3,921
お 支 払 期 限 20XX年4月30日

前 回 検 針
今 回 検 針 2,986
ご 使 用 量 25

千石ダンゴビル 15F・16F
TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

株式会社ダンゴ不動産

沖縄銀行 牧志支店
普通 7697686
株式会社ダンゴ不動産

ご 使 用 料 金 \3,921
お 支 払 期 限 20XX年4月30日

下記口座にお振込ください

ｶ)ﾀﾞﾝｺﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ

東京都文京区千石1-1-8

グレン・カスラン 101

971
23

前 回 検 針
今 回 検 針
ご 使 用 量

千石ダンゴビル 15F・16F
TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

東京都文京区千石1-1-8

お 支 払 期 限 20XX年4月30日

7697686

下記口座にお振込ください

20XX/04

沖縄銀行 牧志支店
普通

グレン・カスラン 102
国分 利夫 様

20XX/04
前 回 検 針 2,444
今 回 検 針 2,465

千石ダンゴビル 15F・16F
TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

株式会社ダンゴ不動産

普通 7697686
株式会社ダンゴ不動産
ｶ)ﾀﾞﾝｺﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ

東京都文京区千石1-1-8

吉田 啓二 様

948

株式会社ダンゴ不動産
ｶ)ﾀﾞﾝｺﾞﾌﾄﾞｳｻﾝ

ご 使 用 量 21

ご 使 用 料 金 \3,217
お 支 払 期 限 20XX年4月30日

下記口座にお振込ください
沖縄銀行 牧志支店

\3,569ご 使 用 料 金

株式会社ダンゴ不動産

94



 小
平

セ
ン
ト

・
バ
ー

ナ
ー
ド

ビ
ル

令
和

0
0年

0
4
月

分
 請

求
書

一
覧

表

管
理

番
号

/
室

区
画

N
o

合
計

電
　

　
　

気
水

　
　

　
道

ガ
　

　
　

ス
回

　
線

　
料

看
　

板
　

代
ゴ

ミ
収

集
代

支
払

者
氏

名
繰

越
金

そ
の

他
賃

　
　

　
料

管
　

理
　

費
共

　
益

　
費

駐
　

車
　

料

0
9
2,

4
\

0
6
1

,
7

1
\

7
8

3
,

71
3

\
5
1

5,
9

\
2

2
0

,8
1

\
F

1
1

0
-

1
0

-
2

1
0

\
2
5
1
,
9
0
0

\
0

\
0

\
0

\
1
1
,
0
0
0

\
5
,5

0
0

株
式
会

社
サ

マ
ー

\
0

契

0
9
2,

4
\

2
5
2

,
6

1
\

6
8

7
,

60
3

\
5
2

8
,
2

2
\

9
1

0
,7

1
\

F
2

2
0

-
1

0
-

2
1

0
\
2
2
9
,
9
0
0

\
0

\
0

\
0

\
1
1
,
0
0
0

\
5
,5

0
0

P
U
B
 
A
K
E
M
I

契

0
9

2,
4

\
5
2

6
,

9
\

8
1

1
,

60
2

\
5
6

4,
3

\
8

3
2

,
7
\

F
3

3
0

-
1

0
-

2
1

0
\
1
6
5
,
0
0
0

\
0

\
0

\
0

\
1
1
,
0
0
0

\
5
,5

0
0

株
式
会

社
西

東
京

契

0
9
2,

4
\

7
1
1

,
3

1
\

6
5

5
,

51
2

\
0
1

9,
8

\
9

3
7

,
7
\

F
4

4
0

-
1

0
-

2
1

0
\
1
6
5
,
0
0
0

\
0

\
0

\
0

\
1
1
,
0
0
0

\
5
,5

0
0

白
石
司

法
書

士
事

契

0
9

2,
4

\
0
3

0
,

8
\

1
2

9
,

32
2

\
5
0

3,
8

\
6

3
7

,
6
\

F
5

5
0

-
1

0
-

2
1

0
\
1
8
0
,
3
6
0

\
0

\
0

\
0

\
1
0
,
8
0
0

\
5
,4

0
0

白
河
　

範
義

契

0
9
2,

4
\

7
5
3

,
1

1
\

4
1

6
,

43
1

\
0
8

2,
5

\
7

8
9

,
6
\

1-
F

7
7

0
-

1
0

-
2

1
0

\
9
3
,
5
0
0

\
0

\
0

\
0

\
7
,7

0
0

\
5
,5

0
0

有
限
会

社
ヒ

ー
ト

契

0
9
0,

2
\

0
5
4

,
0

1
\

3
4

0
,

83
1

\
5
0

3,
8

\
8

9
4

,0
1

\
2-

F
7

7
0

-
1

0
-

2
1

0
\
9
3
,
5
0
0

\
0

\
0

\
0

\
7
,7

0
0

\
5
,5

0
0

松
葉
　

省
吾

契

0
9

0,
2

\
2
8

5
,

5
\

6
2

4
,

92
1

\
5
1

5,
9

\
9

3
7

,
7
\

1-
F

8
8

0
-

1
0

-
2

1
0

\
9
1
,
3
0
0

\
0

\
0

\
0

\
7
,7

0
0

\
5
,5

0
0

グ
レ
ー

ス
テ

ィ
ア

契

0
9

0,
2

\
7
4

7
,

5
\

8
1

1
,

33
1

\
0
4

5
,
2

1
\

1
4

2
,

8
\

2-
F

8
8

0
-

1
0

-
2

1
0

\
9
1
,
3
0
0

\
0

\
0

\
0

\
7
,7

0
0

\
5
,5

0
0

株
式
会

社
タ

フ
ガ

契

0
9

0,
2

\
2
2

9
,

4
\

4
2

3
,

34
3

\
5
2

7
,
0

1
\

7
8

9
,

6
\

F
9

9
0

-
1

0
-

2
1

0
\
3
0
2
,
4
0
0

\
0

\
0

\
0

\
1
0
,
8
0
0

\
5
,4

0
0

テ
ッ

ク
ビ

ー
ク

株
契

3
9

2
,

8
4
1

,
2

\
0

\
0
\

0
\

0
\

0
\

0
0

1
,

4
3
\

5
8

3
,

9
9
\

6
0

2
,7

9
\

2
4
2

,
2

0
1

\
合

　
計

\
1
,
6
6
4
,
1
6
0

\
0

\
0

\
0

\
9
6
,
4
0
0

\
5
4
,
8
0
0

\
0

\
0

ジ
ー

ペ 
1 / 

1
日

0
3

月
3

0
年

0
0

和
令

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

95



 小
平
セ

ン
ト

・
バ
ー

ナ
ー
ド

ビ
ル

令
和

0
0
年

0
4
月

分
 
請

求
書

画
面

一
覧

表

使
用

量
管

理
番

号
/
室

区
画

N
o

料
金

使
用

量
今

回
指

針
前

回
指

針
料

金
使

用
量

今
回

指
針

前
回

指
針

料
金

今
回

指
針

前
回

指
針

（
う

ち
消

費
税

）

合
計

電
　

　
　

気
水

　
　

　
道

ガ
　

　
　

ス
回

　
線

　
料

支
払

者
氏

名
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)
(う

ち
消

費
税

)

検
針

日
検

針
日

検
針

日
使

用
量

料
金

今
回

指
針

前
回

指
針

検
針

日

8
0
3
1
0

\
1
7
,
1
6
0

\
1
,
5
6
0

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
1
F

1
F

7
9
8
3
0

2
2
0

,
8

1
\

4
7
4
9

0
8
4

\
1
,
6
3
8

9
4
2
1

5
1
5
,

9
\

7
7
4
2

3
5

\
8
6
5

2
4
6
4

7
8

9
,

8
4

\
3
1

\
4
,4
5
3

株
式
会
社
サ
マ
ー
・
シ
ャ

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

7
9
2
6
6

\
1
6
,
2
5
2

\
1
,
4
7
7

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
2
F

2
F

7
8
8
1
9

9
1
0

,
7

1
\

7
6
3
8

7
4
4

\
1
,
5
4
7

8
3
1
8

5
2
8

,2
2

\
1

3
7
8

9
4

\
2
,
0
7
5

8
6
9
6

6
8

3
,

0
6

\
5
3

\
5
,4
8
9

P
U
B
 
A
K
E
M
I

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

3
3
1
7
1

\
9
,
6
2
5

\
8
7
5

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
3
F

3
F

3
2
9
6
5

8
3
2

,
7

\
0

8
6
1

6
0
2

\
6
5
8

1
6
7
0

5
6
4
,

3
\

8
2
8

0
1

\
3
1
5

8
2
5

8
1

6
,

4
2

\
3

\
2
,2
3
8

株
式
会
社
西
東
京
総
合
警

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

4
6
0
0
0

\
1
3
,
1
1
7

\
1
,
1
9
2

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
4
F

4
F

4
5
6
6
7

9
3
7

,
7

\
7

8
6
1

3
3
3

\
7
0
3

1
6
7
5

0
1
9
,

8
\

7
3
4
1

2
1

\
8
1
0

1
4
2
5

6
5

0
,

4
3

\
2
1

\
3
,0
9
5

白
石
司
法
書
士
事
務
所

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

2
4
6
9
7

\
8
,
0
3
0

\
7
3
0

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
5
F

5
F

2
4
5
4
9

6
3
7

,
6

\
5

76
0

2
8

4
1

\
6
1
2

2
0
66

7

5
0
3

,
8

\
2
2
7

0
2

8

\
7
5
5

2
0
7
1
1

1
6

3
,

7
2

\
1
1

\
2
,4
8
7

白
河
　
範
義

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

4
2
6
6
2

\
1
1
,
3
5
7

\
1
,
0
3
2

\
4
,2
9
0

\
3
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
7
F

7
F
-1

4
2
3
9
3

7
8
9

,
6

\
8

6
7
1

9
6
2

\
6
3
5

1
7
5
9

0
8
2

,
5

\
2
7
2

1
9

\
4
8
0

1
2
6
6

4
1

9
,

7
2

\
6

\
2
,5
3
7

有
限
会
社
ヒ
ー
ト
ロ
ッ
ク

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

3
5
3
1
7

\
1
0
,
4
5
0

\
9
5
0

\
2
,0
9
0

\
1
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
7
F

7
F
-2

3
5
0
8
1

8
9
4

,
0

1
\

3
5
4
3

6
3
2

\
9
5
4

3
4
3
0

5
0
3
,

8
\

8
7
8
1

3
2

\
7
5
5

1
8
6
7

3
4

3
,

1
3

\
1
1

\
2
,8
4
9

松
葉
　
省
吾

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

8
4
4
8

\
5
,
5
8
2

\
5
0
7

\
2
,0
9
0

\
1
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
8
F

8
F
-1

8
3
8
9

9
3

7
,

7
\

6
5
1

1
9
5

\
7
0
3

1
1
4
4

5
1
5
,

9
\

5
6
4
1

2
1

\
8
6
5

1
4
5
2

6
2

9
,

4
2

\
3
1

\
2
,2
6
5

グ
レ
ー
ス
テ
ィ
ア
ラ
・
愛

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

1
0
2
5
0

\
5
,
7
4
7

\
5
2
2

\
2
,0
9
0

\
1
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
8
F

8
F
-2

1
0
1
8
5

1
4

2
,

8
\

7
2
3

1
5
6

\
7
4
9

1
3
1
3

0
4
5

,2
1

\
0

7
6
1

4
1

\
1
,
1
4
0

1
6
5
2

8
1

6
,

8
2

\
8
1

\
2
,6
0
1

株
式
会
社
タ
フ
ガ
イ

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

2
8
5
0

\
4
,
9
2
2

\
4
4
7

\
2
,0
9
0

\
1
9
0

0
1
2
-
0
1
-
0
9
F

9
F

2
8
1
5

7
8

9
,

6
\

9
5
7

5
3

\
6
3
5

7
5
0

5
2
7

,0
1
\

8
1
9

9

\
9
7
5

9
0
3

4
2

7
,

4
2

\
5
1

\
2
,2
4
7

テ
ッ
ク
ビ
ー
ク
株
式
会
社

2
3
/
0
3
/
0
1

2
3
/0

3
/
0
1

X
X
/
0
3
/
0
1

\
1
0
2
,
2
4
2

\
9
,
2
9
2

\
9
7
,
2
0
6

\
8
,
8
3
4

\
9
9,

3
8
5

\
9
,
0
3
5

\
3
4,
1
0
0

\
3
,1
0
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
0

\
3
3
2
,
9
3
3

\
3
0
,
2
6
1

合
　

計

（
う

ち
消

費
税

）

ジ
ー

ペ 
1 / 

1
日

03
月

3
0

年
0
0

和
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入
　
金

　
予

　
定

　
表

 家
主
名
：
 
佐
久
間
　
栄
子
 
様

 物
件
名
：
 
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
あ
ゆ
み
が
丘

振
込

先
室

区
画
N
o

契
約

者
名

入
金

額
入

金
日

入
金

予
定

額
入

金
予
定

日

令
和
0
0
年
0
3
月
分

分
納

管
理

番
号

0
0

2
,
3

9
\

己
直

　
村

植
1

0
1

料
賃

（
友

住
井

三
\
9
3
,
2
0
0

令
和
0
0
年
0
2
月
2
5
日

0
0
1
-
0
4
-
1
0
1

契

0
0

2
,
3

9
\

和
貴

　
部

阿
2

0
1

料
賃

（
友

住
井

三
\
9
3
,
2
0
0

令
和
0
0
年
0
2
月
2
5
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

0
0
1
-
0
4
-
1
0
2

契

0
0

0
,
1

8
\

大
　

藤
佐

3
0

1
料

賃
（

友
住

井
三

\
8
1
,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
1
0
3

契

0
0

0
,
5

7
\

子
美

由
　

藤
遠

4
0

1
料

賃
（

友
住

井
三

\
7
5
,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
1
0
4

契

0
0

0
,
6

\
ね

か
あ

　
藤

遠
4

0
1

料
賃

（
友

住
井

三
\
6
,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
1
0
4

入

0
6

9
,
4

9
\

子
裕

　
水

清
6

0
1

料
賃

（
友

住
井

三
\
9
4
,
9
6
0

0
0
1
-
0
4
-
1
0
6

契

0
0

0
,
9

8
\

朗
二

爽
　

本
関

1
0

2
替

振
（

友
住

井
三

\
8
9
,
0
0
0

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

0
0
1
-
0
4
-
2
0
1

契

0
0

2
,
3

1
\

助
庄

　
野

紺
1

0
2

替
振

（
友

住
井

三
\
1
3
,
2
0
0

0
0
1
-
0
4
-
2
0
1

入

0
0

0
,
9

8
\

ト
ッ

ネ
ゴ

ン
ダ

コ
社

会
式

株
2

0
2

替
振

（
友

住
井

三
\
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,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
2
0
2

契

0
0

0
,
7
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\
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ン
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コ
社
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式
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3

0
2
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（
友

住
井

三
\
8
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,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
2
0
3

契

0
0

5
,
6

8
\

行
篤
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木
4

0
2

替
振

（
友

住
井

三
\
8
6
,
5
0
0

0
0
1
-
0
4
-
2
0
4

契

0
0

0
,
0

8
\

明
恒

　
部

渡
5

0
2

替
振

（
友

住
井

三

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

\
8
0
,
0
0
0

0
0
1
-
0
4
-
2
0
5

契

\
8
8
8
,
0
6
0

\
8
8
8
,
0
6
0

合
 
計

ジ
ー

ペ 
1 / 

1
日

8
2

月
3

0
年

0
0

和
令

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
1
0
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
8
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日

令
和
0
0
年
0
2
月
2
7
日
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0
2
/
2
8
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 領　 収　 証

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 田中　悠一 様

仙酔荘 104

 20XX年08月27日

65, 000

上記金額正に領収いたしました。

金　 額 円
収

入

印

紙

内　 訳

\0

\5,000

\11,000

付属施設料 \0

雑　　　費 \0

非課税

10％

摘要 総額 うち消費税

\49,000 非課税

但し、賃料等の精算金として

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 田中　悠一 様

仙酔荘 104

 20XX年08月27日

65, 000

上記金額正に領収いたしました。

金　 額 円

内　 訳

\0

\5,000

\11,000

付属施設料 \0

雑　　　費 \0

非課税

10％

摘要 総額 うち消費税

\49,000 非課税

但し、賃料等の精算金として

分納No

そ　の　他 \0

そ　の　他 \0

002-02-104部屋管理No

 XX年09月分年月分

扱 者 印

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

賃　　　料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

 領　 収　 証　 （ 控）

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123税率10％対象合計 \11,000 \1,000
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未
 入

 金
 明

 細
 表

物
件
名

契
約

者
名

差
額

入
金

額
入
金
予
定

額
年

月
分

契
約

期
間

 家
主
名
：
 
田
部
井
　
淳
子
 
様

令
和
0
0
年
0
3
月
0
1
日
 
～
 
令
和
0
0
年
0
3
月
3
1
日

分
納

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
大
久
保

相
田
　
富
士
夫

-
\
91

,
4
0
0

\
0

\
9
1,
4
0
0

～
令
和
6
年
0
8
月
19
日

令
和
0
0
年
0
8
月
2
0
日

2
0
X
X
/
0
4

2
0
1

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
大
久
保

香
川
　
千
登
勢

-
\
92

,
5
0
0

\
0

\
9
2,
5
0
0

～
令
和
6
年
0
7
月
14
日

令
和
0
0
年
0
7
月
1
5
日

2
0
X
X
/
0
4

2
0
2

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
大
久
保

宮
西
　
統

-
\
92

,
4
0
0

\
0

\
9
2,
4
0
0

～
令
和
0
0
年
0
5
月
31
日

令
和
0
0
年
0
6
月
0
1
日

2
0
X
X
/
0
4

3
0
3

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
上
井
草

野
瀬
　
ミ
ユ
キ

-
\
91

,
4
0
0

\
0

\
9
1,
4
0
0

～
令
和
0
0
年
0
3
月
31
日

令
和
0
0
年
0
4
月
0
1
日

2
0
X
X
/
0
4

1
0
1

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
狛
江

塙
　
好
文

-
\
92

,
4
0
0

\
0

\
9
2,
4
0
0

～
令
和
0
0
年
0
9
月
30
日

令
和
0
0
年
1
0
月
0
1
日

2
0
X
X
/
0
4

1
0
1

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
高
砂

大
野
　
譲

-
\
92

,
4
0
0

\
0

\
9
2,
4
0
0

～
令
和
0
0
年
0
8
月
31
日

令
和
0
0
年
0
9
月
0
1
日

2
0
X
X
/
0
4

1
0
1

契
フ
レ
グ

ラ
ン
ス
三
鷹

原
　
政
利

-
\
90

,
6
2
0

\
0

\
9
0,
6
2
0

～
令
和
0
0
年
0
6
月
27
日

令
和
0
0
年
0
6
月
2
8
日

2
0
X
X
/
0
4

1
0
2

契
美

淳
　

森
永

山
白

ノ
ー

ラ
-
\
12
6
,
0
00

\
0

\
1
26
,
0
0
0

～
令
和
0
0
年
0
1
月
06
日

令
和
0
0
年
0
1
月
0
7
日

2
0
X
X
/
0
4

A

契
み

ゆ
ま

　
野

吉
山

白
ノ

ー
ラ

-
\
12
6
,
0
00

\
0

\
1
26
,
0
0
0

～
令
和
0
0
年
0
6
月
19
日

令
和
0
0
年
0
6
月
2
0
日

2
0
X
X
/
0
4

B

契
翔

　
田

奥
山

白
ノ

ー
ラ

-
\
12
8
,
0
00

\
0

\
1
28
,
0
0
0

～
令
和
0
0
年
0
8
月
14
日

令
和
0
0
年
0
8
月
1
5
日

2
0
X
X
/
0
4

C

契
男

嗣
　

藤
加

山
白

ノ
ー

ラ
-
\
12
8
,
0
00

\
0

\
1
28
,
0
0
0

～
令
和
0
0
年
0
8
月
19
日

令
和
0
0
年
0
8
月
2
0
日

2
0
X
X
/
0
4

D

\
1
,
1
5
1
,
1
2
0

合
計

\
0

-
\
1
,
1
5
1
,
1
2
0 ジ

ー
ペ 

1 / 
1

日
8

2
月

3
0

年
0
0

和
令
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督　促　状

令和00年04月分賃　料　等 \93,200

延滞損害金

合計

187,778

\187,778

前略、下記物件の賃料等につき、本日現在未入金となっております。

つきましては、下記期限内に必ずお支払い下さる様お願い致します。

下記期限を経過してもご入金がない場合は、賃貸借契約を解除し、本物件の使用を禁止させて頂く

ことになりますので、ご了承ください。

請求金額：

口座No.

令和00年05月10日お支払い期限：

円

令和00年05月分 \93,200

\1,378

 エスポワールあゆみが丘102物件名：

内訳：

お振込先：

記

項　　目 請求月 金　　額

001-04-102No.

阿部　貴和 様

〒132-0024

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

エスポワールあゆみが丘 102

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2519 FAX:03-4004-2525

三菱東京ＵＦＪ銀行 千駄木

普通 9105540

猪瀬　龍治

令和00年05月01日
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催　告　状

賃料等 \93,200

\93,200

延滞損害金

合計

187,778

\187,778

前略、下記物件の賃料等につき、再三にわたり督促いたしておりますが、弊社といたしましても、

これ以上お支払いをお待ちする事ができません。

つきましては、下記滞納金額を下記期限内に必ずお支払い下さい。万一、期限内にお支払いがない

場合は、不本意ながら法的手段を取らせて頂きますので、ご承知おき下さい。

請求金額：

口座No.

お支払い期限：

円

\1,378

 エスポワールあゆみが丘102物件名：

内訳：

お振込先：

記

項　　目 請求月 金　　額

001-04-102No.

阿部　貴和 様

〒132-0024

神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

エスポワールあゆみが丘 102

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2519 FAX:03-4004-2525

三菱東京ＵＦＪ銀行 千駄木

普通 9105540

猪瀬　龍治

令和00年04月分

令和00年05月分

令和00年05月10日

令和00年05月01日
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督
 促

 状
 作

 成
 一

 覧
 表

支
払

者
T
E
L

年
月

分
入

金
日

入
金

予
定

額
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 領　収　証

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐久間　栄子 様

エスポワール美しが丘

 20XX年02月15日

193,320

上記金額正に領収いたしました。

金　額 円(税込)

但し

収

入

印

紙

内　訳

\550

\13,200

\1,320

\85,800

\41,250

10％

10％

10％

10％

10％

摘要 総額 うち消費税

\51,200 10％管理料

月基準　管理料 他 として2

 領　収　証（控）

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐久間　栄子 様

エスポワール美しが丘

001-04

 20XX年02月15日

193,320

上記金額正に領収いたしました。

金　額 円(税込)

但し
内　訳

振込手数料 \550

清掃・ごみ収集費 \13,200

修繕費 \1,320

契約更新手数料 \85,800

仲介料 \41,250

その他

10％

10％

10％

10％

10％

摘要 総額 うち消費税

\51,200 10％管理料

月基準　管理料 他 として2

振込手数料

清掃・ごみ収集費

修繕費

契約更新手数料

仲介料

その他

扱 者 印

001-04物件管理No

物件管理No

税率10％対象合計 \193,320 \17,574

税率10％対象合計 \193,320 \17,574

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123
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請　求　書

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐久間　栄子 様

エスポワール美しが丘 20XX年02月分

\550

\13,200

金　　額

\193,320合計

\1,320エントランス電球交換×２カ所

\85,800更新料の50%+消費税

\41,250

002,15\料理管合総 賃料の5%＋消費税

20XX年02月15日

要　　摘目　　項

振込手数料

清掃・ごみ収集費

修繕費

契約更新手数料

仲介料

その他

（No．001-04）

 〒185-0021

 東京都国分寺市南町1-1-1

193,320

お支払期限：

ご請求額： 円

お振込先：

口座No

三井住友銀行

普通

株式会社ダンゴ不動産

武蔵境支店

8655736

登録番号:Ｔ1-2345-6789-0123

10％

10％

消 費 税

10％

10％

10％

10％

税率10％対象合計 (うち消費税) \193,320 (\17,574)
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賃料等精算明細書（送金内訳書）

株式会社ダンゴ不動産

〒112-0011 東京都文京区千石1-1-8

千石ダンゴビル 15F・16F

TEL:03-4004-2521 FAX:03-4004-2525

 佐久間　栄子 様

エスポワール美しが丘 20XX年02月分

¥878,370 0¥073,878\

¥0 0¥0\

¥42,354 0¥453,24\

¥48,000 065,4¥065,25\

0¥0¥他　の　そ \0

\150,000

\0

¥0 ¥0\0

\75,000

\1,371,138

\1,145,517

収支報告日

¥150,000

¥0

合　　計　　① －　②

¥20,903 0¥309,02\

¥11,451 0¥154,11\

¥500 ¥50\550

¥23,540 ¥2,354\25,894

本　　体 消 費 税総　　額

\225,621小　　計　　②

¥5,825 ¥582\6,407

¥12,000 ¥1,200\13,200

¥1,200 ¥120\1,320エントランス電球交換×２カ所

¥78,000 ¥7,800\85,800更新料の50%+消費税

¥37,500 ¥3,750\41,250

小　　計　　①

¥0¥75,000

0¥005,041\ ¥140,500

0¥0\填補金証保 ¥0

口座No.

456,4¥645,64¥料理管合総 \51,200賃料の5%＋消費税

20XX年02月15日

1,145,517

送金日：

送金額：

送金先：

20XX年02月15日

付属施設料

雑 費

円 三菱ＵＦＪ銀行

普通

佐久間　栄子

青葉台支店

8413961

項　　目 摘　　要

振込手数料

電気代

水道代

清掃・ごみ収集費

修繕費

契約更新手数料

仲介料

その他

（No．001-04）

 〒185-0021

 東京都国分寺市南町1-1-1

賃 料

管　理　費

共　益　費

駐　車　料

礼 金

敷 金

保　証　金

権　利　金

更　新　料
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修繕履歴関連
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修
繕

履
歴

一
覧

表

登
録

日
・
完

了
日

種
類

・
発

生
元

登
録

番
号

・
物

件
名

内
容

費
用

完
了

家
主

名
備

考
修

繕
業

者

X
X
/
0
2
/
0
3

佐
久
間
　
栄
子

エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
あ
ゆ
み
が
丘
1
0
3

部
屋
ク
レ
ー
ム

隣
室
（
1
0
2
）
が
、
深
夜
に
騒
ぐ
。
麻
雀
の
よ
う
な
音
。

X
X
/
0
2
/
0
9

高
橋
さ
ん
か
ら
連
絡
し
注
意
し
た
。

0
0
1
-
0
4
-
1
0
3

ク
レ
ー
ム

X
X
/
0
2
/
2
1

株
式
会
社
 ナ

ス
テ
ィ
・
バ
ン
チ

府
中
グ
リ
ー
ン
王
国
8
0
1

¥
0

奥
様
よ
り
。
コ
ン
ロ
が
着
火
し
難
い
。

→
お
客
様
が
自
分
で
電
池
交
換
し
て
い
た
だ
け
る
と
の
こ
と
。

X
X
/
0
2
/
2
1

武
藤
さ
ん
が
点
検
時
に
電
池
交
換
し
て
い
な
い
？

再
度
点
検
時
チ
ェ
ッ
ク
表
を
徹
底
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
武
藤
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
。

2
1
3
-
0
1
-
8
0
1

ク
レ
ー
ム

X
X
/
0
2
/
2
1

高
橋
　
典
宏

ロ
ッ
ト
ワ
イ
ラ
ー
武
蔵
野
2
0
4

¥
6
2
,
64

0

エ
ア
コ
ン
交
換

X
X
/
0
3
/
0
5

0
1
0
-
0
2
-
2
0
4

修
繕

X
X
/
0
3
/
1
3

佐
藤
　
忠
保

H
o
n
k
e
y
 
T
o
n
k
 
K
O
G
A
N
E
I

¥
9
2
,
57

7

原
状
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事

X
X
/
0
3
/
3
0

0
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3
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0
1
-
0
0
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修
繕
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/
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/
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1
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む
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3
0
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7
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5
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原
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事
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繕
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/
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/
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に
は
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か
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。
ま
ず
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察
に
連
絡
し
た
く
れ
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よ
う
に
伝
え
、
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記
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察
か
ら
の
照
会
が
無
い
と
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せ
な
い
と
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答
し
た
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。
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-
0
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0
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繕
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神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

エスポワールあゆみが丘 103

令和00年05月10日現在
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様

～

4．家賃等の収受状況

別添の年間収支実績表をご覧下さい

（3）その他
対応内容

滞納につき、書面通知等の未収金の督促
対応日 対応項目

20XX年5月1日 未収金の督促

（2）居室内（専有部）
対応日 対応項目 対応住戸 対応内容

20XX年4月28日 原状回復工事 102号室 退去により、原状回復工事クリーニング、クロス張替

20XX年5月10日 空室巡回 202号室 室内換気、通水、簡易清掃、郵便ポスト確認
20XX年5月3日 修繕工事 101号室 エアコンの故障により、委託先業者手配し、点検・部品交換

清掃

建物巡回

対応内容
20XX年3月～5月

20XX年5月18日

建物内共有部

建物内外共用部

毎月第１火曜日に エントランス、 E V ホール、廊下、階段の 清掃

EVホールの蛍光灯交換、持主不明の自転車保管
20XX年3月～5月 清掃 建物外共有部 毎月第1金曜日に駐輪場、ごみ置き場 の清掃、除草

20XX年5月25日

3．管理業務の実施状況

記

1．対象物件
物件名称

物件所在地

2．対象期間

エスポワールあゆみが丘
神奈川県横浜市青葉区あゆみが丘2-4

（1）居室外（建物設備、共用部）
対応日 対応項目 対応箇所

期　間 20XX年3月1日

20XX年5月25日

賃貸住宅管理業務に関する定期報告書

家主　太郎

　賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律第20条に基づき、下記に記載する期間に実施した管理業務の
実施状況についてご報告いたします。なお、ご不明な点がございましたら弊社担当者までご連絡ください。
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〇〇〇〇〇〇

●月●日　点検し、 部品交換を実施101号室のエアコン故障入居者20XX年5月3日

管理担当者

住　所
連絡先
登録番号

担当者

［共用］株式会社ダンゴ不動産
猪瀬　龍治
東京都文京区千石1-1-8 千石ダンゴビル 15F・16F
03-4004-2519
国土交通大臣 (2) 第〇〇〇〇〇〇号
氏名
賃貸不動産経営管理士番号

6．その他事項

以　上

賃貸住宅管理業者
代表者

5．苦情の発生状況及び対応状況
発生日 苦情の属性 苦情内容 対応内容・結果
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ファームバンキング
（金融機関連動）
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1
3
1
,2

2
0

5
8

6
7

6
9

3
一

憲
　

井
村

ﾐｽ
ﾞﾎ

ﾐｻ
ﾄ

レ
オ

ン
ベ

ル
ガ

ー
む

さ
し

1
0
3

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
1
2
2
,2

2
0

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
1
2
2
,2

2
0

4
5

5
0

1
3

5
功

　
野

岡
ﾐﾂ

ｲ
ｽ

ﾐﾄ
ﾓ

ｶ
ﾂ
ｼ
ｶ

レ
オ

ン
ベ

ル
ガ

ー
む

さ
し

1
0
6

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
1
3
1
,2

2
0

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
1
3
1
,2

2
0

7
6

3
0

0
7

2
弘

和
　

宮
ノ

二
ﾐﾂ

ﾋ
ﾞｼ

ﾄｳ
ｷ

ﾖ
ｳ

U
F
J

ﾆ
ｼ
ｵ

ｷ
ﾞｸ

ﾎ
ﾞ

レ
オ

ン
ベ

ル
ガ

ー
む

さ
し

2
0
1

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
1
3
0
,2

2
0

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
1
3
0
,2

2
0

9
0

8
7

2
9

5
え

さ
　

澤
中

ﾕ
ｳ

ﾁ
ﾖ

レ
オ

ン
ベ

ル
ガ

ー
む

さ
し

2
0
2

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
1
3
2
,2

2
0

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
1
3
2
,2

2
0

6
4

1
6

3
8

4
真

　
本

瀧
ｲ
ﾜ
ﾃ

ﾀ
ｶ
ﾀ
ﾞ

レ
オ

ン
ベ

ル
ガ

ー
む

さ
し

2
0
3

\
7
7
9
,3

2
0

0
2

3
,

97
7

\
:

計
　

小
6

件

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
6
9
,1

7
6

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
6
9
,1

7
6

0
9

4
3

1
2

6
義

一
　

村
西

ｲ
ﾁ
ｶ
ﾜ
ｼ
ﾉ
ｳ

ｷ
ﾖ
ｳ

ﾁ
ﾕ

ｳ
ｵ

ｳ
S

A
K
U

R
A

 ハ
イ

ツ
2
0
2

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
6
9
,1

7
6

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
6
9
,1

7
6

2
1

3
3

0
3

8
生

陽
　

井
石

ﾐﾂ
ｲ
ｽ

ﾐﾄ
ﾓ

ｼ
ﾓ
ｲ
ｸ
ﾞｻ

S
A

K
U

R
A

 ハ
イ

ツ
2
0
3

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
6
9
,1

7
6

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
6
9
,1

7
6

1
6

8
4

6
6

4
久

和
　

村
大

ﾘ
ｿ
ﾅ

ﾜ
ｾ

ﾀ
ﾞ

S
A

K
U

R
A

 ハ
イ

ツ
2
0
4

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
6
9
,1

7
6

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
6
9
,1

7
6

1
6

7
6

1
4

9
二

英
　

原
大

ﾐｽ
ﾞﾎ

ﾏ
ﾁ
ﾀ
ﾞ

S
A

K
U

R
A

 ハ
イ

ツ
2
0
5

2
0X

X/
1
1

2
0

XX
/
1
0
/
2
7

¥
1
3
,4

2
0

2
0

XX
/
1
0
/
1
1

正
常

終
了

¥
1
3
,4

2
0

7
4

2
1

1
8

6
博

　
間

本
ﾘ
ｿ
ﾅ

ｶ
ﾒ
ｲ
ﾄﾞ

S
A

K
U

R
A

 ハ
イ

ツ
P

0
2

\
2
9
0
,1

2
4

4
2

1
,

09
2

\
:

計
　

小
5

件

\
1
,8

2
3
,9

6
4

4
69

,
3

2
8,

1
\

:
計

　
合

2
1

件

2
0

XX
年

10
月

2
9
日

1
/
1
 ペ

ー
ジ
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振
替

結
果

表
 エ

ラ
ー

リ
ス

ト
年

月
分

引
落
日

引
落
予
定

額
確

認
日

取
込
済

取
込
コ
メ
ン

ト
実

引
落
額

支
払
者
名

振
替
元

口
座
番
号

振
替
元

銀
行
名
カ

ナ
振

替
元

支
店
名
カ

ナ
物

件
名
称

室
区
画
N
o

顧
客
名

2
0X

X
/
1
1

2
0
X
X
/
1
0
/
2
7

¥
5
5
,
2
2
0
2
0
X
X
/
1
0
/
1
1

資
金
不
足

4
7
6
7

4
5

9
一

繁
　

口
南

ｶ
ｺ
ﾞ
ｼ
ﾏ

ｶ
ﾓ
ｲ
ｹ

仙
酔
荘

2
0
1

ﾐ
ﾅ
ｸ
ﾁ
 
ｼ
ｹﾞ
ｶ
ｽ
ﾞ

2
0X

X
/
1
1

2
0
X
X
/
1
0
/
2
7

¥
7
6
,
7
2
0
2
0
X
X
/
1
0
/
1
1

資
金
不
足

4
8
9
6

1
5

8
拳

　
下

大
ﾘ
ｿ
ﾅ

ｱ
ｵ
ﾔ
ﾏ

ラ
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
・
杉
並

1
0
5

ｵ
ｵ
ｼ
ﾀ
 
ｹ
ﾝ

2
0X

X
/
1
1

2
0
X
X
/
1
0
/
2
7

¥
1
3
0
,
2
2
0
2
0
X
X
/
1
0
/
1
1

預
金
口
座
振
替

3
9
4
7

2
6

5
一

伸
　

川
谷

長
ﾐ
ｽ
ﾞ
ﾎ

ﾀ
ﾏ
ｾ
ﾝ
ﾀ
-

レ
オ
ン
ベ
ル
ガ
ー
む
さ
し

4
0
3

ﾊ
ｾ
ｶ
ﾞ
ﾜ
 
ｼﾝ
ｲ
ﾁ

2
0X

X
/
1
1

2
0
X
X
/
1
0
/
2
7

¥
8
1
,
3
7
6
2
0
X
X
/
1
0
/
1
1

な
ん
ら
か
の
事

7
7
5
4

1
4

6
二

健
　

崎
神

ﾔ
ﾁ
ﾖ

ｱ
ｲ
ﾊ
ﾗ

S
A
K
U
R
A
 ハ

イ
ツ

2
0
1
 
他

ｶ
ﾝ
ｻ
ﾞ
ｷ
ｹ
ﾝｼ
ﾞ

2
0
X
X
年
11
月
0
1日

1
/
1
 
ペ
ー
ジ
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家
 
賃
 
保

 
証
 
依
 
頼

 
書

(
物

件
番
号

順
)

振
込
先

依
頼
人
名
：

振
替
分

2
0
X
X
年
5月

0
1
日

0
0
0
0
0

ｶ
)
ﾀ
ﾞﾝ
ｺﾞ
ﾌ
ﾄ
ﾞｳ
ｻﾝ

1
3
0
3

ｱ
ｻ
ﾋ
ｼﾝ
ｷ
ﾝ

0
2
7

ﾀ
ﾃ
ｶ
ﾜ

2
0
X
X
/
0
6

物
　
　
件

棟
-
号

支
　
払
　
者
　
名

金
　
融
　
機
　
関

支
　
　
店

種
目

口
座
番
号

口
座
名

義
人

金
　
額

顧
客
番
号

00
0
,

5
5\

ｷ
ｱ
ｼ

ﾄ
 

ﾞ
ﾎ

ｸ
通

普
明

利
　

保
久

2
0

1
荘

龍
乾

3
0

-
2
0

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

\
5
5
,
0
0
0

1
小
　
計
:

件
0
0
2
-
03

00
0
,

7
21

\
ｴ
ｻ

ﾏ
 

ﾀ
ﾝ

ｻ
通

普
恵

雅
　

田
三

室
号

2
0

2
丘

が
し

美
ル

ー
ナ

エ
1
0

-
3
0

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

00
0
,

5
21

\
ｷ
ﾕ
ﾂ
ｶ

 
ﾗ
ﾞ

ﾃ
ｺ

通
普

之
克

　
寺

小
室

号
2

0
2

丘
が

し
美

ル
ー

ナ
エ

1
0

-
3
0

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

\
2
5
2
,
0
0
0

2
小
　
計
:

件
0
0
3
-
01

00
8
,

3
8\

ｳ
ﾕ

 
ｸ

ﾞ
ﾎ

ｳ
ｺ

通
普

優
　

木
高

3
0

1
並

杉
・

ル
ダ

ン
ァ

ヴ
ラ

1
0

-
5
0

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

\
8
3
,
8
0
0

1
小
　
計
:

件
0
0
5
-
01

0
0
8
-
0
1

フ
ァ
タ
ー
リ
ー
シ
ュ
・
高

1
0
1

横
山
　
知
幸

東
日
本
銀
行

00
5

,
5

7\
ｷ

ﾕﾓ
ﾄ

 
ﾏ

ﾔ
ｺ
ﾖ

6
8

9
2
0

4
7

通
普

店
支

北
良

奈
3

0
5

5
2

5
0

0
5
2
5
5
0
3
7
4
0
2
9
8
6

0
0
8
-
0
1

フ
ァ
タ
ー
リ
ー
シ
ュ
・
高

3
0
3

関
本
　
洋
子

み
ず
ほ
銀
行

00
8

,
3

8\
ｺｳ

ﾖ
 

ﾄ
ﾓ

ｷ
ｾ

0
4

4
9
5

9
7

通
普

支
場

馬
田

高
4

6
0

1
0

0
0

0
0
0
1
0
6
4
7
9
5
9
4
4
0

00
8
,

3
8\

ｵ
ﾞ

ｽ
ｶ

 
ﾁ

ﾞ
ｸ
ﾞ

ｿ
ﾐ

通
普

夫
和

　
口

溝
1

0
4

高
・

ュ
シ

ー
リ

ー
タ

ァ
フ

1
0

-
8
0

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

\
2
4
3
,
1
0
0

3
小
　
計
:

件
0
0
8
-
01

00
0
,

1
51

\
ﾞ
ｼ
ｲ
ｾ

 
ﾄ
ﾓ

ｷ
ｾ

通
普

二
征

　
本

関
2

2
6

平
業

ツ
イ

ハ
ワ

ン
サ

2
0

-
3
1

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

00
0
,

1
51

\
ｵ
ﾙ

ﾃ
 

ﾀ
ﾜ

ｲ
通

普
雄

照
　

田
岩

3
2

6
平

業
ツ

イ
ハ

ワ
ン

サ
2
0

-
3
1

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

00
0
,

4
41

\
ﾘ
ｵ
ｶ

 
ﾏ

ﾞ
ｼ

ｼ
ｳ

通
普

香
　

島
牛

4
2

6
平

業
ツ

イ
ハ

ワ
ン

サ
2
0

-
3
1

0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

\
4
4
6
,
0
0
0

3
小
　
計
:

件
0
1
3
-
02

00
4
,

2
9\

ﾑ
ｻ
ｵ

 
ｼ
ﾆ

ﾔ
ﾐ

通
普

統
　

西
宮

3
0

3
保

久
大

ス
ン

ラ
グ

レ
フ

2
0

-
4
6

1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

\
9
2
,
4
0
0

1
小
　
計
:

件
1
6
4
-
02

02
6
,

0
9\

ｼ
ﾄ

ｻ
ﾏ

 
ﾗ

ﾊ
通

普
利

政
　

原
2

0
1

鷹
三

ス
ン

ラ
グ

レ
フ

5
0

-
4
6

1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

\
9
0
,
6
2
0

1
小
　
計
:

件
1
6
4
-
05

\
1
,
2
6
2
,
9
2
0

1
2

合
　
計

:
件

1
 
/
 
1
 
ペ
ー
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家
賃

保
証

請
求

デ
ー

タ
比

較
(2

0
X

X
/
05

 -
 2

0X
X
/
0
6)

顧
客

番
号

2
0

XX
/
0
5

引
落

銀
行

名
引

落
支

店
名

種
目

顧
客

名
口

座
番

号
予

定
額

2
0

XX
/
0
6

引
落

銀
行

名
引

落
支

店
名

種
目

顧
客

名
口

座
番

号
予

定
額

差
額

コ
ー

ド
コ

ー
ド

物
件

名
称

N
o

コ
ー

ド
コ

ー
ド

0
0
0
1
0
6
4
7
9
5
9
4
4
0

ﾐｽ
ﾞﾎ

ﾀ
ｶ
ﾀ
ﾉ
ﾊ

ﾞﾊ
ﾞ

普
通

ｾ
ｷ

ﾓ
ﾄ 

ﾖ
ｳ

ｺ
7
9
5
9
4
4
0

\
8
3
,8

0
0

\
8
3
,8

0
0

フ
ァ

タ
ー

リ
ー

シ
ュ

・
高

円
寺

3
03

0
6
4

0
0
0
1

0
5
2
5
5
0
3
7
4
0
2
9
8
6

ﾋ
ｶ
ﾞｼ

ﾆ
ﾂ
ﾎ

ﾟﾝ
ﾅ

ﾗ
ｷ

ﾀ
普

通
ﾖ
ｺ
ﾔ

ﾏ
 ﾄ

ﾓ
ﾕ

ｷ
7
4
0
2
9
8
6

\
7
5
,5

0
0

\
7
5
,5

0
0

フ
ァ

タ
ー

リ
ー

シ
ュ

・
高

円
寺

1
01

5
0
3

0
5
2
5

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

普
通

ｵ
ｶ
ﾎ

ﾝ
 ﾖ

ｳ
ｽ

ｹ
\
1
6
1
,0

0
0

-
\
1
6
1,

0
0
0

サ
ン

ワ
ハ

イ
ツ

業
平

6
21

2
0
X

X
年

5月
0
1日

1
/
1
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ー
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総
合

振
込

確
認

表

振
込
元

依
頼
人
名
：

1
0
9
8
5
1
9
0
2
9

ｶ)
ﾀﾞ
ﾝ
ｺ
ﾞﾌ
ﾄﾞ
ｳ
ｻ
ﾝ

0
0
0
5

三
菱
東
京
Ｕ

Ｆ
0
6
3

千
駄
木

8
7
4
1
9
1
1

普
通

振
込

先
口

座
情

報
金

融
機
関

支
店

種
類

口
座
番
号

振
込

日
振
込
金
額

年
月

分
振

込
情
報

顧
客
番
号

物
件

名
称

内
訳

金
額

名
義

人
カ

ナ
I
t
a
k
u
r
a
駐
車
場

¥
1
5
7
,
8
0
5

X
X
/0

7
/
1
5

¥
1
57
,
8
0
5

2
0
X
X
/
0
7

普
通

4
8
15
8
0
9

5
2

ｼ
ｶ

ﾀ
 
ﾗ

ｸ
ﾀ

ｲ
8

7
2

0
1

0
0

り
そ
な
銀
行

青
山

フ
ァ
タ
ー
リ
ー
シ
ュ
・
高
円
寺

¥
2
2
2
,
8
8
0

X
X
/0

7
/
1
5

¥
2
22
,
8
8
0

2
0
X
X
/
0
7

普
通

9
0
63
8
9
0

8
4

ﾔ
ﾂ

ﾃ
 
ﾉ

ｵ
ｵ

4
6

0
5
0

0
0

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀

赤
坂
見
附
支
店

ド
ワ
ー
フ
　
ハ
イ
ツ

¥
1
0
9
,
8
2
1

X
X
/0

7
/
1
5

¥
1
83
,
7
4
7

2
0
X
X
/
0
7

普
通

8
4
65
7
4
8

6
4

ﾙ
ﾃ

ｷ
ｱ
 
ﾞ

ｷ
ﾜ

ｼ
ｶ

0
2

0
3
0

5
1

浜
松
信
用
金
庫

泉
町

ド
ワ
ー
フ
　
ハ
イ
ツ
駐
車
場

¥
7
3
,
9
2
6

エ
ナ
ー
ル
美
し
が
丘

¥
3
4
2
,
3
3
0

X
X
/0

7
/
1
5

¥
3
42
,
3
3
0

2
0
X
X
/
0
7

普
通

8
9
74
1
5
6

4
5

ｺ
ｳ

ﾖ
ｷ
 
ﾉ

ｼ
ｷ

1
3

2
6
4

1
0

北
國
銀
行

川
北
支
店

ラ
・
ロ
ッ
サ
三
鷹

¥
8
6
8
,
7
7
3

X
X
/0

7
/
1
5

¥
8
68
,
7
7
3

2
0
X
X
/
0
7

普
通

6
0
42
5
1
8

3
1

ｺ
ｳ

ﾖ
ｷ
 
ﾉ

ｼ
ｷ

1
4

5
8
3

1
0

横
浜
銀
行

横
須
賀
支
店

2
5
5

,
2

3
4
¥

荘
龍

乾
X
X
/0

7
/
1
5

¥
1
,
1
5
0
,
7
0
4

2
0
X
X
/
0
7

普
通

9
8
74
1
5
0

5
1

ﾘ
ﾉ

ﾞ
ﾀ

ﾀ
 
ﾉ

ｼ
ｺ

0
1

1
7
3

0
0

日
本
振
興
銀
行

高
円
寺
出
張
所

0
6
7

,
5

5
2
¥

荘
酔

仙
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